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参考１－１ 

石川県地域防災計画（地震災害対策編）修正（案） 新旧対照表 

現       行 修   正   案 備 考 

 
 
 
 
                                

石川県地域防災計画 
 

地震災害対策編 
 
 

（令和５年修正） 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                       
                                                                
 
                                                                       

石川県地域防災計画 
 

地震災害対策編 
                  
 

（令和６年修正） 
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現       行 修   正   案 備 考 

 
 

第 1 章 総則 
 

第１節（略） 

 

第２節 性格及び基本理念 

１（略） 

２ 基本理念等 

（１）用語 

この計画において掲げる防災関係機関等の用語は、次に示すところによ 

る。 

ア～ウ（略） 

エ 指定地方公共機関 

  災害対策基本法第２条第６号に定める公共機関で、この計画では、次 

 に定める機関をいう。 

  北陸鉄道株式会社、のと鉄道株式会社、ＩＲいしかわ鉄道株式会社、 

株式会社北國新聞社、株式会社中日新聞北陸本社、北陸放送株式会社、 

石川テレビ放送株式会社、株式会社テレビ金沢、株式会社エフエム 

石川、北陸朝日放送株式会社、公益社団法人石川県医師会、公益社団 

法人石川県看護協会、石川県治水協会、一般社団法人石川県エルピー 

ガス協会、一般社団法人石川県歯科医師会、公益社団法人石川県薬剤 

師会、公益社団法人石川県栄養士会 

 オ（略） 

（２）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 章 総則 
 

第１節（略） 

 

第２節 性格及び基本理念 

１（略） 

２ 基本理念等 

（１）用語 

この計画において掲げる防災関係機関等の用語は、次に示すところによ 

る。 

ア～ウ（略） 

エ 指定地方公共機関 

  災害対策基本法第２条第６号に定める公共機関で、この計画では、次 

 に定める機関をいう。 

  北陸鉄道株式会社、のと鉄道株式会社、ＩＲいしかわ鉄道株式会社、 

株式会社北國新聞社、株式会社中日新聞北陸本社、北陸放送株式会社、 

石川テレビ放送株式会社、株式会社テレビ金沢、株式会社エフエム 

石川、北陸朝日放送株式会社、公益社団法人石川県医師会、公益社団 

法人石川県看護協会、石川県治水協会、一般社団法人石川県エルピー 

ガス協会、一般社団法人石川県歯科医師会、公益社団法人石川県薬剤 

師会、公益社団法人石川県栄養士会、一般社団法人石川県建設業協会 

 オ（略） 

（２）（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第３節 県、市町及び防災関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱 

県、市町及び防災関係機関の管理者は、それぞれの所掌事務又は業務

を通じて石川県の地域に係る地震防災に寄与すべきものである。それぞ

れが地震防災に関して処理すべき事務又は業務の大綱は、次のとおりと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 県、市町及び防災関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱 

県、市町及び防災関係機関の管理者は、それぞれの所掌事務又は業務

を通じて石川県の地域に係る地震防災に寄与すべきものである。それぞ

れが地震防災に関して処理すべき事務又は業務の大綱は、次のとおりと

する。 
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現       行 修   正   案 備 考 

第４節 本県の特質と既往の地震災害 

１～３（略） 

４ 既往地震とその被害 

石川県は、有感地震の数が全国的にも少ない地域である。しかし、平均し

て３０年に１度は、被害地震が発生している。県内に被害をもたらした地震

とその被害状況は、次の表のとおりである。（※有感地震とは、計測震度が

０.５以上のものである。） 

（１）県内に被害をもたらした県内・外発生地震とその被害状況 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（略） 

第４節 本県の特質と既往の地震災害 

１～３（略） 

４ 既往地震とその被害 

県内に被害をもたらした地震とその被害状況は、次の表のとおりである。 

（※有感地震とは、計測震度が０.５以上のものである。） 

（１）県内に被害をもたらした県内・外発生地震とその被害状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）令和６年能登半島地震の概要 

  ア 地震の概況 

   令和 6 年 1 月 1 日、16 時 06 分、能登地方の北緯 37 度 31 分、東経 137

度 15 分、深さ 12km を震源とするマグニチュード（以下Ｍと記述）5.5 の

地震が発生、同日 16 時 10 分、能登地方の北緯 37 度 30 分、東経 137 度 16

分を震源とするＭ7.6 の地震が発生し、輪島市、志賀町で最大震度 7、七尾

市、珠洲市、穴水町、能登町で震度 6 強、中能登町で震度 6 弱、金沢市、

小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、能美市、宝達志水町で震度 5 強、そ

の他の市町でも震度 5 弱～4 を観測した。また、石川県以外でも、新潟県

で震度 6 弱、富山県、福井県で震度 5 強を観測したのをはじめ、北陸地方

を中心に北海道から九州地方にかけて震度 5 弱～1 を観測した。 

   その後、同日 16 時 12 分にＭ5.7（最大震度 6 弱）の地震、16 時 18 分に

Ｍ6.1（最大震度 5 強）の地震、16 時 56 分にＭ5.8（最大震度 5 強）の地

震、18 時 8 分にＭ5.8（最大震度 5 強）の地震を観測した。更に、2 日 17

時 13 分にＭ4.6（最大震度 5 強）の地震、3 日 2 時 21 分にＭ4.9（最大震

度 5 強）の地震、10 時 54 分にＭ5.6（最大震度 5 強）の地震、6 日 5 時 26

分にＭ5.4（最大震度 5 強）の地震、23 時 20 分にＭ4.3（最大震度 6 弱）

の地震が起こった。 

イ 津波の状況 

   気象庁はこの地震により、16 時 12 分に石川県能登及び石川県加賀のほ

か、新潟県常上中下越、佐渡、富山に「津波警報」を発表して注意を喚起

した。 

16 時 21 分に輪島港で最大 1.2ｍ以上の津波を観測するとともに、19 時 9

分には金沢で最大 90ｃｍの津波を観測した。 

16 時 22 分に石川県能登の「津波警報」を「大津波警報」に切り替える

とともに、山形県、福井県、兵庫県北部の津波注意報を津波警報に切り替

えた。20 時 30 分に石川県能登の「大津波警報」を「津波警報」に切り替

え、2 日 1 時 15 分に石川県能登及び石川県加賀を含む各地の「津波警報」

を「津波注意報」に切り替えた。10 時 00 分に津波による被害の恐れはな

くなったと判断し、「津波注意報」を解除した。 
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現       行 修   正   案 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５（略） 

 

第５節～第８節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 被害の概要 

   令和６年能登半島地震による石川県内での被害について、令和６年３月

１日時点で、人的被害は、死者２４１人、重傷者３１２人、軽傷者８７６

人の合わせて１，４２９人であった。住家被害は、全壊、半壊、一部損

壊、床上浸水、床下浸水を合わせて７６，８２４棟であり、非住家被害１

２，８４２棟を合わせると、建物被害は８９，６６６棟であった。 

   避難所については、県内１９市町で開設され、ピーク時の４日には、３

７１箇所の避難所に３３，５３０人の被災者が避難した。 

   また、地震発生当日の夜には、震度５弱以上の１７市町に災害救助法が

適用され、自衛隊や消防など防災関係機関による懸命の救助・救出活動が

行われた。 

５（略） 

 

第５節～第８節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

 

 

第２章 地震災害予防計画 
 

第１節（略） 

 

第２節 県民及び事業者等のとるべき措置 

１（略） 

２ 県民のとるべき措置 

  平素から次のことに留意し、万一の場合に備えておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３～４（略） 

 

第３節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 地震災害予防計画 
 

第１節（略） 

 

第２節 県民及び事業者等のとるべき措置 

１（略） 

２ 県民のとるべき措置 

  平素から次のことに留意し、万一の場合に備えておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３～４（略） 

 

第３節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第４節 防災ボランティアの活動環境の整備 

１ 基本方針 

（１）地震等の災害による被害の拡大を防止するため、県、市町及び関係機関

の迅速かつ的確な対応にあわせ、住民による自主的かつきめ細やかな対応

も必要である。 

このため、県、市町及び関係機関は、ボランティアの防災活動が安全か

つ円滑に行われるよう活動環境の整備を図るとともに、ボランティアの自

主性を尊重しつつ、日本赤十字社、社会福祉協議会、NPO、町会（自治

会）、民生委員、防災士、災害ボランティアコーディネーターなどとの連

携強化を図るとともに、中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支

援や活動調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図る。 

また、大規模・広域災害発生時においても、ボランティア活動が円滑か

つ効果的に行われるようコーディネート機能の強化を図るとともに、防災

ボランティア活動に対する県民の理解促進のための広報活動に努める。 

（２）県及び市町は、防災ボランティアの活動環境として、行政・NPO・ボラン

ティア等の三者で連携し、平常時の登録、ボランティア活動や避難所運営

等に関する研修や訓練の制度、災害時における防災ボランティア活動の受

入れや調整を行う体制、防災ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安

全確保、被災者ニーズ等の情報提供方策等について整備を推進するととも

に、そのための意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓練

を通じて推進する。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

２～４（略） 

 

第５節～第９節（略） 

 

第１０節 避難体制の整備 

１（略） 

第４節 防災ボランティアの活動環境の整備 

１ 基本方針 

（１）地震等の災害による被害の拡大を防止するため、県、市町及び関係機関

の迅速かつ的確な対応にあわせ、住民による自主的かつきめ細やかな対応

も必要である。 

このため、県、市町及び関係機関は、ボランティアの防災活動が安全か

つ円滑に行われるよう活動環境の整備を図るとともに、ボランティアの自

主性を尊重しつつ、日本赤十字社、社会福祉協議会、NPO、町会（自治

会）、民生委員、防災士、災害ボランティアコーディネーターなどとの連

携強化を図るとともに、災害中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活

動支援や活動調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図る。 

また、大規模・広域災害発生時においても、ボランティア活動が円滑か

つ効果的に行われるようコーディネート機能の強化を図るとともに、防災

ボランティア活動に対する県民の理解促進のための広報活動に努める。 

（２）県及び市町は、防災ボランティアの活動環境として、行政・NPO・ボラン

ティア等の三者で連携し、平常時の登録、ボランティア活動や避難所運営

等に関する研修や訓練の制度、災害時における防災ボランティア活動の受

入れや調整を行う体制、防災ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安

全確保、被災者ニーズ等の情報提供方策等について整備を推進するととも

に、そのための意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓練

を通じて推進する。 

また、県は、災害発生時における官民連携体制の強化を図るため、県域 

  において活動を行う災害中間支援組織の育成・機能強化に努める。 

（３）市町は、災害発生時における官民連携体制の強化を図るため、市町地域

防災計画等において、災害ボランティアセンターを運営する者（市町社会

福祉協議会等）との役割分担等を定めるよう努めるものとする。特に災害

ボランティアセンターの設置予定場所については、市町地域防災計画に明

記する、相互に協定を締結する等により、あらかじめ明確化しておくよう

努めるものとする。 

２～４（略） 

 

第５節～第９節（略） 

 

第１０節 避難体制の整備 

１（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

２ 指定緊急避難場所、指定避難所、避難路の指定等 

（１）（略） 

（２）指定避難所 

ア～オ（略） 

カ 生活必需品等の供給 

避難所には長時間滞在することも予想されるので、指定された避難所又 

  はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、飲料水、携帯トイ

レ、簡易トイレ、医薬品、マスク、消毒液、段ボールベッド、パーティシ

ョン等避難生活に必要な物資や新型コロナウイルス感染症を含む感染症対

策に必要な物資等の備蓄に努めること。備蓄品の調達にあたっては、要配

慮者、女性、子供にも配慮する。 

また、避難所において、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイ

レ、マット、備蓄倉庫、非常用電源（再生可能エネルギーによる発電や蓄

電池の活用を含む。）、衛星携帯電話等の通信機器等のほか、空調、洋式

トイレなど高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等の要配慮者にも配慮した施

設・設備や相談等の支援を受けることができる体制を整備し、必要に応じ

指定避難所の電力容量の拡大に努めること。 

（略） 

（新設） 

 

 

 

キ～セ（略） 

（３）～（４）（略） 

３～８（略） 

 

第１１節 要配慮者対策 

１（略） 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定緊急避難場所、指定避難所、避難路の指定等 

（１）（略） 

（２）指定避難所 

ア～オ（略） 

カ 生活必需品等の供給 

  避難所には長時間滞在することも予想されるので、指定された避難所又

はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、飲料水、携帯トイ

レ、簡易トイレ、医薬品、マスク、消毒液、段ボールベッド、パーティシ

ョン等避難生活に必要な物資や新型コロナウイルス感染症を含む感染症対

策に必要な物資等の備蓄に努めること。備蓄品の調達にあたっては、要配

慮者、女性、子供にも配慮する。 

また、避難所において、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイ

レ、マット、ガス設備、備蓄倉庫、非常用電源（再生可能エネルギーによ

る発電や蓄電池の活用を含む。）、衛星携帯電話等の通信機器等のほか、

空調、洋式トイレなど高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等の要配慮者にも

配慮した施設・設備や相談等の支援を受けることができる体制を整備し、

必要に応じ指定避難所の電力容量の拡大に努めること。 

（略） 

  災害時におけるウォーターサーバー機器設置等の応急対策の協力に関する協定  

   

 

 

キ～セ（略） 

（３）～（４）（略） 

３～８（略） 

 

第１１節 要配慮者対策 

１（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

２ 在宅の要配慮者への配慮 

（１）（略） 

（２）避難行動要支援者の避難支援計画の策定 

ア 市町は、市町地域防災計画に基づき、防災担当部局や福祉担当部局など

関係部局の連携の下、福祉専門職、社会福祉協議会、民生委員、地域住民

等の避難支援等に携わる関係者と連携して、避難行動要支援者名簿の情報

に係る避難行動要支援者ごとに、作成の同意を得て、個別避難計画を作成

するよう努める。 

特に、市町レベルでの避難支援の対象者の範囲、避難行動要支援者情報

の収集・共有の方法、避難支援体制など避難行動要支援者対策の取り組み

方針を明らかにした個別避難計画の全体計画を早期に作成するものとす

る。 

また、個別避難計画については、避難行動要支援者の状況の変化、ハザ

ードマップの見直しや更新、災害時の避難方法等の変更等を適切に反映し

たものとなるよう、必要に応じて更新するとともに、庁舎の被災等の事態

が生じた場合においても、計画の活用に支障が生じないよう、個別避難計

画情報の適切な管理に努める。 

 

（新設） 

 

 

 イ（略） 

 ウ 市町は、市町村地域防災計画に定めるところにより、消防機関、警察本

部、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織など避難支援等

に携わる関係者に対し、避難行動要支援者本人及び避難支援等実施者の同

意、または、当該市町村の条例の定めがある場合には、あらかじめ個別避

難計画を提供する。 

また、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝

達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層

図る。その際、個別避難計画情報の漏えいの防止等必要な措置を講じる。 

 

 エ（略） 

（新設） 

 

（３）～（６）（略） 

２ 在宅の要配慮者への配慮 

（１）（略） 

（２）避難行動要支援者の避難支援計画の策定 

 ア 市町は、市町地域防災計画に基づき、防災担当部局や福祉担当部局など

関係部局の連携の下、福祉専門職、社会福祉協議会、民生委員、地域住

民、ＮＰＯ等の避難支援等に携わる関係者と連携して、避難行動要支援者

名簿の情報に係る避難行動要支援者ごとに、作成の同意を得て、個別避難

計画を作成するよう努める。 

特に、市町レベルでの避難支援の対象者の範囲、避難行動要支援者情報

の収集・共有の方法、避難支援体制など避難行動要支援者対策の取り組み

方針を明らかにした個別避難計画の全体計画を早期に作成するものとす

る。この場合、例えば積雪寒冷地における積雪や凍結といった地域特有の

課題に留意するものとする。 

また、個別避難計画については、避難行動要支援者の状況の変化、ハザ

ードマップの見直しや更新、災害時の避難方法等の変更等を適切に反映し

たものとなるよう、必要に応じて更新するとともに、庁舎の被災等の事態

が生じた場合においても、計画の活用に支障が生じないよう、個別避難計

画情報の適切な管理に努める。 

 イ 市町は、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、避難行動要支援者名

簿及び個別避難計画の作成等にデジタル技術を活用するよう積極的に検討

するものとする。 

ウ（略） 

エ 市町は、市町村地域防災計画に定めるところにより、消防機関、警察本

部、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織など避難支援等

に携わる関係者に対し、避難行動要支援者本人及び避難支援等実施者の同

意、または、当該市町村の条例の定めがある場合には、あらかじめ個別避

難計画を提供する。 

また、個別避難計画の実効性を確保する観点等から、多様な主体の協力

を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・

安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図る。その際、個別避難計

画情報の漏えいの防止等必要な措置を講じる。 

 オ（略） 

 カ 県は、市町における個別避難計画に係る取組に関して、事例や留意点な 

  どの提示、研修会の実施等の取組を通じた支援に努める。 

（３）～（６）（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

（７）福祉避難所の指定 

市町は、高齢者や障害者、医療的ケアを必要とする者等は避難所内の一 

  般避難スペースでは健康の維持・確保が困難な要素が多いことから、地区 

  ごとの福祉避難所の指定を進める。 

ア～エ（略） 

（新設） 

 

また、受入れを想定していない避難者が避難してくることがないよう、 

  必要に応じて、福祉避難所を指定する際に、受入れ対象者を特定して公示 

  するほか、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前に調整の上、個別 

  避難計画等により、要配慮者が、避難が必要となった際に福祉避難所へ直 

  接避難することができるよう努める。 

（８）（略） 

３～４（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

第１２節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）福祉避難所の指定 

   市町は、高齢者や障害者、医療的ケアを必要とする者等は避難所内の一 

  般避難スペースでは健康の維持・確保が困難な要素が多いことから、地区 

  ごとの福祉避難所の指定を進める。 

ア～エ（略） 

オ 要配慮者に対して円滑な情報伝達ができるよう、多様な情報伝達手段の 

  確保に努めるものとする。 

また、受入れを想定していない避難者が避難してくることがないよう、 

  必要に応じて、福祉避難所を指定する際に、受入れ対象者を特定して公示 

  するほか、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前に調整の上、個別 

  避難計画等により、要配慮者が、避難が必要となった際に福祉避難所へ直 

  接避難することができるよう努める。 

（８）（略） 

３～４（略） 

５ 障害者に対する情報伝達等 

  県及び市町は、障害の種類及び程度に応じて障害者が防災及び防犯に関す

る情報を迅速かつ確実に取得することができるようにするため、体制の整備

充実、設備又は機器の設置の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。 

  また、障害の種類及び程度に応じて障害者が緊急の通報を円滑な意思疎通

により迅速かつ確実に行うことができるようにするため、多様な手段による

緊急の通報の仕組みの整備の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 

第１２節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第１３節 医療体制の整備 

１ 基本方針 

（略） 

体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 医療救護体制の整備 

（１）県 

ア～オ（略） 

カ 県は、医療救護活動に関する次の調整組織の設置について定めておく。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ～サ（略） 

（２）市町 

 ア～ウ（略） 

第１３節 医療体制の整備 

１ 基本方針 

（略） 

体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 医療救護体制の整備 

（１）県  

ア～オ（略） 

カ 県は、医療救護活動に関する次の調整組織の設置について定めておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ～サ（略） 

（２）市町 

 ア～ウ（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

 エ 市町は、円滑な医療救護活動を実施するため、あらかじめ責任者を定め

るとともに、県が設置する地域医療救護活動支援室への当該責任者の参加

及び連携について定めておく。 

 オ～ク（略） 

（３）～（７）（略） 

３ 情報連絡体制 

（１）医療救護活動に係る情報連絡体制  

 ア 県は、災害医療支援室、ＤＭＡＴ活動支援室、地域医療救護活動支援

室、ＤＭＡＴ活動拠点連絡会、医療救護班等連絡会相互の情報連絡体制を

整備しておく。 

 イ 県は、医療救護班間の情報共有ルールを整備しておく。 

 ウ～エ（略） 

（２）～（３）（略） 

４ 災害医療支援室等の設置及び運営に関する訓練等 

  県は、関係機関の協力を得ながら、災害時において医療救護活動が円滑に 

 行われるよう、平常時から、災害医療支援室、ＤＭＡＴ活動支援室、地域医 

療救護活動支援室、ＤＭＡＴ活動拠点連絡会及び医療救護班等連絡会の設 

置、運営等に関する研修や訓練の実施に努める。 

５（略） 

 

第１４～第１７節（略） 

 

第１８節 建築物等災害予防 

１～８（略） 

（新設） 

 

 

 

 

第１９節 公共施設災害予防 

１～９（略） 

 

 

 

 

 エ 市町は、円滑な医療救護活動を実施するため、あらかじめ責任者を定め

るとともに、県が設置する地域保健医療福祉調整本部への当該責任者の参

加及び連携について定めておく。 

オ～ク（略） 

（３）～（７）（略） 

３ 情報連絡体制 

（１）医療救護活動に係る情報連絡体制  

 ア 県は、保健医療福祉調整本部、ＤＭＡＴ調整本部、地域保健医療福祉調

整本部、ＤＭＡＴ活動拠点本部相互の情報連絡体制を整備しておく。 

 イ 県は、ＤＭＡＴ、医療救護班間の情報共有ルールを整備しておく。 

 

ウ～エ（略） 

（２）～（３）（略） 

４ 保健医療福祉調整本部等の設置及び運営に関する訓練等 

  県は、関係機関の協力を得ながら、災害時において医療救護活動が円滑に

行われるよう、平常時から、保健医療福祉調整本部、ＤＭＡＴ調整本部、地

域保健医療福祉調整本部、ＤＭＡＴ活動拠点本部の設置、運営等に関する研

修や訓練の実施に努める。 

５（略） 

 

第１４～第１７節（略） 

 

第１８節 建築物等災害予防 

１～８（略） 

９ 県及び市町は、所有者不明土地を活用した防災空地、備蓄倉庫等の整備、 

 災害発生のおそれのある所有者不明土地の管理不全状態の解消等、所有者不 

 明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づく措置を活用した防災対 

 策を推進するものとする。 

 

第１９節 公共施設災害予防 

１～９（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

１０ 農地、農業用施設整備対策 

農地及び排水機、樋門、ため池、水路等の農業用施設の災害は、一般公共

用施設等にも広く被害を及ぼすおそれがあるため、平素から適切な管理を実

施するとともに、施設の耐震化、老朽化施設等の改修、整備に努める。ま

た、農業上の利用がなくなり、適切な管理が困難なため池については、廃止

を進める。 

防災重点ため池をはじめ、地震による破損等で決壊した場合に大きな被害

をもたらすおそれのあるため池について、関係者で緊急連絡体制等を整備す

るとともに、市町はハザードマップの作成・周知等により、関係住民に適切

な情報提供を図ることで、防災・減災対策を推進する 

 

１１（略） 

 

第２０節 地盤災害予防 

１～７（略） 

８ 宅地造成地等災害予防 

県及び市町は、宅地の造成に伴うがけ崩れ又は土砂の流失等崩壊の発生を

防止するため、次のとおり災害予防措置を講ずる。 

（１）宅地造成地域の規制 

   宅地造成により、がけ崩れ又は土砂の流失による災害の発生のおそれの

ある区域に対して宅地造成等規制法（昭和 36 年法律第 191 号）に基づき

宅地造成工事規制区域を指定し、宅地造成に関する工事の適切な規制を行

い、がけ崩れ又は土砂の流失の防止を図る。 

   また、都市計画区域においては、都市計画法の開発許可制度の適用によ

り、安全かつ良好な宅地の造成を行うよう規制する。 

なお、必要があると認めるときは、勧告又は改善命令を発して、宅地の

安全確保に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 農地、農業用施設整備対策 

農地及び排水機、樋門、ため池、水路等の農業用施設の災害は、一般公共

用施設等にも広く被害を及ぼすおそれがあるため、流域治水の取組と連携し

つつ、平素から適切な管理を実施するとともに、施設の耐震化、老朽化施設

等の改修、整備に努める。また、農業上の利用がなくなり、適切な管理が困

難なため池については、廃止を進める。 

防災重点ため池をはじめ、地震による破損等で決壊した場合に大きな被害

をもたらすおそれのあるため池について、関係者で緊急連絡体制等を整備す

るとともに、市町はハザードマップの作成・周知等により、関係住民に適切

な情報提供を図ることで、防災・減災対策を推進する。 

 

１１（略） 

 

第２０節 地盤災害予防 

１～７（略） 

８ 宅地造成地等災害予防 

  県及び市町は、宅地の造成や盛土・切土等に伴うがけ崩れ又は土砂の流失

等崩壊の発生を防止するため、次のとおり災害予防措置を講ずる。 

（１）宅地造成地域等の規制 

   宅地造成盛土等に伴う災害により、人家等に被害を及ぼしうる区域に対

して、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 36 年法律第 191 号）に基づ

き宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を指定し、宅地造成に

関する工事だけでなく、農地･森林等における盛土･切土や、単なる土捨て

行為･一時的な堆積についても適切な規制を行い、盛土等に伴う災害の防止

を図る。 

   また、都市計画法の開発許可制度も宅地造成及び特定盛土等規制法のみ

なし許可となることから、安全かつ良好な宅地の造成を行うよう規制す

る。 

なお、必要があると認めるときは、勧告又は改善命令を発して、宅地の

安全確保に努める。 
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現       行 修   正   案 備 考 

（２）指定区域内における措置等 

   宅地造成工事規制指定区域内における宅地造成に関する許可申請に際し

ては、必要な検査、防災工事の勧告、改善命令等を行う。 

 また、必要に応じて、指定区域のパトロールを実施し、違反工事、危険

な宅地の発見に努め、災害の未然防止に適切な指導を行う。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

９（略） 

 

第２１節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定区域内における措置等 

   宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域内における宅地造成や

盛土･切土等に関する許可申請に際しては、必要な検査、防災工事の勧告、

改善命令等を行う。 

 また、必要に応じて、指定区域のパトロールを実施し、違反工事、危険

な盛土等の発見に努め、災害の未然防止に適切な指導を行う。 

（３）危険盛土等に対する措置 

盛土による災害防止に向けた総点検等を踏まえ、危険が確認された盛土

については、宅地造成及び特定盛土等規制法などの各法令に基づき、速や

かに撤去命令等の是正指導を行う。 

  なお、当該盛土について、対策が完了するまでの間に、市町において地

域防災計画や避難情報の発令基準等の見直しが必要になった場合には、適

切な助言や支援を行う。 

９（略） 

 

第２１節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

 

 

第３章 地震災害応急対策計画 
 

第１節 初動体制の確立 

１～８（略） 

９ 受援体制の確立 

（１）～（５）（略） 

（６）各種団体に対する応援要請 

知事は、災害応急対策を実施するため必要があると認めるとき、次の応

援協定に基づき、各種団体に対して、応援を要請する。 

（新設） 

 

 

 

 

ア～イ（略） 

ウ 災害時の医療救護に関する協定 

（本章第 11 節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

 

 

 

 

エ～オ(略) 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 地震災害応急対策計画 
 

第１節 初動体制の確立 

１～８（略） 

９ 受援体制の確立 

（１）～（５）（略） 

（６）各種団体に対する応援要請 

知事は、災害応急対策を実施するため必要があると認めるとき、次の応

援協定に基づき、各種団体に対して、応援を要請する。 

 ア 災害時等における無人航空機による情報収集等に関する協定 

（本章第３節「災害情報の収集・伝達」参照） 

 

 

 

イ～ウ（略） 

エ 災害時の医療救護に関する協定 

（本章第 11 節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

 

 

 

 

 オ～カ(略) 

キ 災害時における救護活動に関する協定 

（本章第 11 節「災害医療及び救急医療」参照） 
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(新設) 

 

 

 

 

 

カ～ス（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

セ 災害時における応急対策工事に関する基本協定 

（本章第 20 節「公共土木施設等の応急対策」参照） 

 

 

 

 

 

ソ（略） 

（新設） 

 

 

 

 

タ～メ（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ク 災害時のリハビリテーション支援活動に関する協定 

（本章第 11 節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

 

 

ケ～チ（略） 

ツ 災害時における上下水道施設等の技術支援協力に関する協定 

（本章第 19 節「ライフライン施設の応急対策」参照） 

 

 

 

 

テ 災害時における応急対策工事に関する基本協定 

（本章第 20 節「公共土木施設等の応急対策」参照） 

 

 

 

 

 

ト（略） 

ナ 災害時の応援業務に関する協定 

（本章第 20 節「公共土木施設等の応急対策」参照） 

 

 

 

ニ～ワ（略） 
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モ 災害時における応急仮設住宅の建設に関する基本協定 

（本章第 30 節「住宅の応急対策」参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヤ（略） 

（７）～（８）（略） 

１０～１１（略） 

 

第２節（略） 

 

第３節 災害情報の収集・伝達 

１～２（略） 

３ 情報収集体制及び伝達系統の確立 

（１）被害規模に関する概括的情報の収集、連絡 

ア 県 

（ア）～（イ）（略） 

（ウ）市町からの情報収集及び 119 番通報に係る状況の情報 

県は、市町等から情報を収集するとともに、119 番通報に係る状況等

の情報を含めて、災害規模に関する概括的情報を把握し、特に、市町が

報告を行うことができなくなったときは、被災地への職員派遣、ヘリコ

プター、無人航空機等の機材や各種通信手段の効果的活用等により、あ

らゆる手段を尽くして積極的に情報収集を行い、これらの情報を消防庁

に報告する。また、必要に応じ、関係省庁及び関係地方公共団体に連絡

する。 

（新設） 

 

 

 

ヲ 災害時における応急仮設住宅の建設に関する基本協定 

（本章第 30 節「住宅の応急対策」参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ン（略） 

（７）～（８）（略） 

１０～１１（略） 

 

第２節（略） 

 

第３節 災害情報の収集・伝達 

１～２（略） 

３ 情報収集体制及び伝達系統の確立 

（１）被害規模に関する概括的情報の収集、連絡 

ア 県 

（ア）～（イ）（略） 

（ウ）市町からの情報収集及び 119 番通報に係る状況の情報 

県は、市町等から情報を収集するとともに、119 番通報に係る状況等

の情報を含めて、災害規模に関する概括的情報を把握し、特に、市町が

報告を行うことができなくなったときは、被災地への職員派遣、ヘリコ

プター、無人航空機等の機材や各種通信手段の効果的活用等により、あ

らゆる手段を尽くして積極的に情報収集を行い、これらの情報を消防庁

に報告する。また、必要に応じ、関係省庁及び関係地方公共団体に連絡

する。 
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 （エ）（略） 

 イ～ウ（略） 

（２）～（８）（略） 

４（略） 

 

第４節 通信手段の確保 

１ 基本方針 

県、市町及び防災関係機関は、災害時において応急対策に必要な指示、命

令、報告等の災害情報の迅速かつ的確な収集、伝達を行うため、通信施設の

適切な利用を図る。 

 

 

 

 

 

２ 通信手段の利用方法等 

（１）～（２）（略） 

（３）非常通信 

ア 専用通信施設の利用 

県、市町及び防災関係機関は、電気通信事業用設備の利用が不可能とな

り、かつ、通信が緊急を要する場合は、災害対策基本法第 57 条及び第 79 

条、災害救助法第 28 条、水防法第 27 条、消防組織法第 41 条の規定によ

り、他の機関が設備する有線電気通信設備又は無線通信設備を利用するこ

とができる。 

通信施設が優先利用できる機関及び優先利用する者は、次の協定及び北

陸地方非常通信協議会を構成する石川県に所在する機関とする。 

（ア）（略） 

（イ）北陸地方非常通信協議会を構成する石川県に所在する機関名 

（略） 

 

 

 

 

（略） 

 イ～エ（略） 

 （エ）（略） 

 イ～ウ（略） 

（２）～（８）（略） 

４（略） 

 

第４節 通信手段の確保 

１ 基本方針 

県、市町及び防災関係機関は、災害時において応急対策に必要な指示、命

令、報告等の災害情報の迅速かつ的確な収集、伝達を行うため、通信施設の

適切な利用を図る。 

  また、情報通信施設の災害に対する安全性の確保及び停電対策、情報通信

施設の危険分散、通信路の多ルート化、通信ケーブル・ＣＡＴＶケーブルの

地中化の促進、無線を活用したバックアップ対策、デジタル化の促進、定期

的な訓練等を通じた平常時からの連携体制の構築等による防災対策の推進並

びに災害時通信技術及び周波数有効利用技術の研究開発の推進等を図る。 

２ 通信手段の利用方法等 

（１）～（２）（略） 

（３）非常通信 

ア 専用通信施設の利用 

県、市町及び防災関係機関は、電気通信事業用設備の利用が不可能とな

り、かつ、通信が緊急を要する場合は、災害対策基本法第 57 条及び第 79 

条、災害救助法第 28 条、水防法第 27 条、消防組織法第 41 条の規定によ

り、他の機関が設備する有線電気通信設備又は無線通信設備を利用するこ

とができる。 

通信施設が優先利用できる機関及び優先利用する者は、次の協定及び北

陸地方非常通信協議会を構成する石川県に所在する機関とする。 

（ア）（略） 

（イ）北陸地方非常通信協議会を構成する石川県に所在する機関名 

（略） 

 

 

 

 

（略） 

 イ～エ（略） 
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（４）～（９）（略） 

３（略） 

 

第５節 消防防災ヘリコプターの活用等 

１～５（略） 

６ 航空機の運用調整 

  県は、航空機を最も有効適切に活用するため、情報収集、救助・救急、消

火、医療等の各種活動のための航空機の運用に関し、災害対策本部内に航空

機の運用を調整する部署（航空運用調整班）を設置し、現地対策本部と連携

して必要な調整を行う。 

  航空運用調整班は、防災関係機関の航空機運用関係者などの参画を得て、

各機関の航空機の安全・円滑な運用を図るため、活動エリアや任務の調整な

どを行う。また、必要に応じ自衛隊による局地情報提供に関する調整を行

う。 

 

 

  また、災害応急対策に従事する航空機の安全確保を図るため、必要に応じ

て、国土交通省に対して緊急用務空域の指定を依頼する。なお、同空域が指

定された際には、指定公共機関、報道機関等からの無人航空機の飛行許可申

請に係る調整を行う。 

 

第６節～第８節（略） 

 

第９節 避難誘導等 

１～６（略） 

７ 避難所の開設及び運営 

（１）市町 

 ア～エ（略） 

 

 

 

 

 

 

 

（４）～（９）（略） 

３（略） 

 

第５節 消防防災ヘリコプターの活用等 

１～５（略） 

６ 航空機の運用調整 

県は、航空機を最も有効適切に活用するため、情報収集、救助・救急、消

火、医療等の各種活動のための航空機及び無人航空機の運用に関し、災害対

策本部内に航空機の運用を調整する部署（航空運用調整班）を設置し、現地

対策本部と連携して必要な調整を行う。 

  航空運用調整班は、輻輳する航空機の安全確保及び航空機による災害応急

対策活動の円滑化を図るため、必要に応じて、国土交通省に対して航空情報

（ノータム）の発行を依頼するとともに、防災関係機関の航空機運用関係者

などの参画を得て、無人航空機等の飛行から各機関の航空機の安全・円滑な

運用を図るため、活動エリアや任務の調整などを行う。必要に応じ自衛隊に

よる局地情報提供に関する調整を行う。 

  また、災害応急対策に従事する航空機の安全確保を図るため、必要に応じ

て、国土交通省に対して緊急用務空域の指定を依頼する。なお、同空域が指

定された際には、指定公共機関、報道機関等からの無人航空機の飛行許可申

請に係る調整を行う。 

 

第６節～第８節（略） 

 

第９節 避難誘導等 

１～６（略） 

７ 避難所の開設及び運営 

（１）市町 

 ア～エ（略） 
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オ 避難所の運営 

○ 市町は、自主防災組織の会長や地域住民及び避難所となった学校等施設 

の管理者、ボランティア、避難所運営について専門性を有した外部支援者 

等の協力を得て避難所を管理運営する。運営に当たっては各主体の役割分 

担を明確化し、避難者に過度の負担がかからないよう配慮しつつ、避難者 

が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移行でき 

るよう、その立ち上げを支援する。 

 

 

 

（略） 

○ 市町及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保 

 のために、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換に努 

める。 

 

（略） 

 

カ～サ（略） 

（新設） 

 

 

 

シ～セ（略） 

（２）（略） 

８～１０（略） 

 

第１０節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 避難所の運営 

○ 市町は、自主防災組織の会長や地域住民及び避難所となった学校等施設 

の管理者、ボランティア、避難所運営について専門性を有した外部支援者 

等の協力を得て避難所を管理運営する。運営に当たっては各主体の役割分 

担を明確化し、避難者に過度の負担がかからないよう配慮しつつ、避難者 

が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移行でき 

るよう、その立ち上げを支援する。 

この際、避難生活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材に 

対して協力を求めるなど、地域全体で避難者を支えることができるよう 

留意する。 

（略） 

○ 市町及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保 

 のために、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換や避難 

生活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材の確保・育成に努 

める。 

（略） 

 

カ～サ（略） 

シ 性的マイノリティへの配慮 

  男女別だけでなく、性的マイノリティへの配慮も必要であることに留意 

し、トイレや着替えスペースでのプライバシーの保護などに努めるものと 

する。また、当事者への相談窓口情報の提供を行うよう努める。 

ス～ソ（略） 

（２）（略） 

８～１０（略） 

 

第１０節（略） 
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第１１節 災害医療及び救急医療 

災害医療の開始から救急医療までのフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１～２（略） 

３ ＤＭＡＴ・医療救護班派遣・受入体制 

（１）（略） 

（２）県 

ア 災害医療支援室の設置 

（ア）県は、必要に応じて、県災害対策本部の下に、災害医療支援室を設

置し、的確な医療救護活動を行うため、被災地内の病院の被害状況等

を広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）及び市町等から把握

する。 

第１１節 災害医療及び救急医療 

災害医療の開始から救急医療までのフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１～２（略） 

３ ＤＭＡＴ・医療救護班派遣・受入体制 

（１）（略） 

（２）県 

  ア 保健医療福祉調整本部の設置 

  （ア）県は、必要に応じて、県災害対策本部の下に、保健医療福祉調整本

部を設置し、的確な医療救護活動を行うため、被災地内の病院の被害

状況等を広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）及び市町等か

ら把握する。 
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  （イ）（略） 

  イ（略） 

  ウ ＤＭＡＴの派遣 

  （ア）～（イ）（略） 

  （ウ）県は、必要に応じて、災害医療支援室の下にＤＭＡＴ活動支援室を

設置する。 

  （エ）県は、必要に応じて、ＤＭＡＴの活動拠点（災害拠点病院・ＳＣＵ

等）ごとにＤＭＡＴ活動拠点連絡会を設置する。 

 エ 医療救護班の派遣 

  （ア）災害医療支援室は、地域の医療ニーズを的確に把握し、医療救護班

の受入れ・派遣について、派遣元の医療関係団体と被災地域等との調

整を行う。その際、災害医療コーディネーター及び災害時小児周産期

リエゾンから、適宜助言及び支援を受ける。 

  （イ）災害医療支援室は、地域医療救護活動支援室からの要請に基づき、

公益社団法人石川県医師会等の医療関係団体、大学病院、独立行政法

人国立病院機構、公的病院及び日本赤十字社石川県支部等へ医療救護

班の派遣を要請する。 

（ウ）医療救護活動に関して、県のみでは十分な対応ができない場合、県

は、広域応援県市に応援を要請するほか、必要に応じ、他の都道府県、

日本医師会（ＪＭＡＴ）、日本赤十字社、独立行政法人地域医療機能推

進機構、国立病院機構、大学病院、日本病院会、全日本病院協会、日本

歯科医師会、日本薬剤師会、日本看護協会等の医療関係団体に、医療救

護班の派遣を要請する。 

（エ）県は、必要に応じて、地域別に、地域医療救護活動支援室を設置

し、災害医療支援室や市町から派遣された医療救護班、自主的に集合し

た医療救護班等の配置調整等を行う。 

（オ）県は、必要に応じて、医療救護班や石川ＤＰＡＴ等の医療救護活動

に当たるチーム間で情報を共有し、円滑な医療救護活動を実施するた

め、医療救護班等連絡会を設置する。 

オ～カ（略） 

（３）石川ＤＭＡＴ指定病院 

  ア～ウ（略） 

  エ ＤＭＡＴの業務内容 

（新設） 

 

  （イ）（略） 

  イ（略） 

ウ ＤＭＡＴの派遣 

（ア）～(イ)(略)  

(ウ)県は、必要に応じて、保健医療福祉調整本部の下にＤＭＡＴ調整本部

を設置する。 

  （エ）県は、必要に応じて、ＤＭＡＴの活動拠点（災害拠点病院等）ごと

にＤＭＡＴ活動拠点本部を設置する。 

  エ 医療救護班の派遣 

  （ア）保健医療福祉調整本部は、地域の医療ニーズを的確に把握し、医療

救護班の受入れ・派遣について、派遣元の医療関係団体と被災地域等

との調整を行う。その際、災害医療コーディネーター及び災害時小児

周産期リエゾンから、適宜助言及び支援を受ける。 

  （イ）保健医療福祉調整本部は、地域保健医療福祉調整本部からの要請に

基づき、公益社団法人石川県医師会等の医療関係団体、大学病院、独

立行政法人国立病院機構、公的病院及び日本赤十字社石川県支部等へ

医療救護班の派遣を要請する。 

（ウ）医療救護活動に関して、県のみでは十分な対応ができない場合、県

は、広域応援県市に応援を要請するほか、必要に応じ、他の都道府県、

日本医師会（ＪＭＡＴ）、日本赤十字社、独立行政法人地域医療機能推

進機構、国立病院機構、大学病院、日本病院会、全日本病院協会、日本

災害歯科支援チーム（ＪＤＡＴ）、日本薬剤師会、日本看護協会等の医

療関係団体に、医療救護班の派遣を要請する。 

（エ）県は、必要に応じて、地域別に、地域保健医療福祉調整本部を設置

し、保健医療福祉調整本部や市町から派遣された医療救護班、自主的に

集合した医療救護班等の配置調整等を行う。 

（オ）地域保健医療福祉調整本部は、円滑な医療救護活動を実施するた

め、医療救護班や石川ＤＰＡＴ等の医療救護活動に当たるチーム間で

情報を共有できる体制を構築する。 

オ～カ（略） 

（３）石川ＤＭＡＴ指定病院 

  ア～ウ（略） 

  エ ＤＭＡＴの業務内容 

  （ア）保健医療福祉調整本部やＤＭＡＴ活動拠点本部等での活動（本部 

活動） 
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現       行 修   正   案 備 考 

    （ア）～（エ）（略） 

  オ（略） 

（４）～（１０）（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

４～５（略） 

６ 重症患者等の搬送体制 

（１）（略） 

（２）搬送の実施 

  ア（略） 

 

 

    （イ）～（オ）（略） 

  オ（略） 

（４）～（１０）（略） 

（１１）公益社団法人石川県柔道整復師会、公益社団法人石川県鍼灸マッサー

ジ師会、公益社団法人石川県鍼灸師会 

公益社団法人石川県柔道整復師会、公益社団法人石川県鍼灸マッサー

ジ師会、公益社団法人石川県鍼灸師会は、県から「災害時における救護

活動に関する協定書」に基づく救護活動員の派遣要請があったときは、

救護活動員を派遣し、軽症患者への応急処置や避難者へのマッサージ、

はり、きゅう等の施術提供などを実施する。 

 

災害時における救護活動に関する協定 

 

 

 

 

（１２）石川県災害リハビリテーション支援関連団体協議会 

石川県災害リハビリテーション支援関連団体協議会は、県から「災害

時のリハビリテーション支援活動に関する協定書」に基づく支援チーム

の派遣要請があったときは、支援チームを派遣し、被災者、要支援者等

の生活不活性化等を防ぐため、避難所等の生活環境の改善などを実施す

る。 

 

   災害時のリハビリテーション支援活動に関する協定 

 

 

 

 

４～５（略） 

６ 重症患者等の搬送体制 

（１）（略） 

（２）搬送の実施 

  ア（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

  イ 重症患者が多数発生するなどヘリコプター等による患者等の搬送が必

要となった場合は、ＳＣＵを設置するものとし、地域医療救護活動支援

室は、航空機等の運用を調整する部門に必要な搬送手段の確保等を要請

する。 

    ただし、患者搬送において、ドクターヘリ以外のヘリコプター使用に

ついては、「第５節 消防防災ヘリコプターの活用等」及び「第８節 

自衛隊の災害派遣」に準ずる。 

７～１２（略） 

 

第１２節 健康管理活動 

１～３（略） 

４ 健康管理活動 

（１）～（２）（略） 

（３） 健康管理活動にあたっては、各地域に設置された地域医療救護活動支援

室内に設置する医療救護班等連絡会に参画し、連携協力して実施するとと

もに、活動により把握した健康情報は医療救護班等連絡会に集約する。 

 

第１３節～第１８節（略） 

 

第１９節 ライフライン施設の応急対策 

１～４（略） 

５ 下水道施設 

  下水道事業者は、次の措置を講ずる。 

（１）～（７）（略） 

（８）応援体制 

被害が甚大で応援が必要な場合は、次による。 

◯「下水道事業災害時中部ブロック応援に関するルール 

（平成 20 年 7 月 15 日）」 

◯「下水道事業災害時中部ブロック応援に関するルール」に基づく 

石川県内における応援連絡体制（平成 21 年 4 月 1 日）」 

（新設） 

 

 

 

 

  イ 重症患者が多数発生するなどヘリコプター等による患者等の搬送が必

要となった場合は、ＳＣＵを設置するものとし、保健医療福祉調整本部

等は、航空機等の運用を調整する部門に必要な搬送手段の確保等を要請

する。 

    ただし、患者搬送において、ドクターヘリ以外のヘリコプター使用に

ついては、「第５節 消防防災ヘリコプターの活用等」及び「第８節 

自衛隊の災害派遣」に準ずる。 

７～１２（略） 

 

第１２節 健康管理活動 

１～３（略） 

４ 健康管理活動  

（１）～（２）（略） 

（３）健康管理活動にあたっては、各地域に設置された地域保健医療福祉調整

本部内に参画し、連携協力して実施するとともに、活動により把握した健

康情報を集約する。 

 

第１３節～第１８節（略） 

 

第１９節 ライフライン施設の応急対策 

１～４（略） 

５ 下水道施設 

  下水道事業者は、次の措置を講ずる。 

（１）～（７）（略） 

（８）応援体制 

被害が甚大で応援が必要な場合は、次による。 

◯「下水道事業災害時中部ブロック応援に関するルール 

（平成 20 年 7 月 15 日）」 

◯「下水道事業災害時中部ブロック応援に関するルール」に基づく 

石川県内における応援連絡体制（平成 21 年 4 月 1 日）」   

◯「災害時における上下水道施設等の技術支援協力に関する協定 

     （令和 6 年 1 月 1 日）」 
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現       行 修   正   案 備 考 

第２０節 公共土木施設等の応急対策 

１（略） 

２ 道路施設 

（１）（略） 

（２）応急復旧 

ア 被災した道路等が、食料、物資、復旧資材の運搬等に重要な緊急輸送道

路ネットワーク等の路線で緊急に交通を確保しなければならないものにつ

いては、次の協定等による協力を得て応急工事を施工する。 

また、必要に応じて無人建設機械の導入・活用を図り、安全かつ迅速な 

応急復旧に努める。 

①（略） 

 

 ②災害時における応急対策工事に関する基本協定 

 

 

 

③（略） 

（新設） 

 

 

 

 ④（略） 

（３）（略） 

３ 河川、海岸、港湾、漁港等施設 

（１）（略） 

（２）応急復旧 

 ア（略） 

 イ 港湾等施設の管理者及び海上保安部等は、次の応急対策を実施すると 

ともに、必要に応じて航行規制等の処置をとる。 

（ア）港内等における航路標識の復旧、水路の検測・啓開等の実施 

（イ）緊急海上輸送の支援 

また、必要に応じて協定により（一社）石川県建設業協会等の協力を 

得る。 

 ①（略） 

 ②（略） 

第２０節 公共土木施設等の応急対策 

１（略） 

２ 道路施設 

（１）（略） 

（２）応急復旧 

ア 被災した道路等が、食料、物資、復旧資材の運搬等に重要な緊急輸送道

路ネットワーク等の路線で緊急に交通を確保しなければならないものにつ

いては、次の協定等による協力を得て応急工事を施工する。 

また、必要に応じて無人建設機械の導入・活用を図り、安全かつ迅速な 

応急復旧に努める。 

①（略） 

 

 ②災害時における応急対策工事に関する基本協定 

 

 

 

③（略） 

 ④災害時の応援業務に関する協定 

 

 

 

 ⑤（略） 

（３）（略） 

３ 河川、海岸、港湾、漁港等施設 

（１）（略） 

（２）応急復旧 

 ア（略） 

 イ 港湾等施設の管理者及び海上保安部等は、次の応急対策を実施すると 

ともに、必要に応じて航行規制等の処置をとる。 

（ア）港内等における航路標識の復旧、水路の検測・啓開等の実施 

（イ）緊急海上輸送の支援 

また、必要に応じて協定により（一社）石川県建設業協会等の協力を 

得る。 

 ①（略） 

 ②（略） 
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（新設） 

 

 

 

 ③（略） 

４～９（略） 

 

第２１節～第２２節（略） 

 

第２３節 生活必需品の供給 

１～２（略） 

３ 生活必需品等の確保 

（１）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③災害時の応援業務に関する協定 

 

 

 

 ④（略） 

４～９（略） 

 

第２１節～第２２節（略） 

 

第２３節 生活必需品の供給 

１～２（略） 

３ 生活必需品等の確保 

（１）（略） 
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（２）情報の提供 

   県及び市町は、必要に応じて被災者に対し確保状況等の情報を提供する。  

 生活必需品の確保に関する協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

（２）情報の提供 

   県及び市町は、必要に応じて被災者に対し確保状況等の情報を提供する。  

 生活必需品の確保に関する協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 
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４～５（略） 

 

第２４節～第２７節（略） 

 

第２８節 ボランティア活動の支援 

１（略） 

２ ボランティアの受け入れ 

（１）～（２）（略） 

（３）ボランティアとの連携・協働 

ボランティア本部及びボランティア現地本部が設置されたときは、県及

び市町は、社会福祉協議会、地元や外部から被災地入りしている NPO 等と

の連携を図るとともに、中間支援組織（NPO・ボランティア等の活動支援や

活動調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図り、情報を共有する場

を設置するなどし、被災者のニーズや支援活動の全体像を把握するものと

する。また、市町は災害の状況及びボランティアの活動予定を踏まえ、片

付けごみなどの収集運搬を行うよう努める。これらの取組により、連携の

とれた支援活動を展開するよう努めるとともに、ボランティアの生活環境

について配慮する。 

 

（４）（略） 

３～６（略） 

 

第２９節（略） 

 

第３０節 住宅の応急対策 

１（略） 

２ 実施体制 

（１）～（４）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

４～５（略） 

 

第２４節～第２７節（略） 

 

第２８節 ボランティア活動の支援 

１（略） 

２ ボランティアの受け入れ 

（１）～（２）（略） 

（３）ボランティアとの連携・協働 

   ボランティア本部及びボランティア現地本部が設置されたときは、県及

び市町は、社会福祉協議会、地元や外部から被災地入りしている NPO 等と

の連携を図るとともに、災害中間支援組織（NPO・ボランティア等の活動支

援や活動調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図り、災害の状況や

ボランティアの活動状況等に関する最新の情報を共有する場を設置するな

どし、被災者のニーズや支援活動の全体像を関係者と積極的に共有するも

のとする。また、市町は災害の状況及びボランティアの活動予定を踏ま

え、片付けごみなどの収集運搬を行うよう努める。これらの取組により、

連携のとれた支援活動を展開するよう努めるとともに、ボランティアの活

動環境について配慮する。 

（４）（略） 

３～６（略） 

 

第２９節（略） 

 

第３０節 住宅の応急対策 

１（略） 

２ 実施体制 

（１）～（４）（略） 

 

 

 

 

 

 

 



 - 30 - 

現       行 修   正   案 備 考 

（５）当該市町のみでは対応できない場合は、近隣市町、県、国その他の関係 

  機関の応援や民間関係団体の協力を得て実施する。 

  

  災害時における応急仮設住宅の建設に関する基本協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

３～５（略） 

 

第３１節～第３２節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）当該市町のみでは対応できない場合は、近隣市町、県、国その他の関係 

  機関の応援や民間関係団体の協力を得て実施する。 

 

  災害時における応急仮設住宅の建設に関する基本協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

３～５（略） 

 

第３１節～第３２節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

 

 

第４章 復旧・復興計画 
 

第１節～第３節（略） 

 

第４節 被災者への支援 

１ 基本方針 

県、市町及び防災関係機関は、災害発生後の住民の生活の安定を図るた

め、 

平常時から、被災者支援の仕組みを担当する部局を明確化し、被災者支援の

仕組みの整備等に努める。 

 また、災害復旧事業の融資制度等の広報に努めるとともに、相談窓口を設

置するなど迅速な復興援助の措置を講ずる。 

加えて、各種支援制度の窓口を一元化するとともに、申請窓口での混雑が

予想される場合は、各地区の申請受付日を設定するなど、被災者の負担軽減

に努める。 

 

２～１０（略） 

１１ 制度の周知 

県及び市町は、被災者の早期生活再建を図るため、見守り・相談の機会

や被災者台帳等を活用したきめ細やかな支援を行うとともに、被災者が容

易に支援制度を知ることができる環境の整備に努める。 

 

 
第５節 被災者の生活確保のための緊急措置 

１（略） 

２ 被災者台帳の作成 

  市町は、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実

施 

状況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者

の 

援護の総合的かつ効率的な実施に努める。 

県は、災害救助法に基づき被災者の救助を行ったときは、被災者台帳を作

成する市町からの要請に応じて、被災者に関する情報を提供する。 

 

 

第４章 復旧・復興計画 
 

第１節～第３節（略） 

 

第４節 被災者への支援 

１ 基本方針 

県、市町及び防災関係機関は、災害発生後の住民の生活の安定を図るた

め、平常時から、被災者支援の仕組みを担当する部局を明確化し、地域の実

情に応じ、災害ケースマネジメント（一人ひとりの被災者の状況を把握した

上で、関係者が連携して、被災者に対するきめ細やかな支援を継続的に実施

する取組）などの被災者支援の仕組みの整備等に努める。 

また、災害復旧事業の融資制度等の広報に努めるとともに、相談窓口を設

置するなど迅速な復興援助の措置を講ずる。 

加えて、各種支援制度の窓口を一元化するとともに、申請窓口での混雑が

予想される場合は、各地区の申請受付日を設定するなど、被災者の負担軽減

に努める。 

２～１０（略） 

１１ 制度の周知 

   県及び市町は、被災者の早期生活再建を図るため、災害ケースマネジメ

ントの実施等により、見守り・相談の機会や被災者台帳等を活用したきめ

細やかな支援を行うとともに、被災者が容易に支援制度を知ることができ

る環境の整備に努める。 

 

第５節 被災者の生活確保のための緊急措置 

１（略） 

２ 被災者台帳の作成 

市町は、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実

施状況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災

者の援護の総合的かつ効率的な実施に努める。 

また、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、被災者台帳の作成にデジ

タル技術を活用するよう積極的に検討する。 

県は、災害救助法に基づき被災者の救助を行ったときは、被災者台帳を作

成する市町からの要請に応じて、被災者に関する情報を提供する。 
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３～１０（略） 

 

第６節～第７節（略） 

 
 

 
第５章（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３～１０（略） 

 

第６節～第７節（略） 

 
 
 

第５章（略） 
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参考１－２ 

石川県地域防災計画（津波災害対策編）修正（案） 新旧対照表 

現       行 修   正   案 備 考 

 

 
 
 
                                

石川県地域防災計画 
 

津波災害対策編 
 
 

（令和５年修正） 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                       
                                                                
 
                                                                       

石川県地域防災計画 
 

津波災害対策編 
                  
 

（令和６年修正） 
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現       行 修   正   案 備 考 

 
 

第 1 章 総則 
 

第１節（略） 

 

第２節 性格及び基本理念 

１（略） 

２ 基本理念等 

（１）用語 

この計画において掲げる防災関係機関等の用語は、次に示すところによ 

る。 

ア～ウ（略） 

エ 指定地方公共機関 

  災害対策基本法第２条第６号に定める公共機関で、この計画では、次に 

定める機関をいう。 

  北陸鉄道株式会社、のと鉄道株式会社、ＩＲいしかわ鉄道株式会社、 

株式会社北國新聞社、株式会社中日新聞北陸本社、北陸放送株式会社、 

石川テレビ放送株式会社、株式会社テレビ金沢、株式会社エフエム石川、 

北陸朝日放送株式会社、公益社団法人石川県医師会、公益社団法人石川県 

看護協会、石川県治水協会、一般社団法人石川県エルピーガス協会、一般 

社団法人石川県歯科医師会、公益社団法人石川県薬剤師会、公益社団法人 

石川県栄養士会 

 オ（略） 

（２）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 1 章 総則 
 

第１節（略） 

 

第２節 性格及び基本理念 

１（略） 

２ 基本理念等 

（１）用語 

この計画において掲げる防災関係機関等の用語は、次に示すところによ 

る。 

ア～ウ（略） 

エ 指定地方公共機関 

  災害対策基本法第２条第６号に定める公共機関で、この計画では、次に 

定める機関をいう。 

  北陸鉄道株式会社、のと鉄道株式会社、ＩＲいしかわ鉄道株式会社、 

株式会社北國新聞社、株式会社中日新聞北陸本社、北陸放送株式会社、 

石川テレビ放送株式会社、株式会社テレビ金沢、株式会社エフエム石川、 

北陸朝日放送株式会社、公益社団法人石川県医師会、公益社団法人石川県 

看護協会、石川県治水協会、一般社団法人石川県エルピーガス協会、一般 

社団法人石川県歯科医師会、公益社団法人石川県薬剤師会、公益社団法人 

石川県栄養士会、一般社団法人石川県建設業協会 

 オ（略） 

（２）（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第３節 県、市町及び防災関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱 

県、市町及び防災関係機関の管理者は、それぞれの所掌事務又は業務を

通じて石川県の地域に係る津波防災に寄与すべきものである。それぞれが

津波防災に関して処理すべき事務又は業務の大綱は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 県、市町及び防災関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱 

県、市町及び防災関係機関の管理者は、それぞれの所掌事務又は業務を

通じて石川県の地域に係る津波防災に寄与すべきものである。それぞれが

津波防災に関して処理すべき事務又は業務の大綱は、次のとおりとする。 
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現       行 修   正   案 備 考 

第４節 本県の特質と既往の津波災害 

１～２（略） 

３ 石川県及びその周辺での津波の発生状況 

過去の文献調査による県内に津波被害をもたらした地震とその被害状況は、

次の表のとおりである。（※は文献一覧を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
※１～２４（略） 

（新設） 

 

 

 

第５節（略） 

 

第４節 本県の特質と既往の津波災害 

１～２（略） 

３ 石川県及びその周辺での津波の発生状況 

過去の文献調査による県内に津波被害をもたらした地震とその被害状況は、

次の表のとおりである。（※は文献一覧を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１～２４（略） 

※２５ 令和５年５月 地震・火山月報（防災編）/気象庁（2023.5） 

※２６ 令和６年能登半島地震の評価/地震調査研究推進本部 地震調査委員会 

    （2024.2.9） 

 

第５節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

 
 

第２章 津波災害予防計画 
 

第１節（略） 

 

第２節 県民及び事業者等のとるべき措置 

１（略） 

２ 県民のとるべき措置 

  平素から次のことに留意し、万一の場合に備えておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震を感じたときや大津波警報・津波警報・注意報が発表された場合は、次

のことに留意し、落ち着いて行動する。 

一 

 

 

 

 

 

 

 

 

３～４（略） 

 

 
第２章 津波災害予防計画 

 
第１節（略） 

 

第２節 県民及び事業者等のとるべき措置 

１（略） 

２ 県民のとるべき措置 

  平素から次のことに留意し、万一の場合に備えておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震を感じたときや大津波警報・津波警報・注意報が発表された場合は、次

のことに留意し、落ち着いて行動する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３～４（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第３節（略） 

 

第４節 防災ボランティアの活動環境の整備 

１ 基本方針 

（１）津波等の災害による被害の拡大を防止するため、県、市町及び関係機関の

迅速かつ的確な対応にあわせ、住民による自主的かつきめ細やかな対応も必

要である。 

このため、県、市町及び関係機関は、ボランティアの防災活動が安全かつ

円滑に行われるよう活動環境の整備を図るとともに、ボランティアの自主性

を尊重しつつ、日本赤十字社、社会福祉協議会、NPO、町会（自治会）、民

生委員、防災士、災害ボランティアコーディネーターなどとの連携強化を図

るとともに、中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動調整

を行う組織）を含めた連携体制の構築を図る。 

また、大規模・広域災害発生時においても、ボランティア活動が円滑かつ

効果的に行われるようコーディネート機能の強化を図るとともに、防災ボラ

ンティア活動に対する県民の理解促進のための広報活動に努める。 

（２）県及び市町は、防災ボランティアの活動環境として、行政・NPO・ボラン

ティア等の三者で連携し、平常時の登録、ボランティア活動や避難所運営等

に関する研修や訓練の制度、災害時における防災ボランティア活動の受入れ

や調整を行う体制、防災ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、

被災者ニーズ等の情報提供方策等について整備を推進するとともに、そのた

めの意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓練を通じて推進

する。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

２～４（略） 

 

第５節～第９節（略） 

 

第３節（略） 

 

第４節 防災ボランティアの活動環境の整備 

１ 基本方針 

（１）津波等の災害による被害の拡大を防止するため、県、市町及び関係機関の

迅速かつ的確な対応にあわせ、住民による自主的かつきめ細やかな対応も必

要である。 

このため、県、市町及び関係機関は、ボランティアの防災活動が安全かつ

円滑に行われるよう活動環境の整備を図るとともに、ボランティアの自主性

を尊重しつつ、日本赤十字社、社会福祉協議会、NPO、町会（自治会）、民

生委員、防災士、災害ボランティアコーディネーターなどとの連携強化を図

るとともに、災害中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動

調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図る。 

また、大規模・広域災害発生時においても、ボランティア活動が円滑かつ

効果的に行われるようコーディネート機能の強化を図るとともに、防災ボラ

ンティア活動に対する県民の理解促進のための広報活動に努める。 

（２）県及び市町は、防災ボランティアの活動環境として、行政・NPO・ボラン

ティア等の三者で連携し、平常時の登録、ボランティア活動や避難所運営等

に関する研修や訓練の制度、災害時における防災ボランティア活動の受入れ

や調整を行う体制、防災ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、

被災者ニーズ等の情報提供方策等について整備を推進するとともに、そのた

めの意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓練を通じて推進

する。 

また、県は、災害発生時における官民連携体制の強化を図るため、県域 

  において活動を行う災害中間支援組織の育成・機能強化に努める。 

（３）市町は、災害発生時における官民連携体制の強化を図るため、市町地域防

災計画等において、災害ボランティアセンターを運営する者（市町社会福祉

協議会等）との役割分担等を定めるよう努めるものとする。特に災害ボラン

ティアセンターの設置予定場所については、市町地域防災計画に明記する、

相互に協定を締結する等により、あらかじめ明確化しておくよう努めるもの

とする。 

２～４（略） 

 

第５節～第９節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第１０節 避難体制の整備 

１（略） 

２ 指定緊急避難場所、指定避難所、避難路の指定等 

（１）（略） 

（２）指定避難所 

ア～オ（略） 

カ 生活必需品等の供給 

避難所には長時間滞在することも予想されるので、指定された避難所又は 

その近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、飲料水、携帯トイレ、簡

易トイレ、医薬品、マスク、消毒液、段ボールベッド、パーティション等避

難生活に必要な物資や新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策に必要

な物資等の備蓄に努めること。備蓄品の調達にあたっては、要配慮者、女性、

子供にも配慮する。 

また、避難所において、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、

マット、備蓄倉庫、非常用電源（再生可能エネルギーによる発電や蓄電池の

活用を含む。）、衛星携帯電話等の通信機器等のほか、空調、洋式トイレな

ど高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等の要配慮者にも配慮した施設・設備や

相談等の支援を受けることができる体制を整備し、必要に応じ指定避難所の

電力容量の拡大に努めること。 

（略） 

（新設） 

 

 

 

キ～セ（略） 

（３）～（４）（略） 

３～９（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０節 避難体制の整備 

１（略） 

２ 指定緊急避難場所、指定避難所、避難路の指定等 

（１）（略） 

（２）指定避難所 

ア～オ（略） 

カ 生活必需品等の供給 

  避難所には長時間滞在することも予想されるので、指定された避難所又は

その近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、飲料水、携帯トイレ、簡

易トイレ、医薬品、マスク、消毒液、段ボールベッド、パーティション等避

難生活に必要な物資や新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策に必要

な物資等の備蓄に努めること。備蓄品の調達にあたっては、要配慮者、女性、

子供にも配慮する。 

また、避難所において、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、

マット、ガス設備、備蓄倉庫、非常用電源（再生可能エネルギーによる発電

や蓄電池の活用を含む。）、衛星携帯電話等の通信機器等のほか、空調、洋

式トイレなど高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等の要配慮者にも配慮した施

設・設備や相談等の支援を受けることができる体制を整備し、必要に応じ指

定避難所の電力容量の拡大に努めること。 

（略） 

  災害時におけるウォーターサーバー機器設置等の応急対策の協力に関する協定  

   

 

 

キ～セ（略） 

（３）～（４）（略） 

３～９（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第１１節 要配慮者対策 

１（略） 

２ 在宅の要配慮者への配慮 

（１）（略） 

（２）避難行動要支援者の個別避難計画の策定 

 ア 市町は、市町地域防災計画に基づき、防災担当部局や福祉担当部局など

関係部局の連携の下、福祉専門職、社会福祉協議会、民生委員、地域住民等

の避難支援等に携わる関係者と連携して、避難行動要支援者名簿の情報に係

る避難行動要支援者ごとに、作成の同意を得て、個別避難計画を作成するよ

う努める。 

特に、市町レベルでの避難支援の対象者の範囲、避難行動要支援者情報の

収集・共有の方法、避難支援体制など避難行動要支援者対策の取り組み方針

を明らかにした個別避難計画の全体計画を早期に作成するものとする。 

また、個別避難計画については、避難行動要支援者の状況の変化、ハザー

ドマップの見直しや更新、災害時の避難方法等の変更等を適切に反映したも

のとなるよう、必要に応じて更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生じ

た場合においても、計画の活用に支障が生じないよう、個別避難計画情報の

適切な管理に努める。 

 

 

（新設） 

 

 

 イ（略） 

 ウ 市町は、市町村地域防災計画に定めるところにより、消防機関、都道府県

警察、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織など避難支援等

に携わる関係者に対し、避難行動要支援者本人及び避難支援等実施者の同

意、または、当該市町村の条例の定めがある場合には、あらかじめ個別避難

計画を提供する。 

また、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達

体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図る。

その際、個別避難計画情報の漏えいの防止等必要な措置を講じる。 

 

 エ（略） 

 

第１１節 要配慮者対策 

１（略） 

２ 在宅の要配慮者への配慮 

（１）（略） 

（２）避難行動要支援者の個別避難計画の策定 

 ア 市町は、市町地域防災計画に基づき、防災担当部局や福祉担当部局など関

係部局の連携の下、福祉専門職、社会福祉協議会、民生委員、地域住民、Ｎ

ＰＯ等の避難支援等に携わる関係者と連携して、避難行動要支援者名簿の情

報に係る避難行動要支援者ごとに、作成の同意を得て、個別避難計画を作成

するよう努める。 

特に、市町レベルでの避難支援の対象者の範囲、避難行動要支援者情報の

収集・共有の方法、避難支援体制など避難行動要支援者対策の取り組み方針

を明らかにした個別避難計画の全体計画を早期に作成するものとする。この

場合、例えば積雪寒冷地における積雪や凍結といった地域特有の課題に留意

するものとする。 

また、個別避難計画については、避難行動要支援者の状況の変化、ハザー

ドマップの見直しや更新、災害時の避難方法等の変更等を適切に反映したも

のとなるよう、必要に応じて更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生じ

た場合においても、計画の活用に支障が生じないよう、個別避難計画情報の

適切な管理に努める。 

 イ 市町は、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、避難行動要支援者名簿

及び個別避難計画の作成等にデジタル技術を活用するよう積極的に検討す

るものとする。 

ウ（略） 

エ 市町は、市町村地域防災計画に定めるところにより、消防機関、都道府県

警察、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織など避難支援等

に携わる関係者に対し、避難行動要支援者本人及び避難支援等実施者の同

意、または、当該市町村の条例の定めがある場合には、あらかじめ個別避難

計画を提供する。 

また、個別避難計画の実効性を確保する観点等から、多様な主体の協力を

得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否

確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図る。その際、個別避難計画情報

の漏えいの防止等必要な措置を講じる。 

 オ（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

（新設） 

 

（３）～（６）（略） 

（７）福祉避難所の指定 

市町は、高齢者や障害者、医療的ケアを必要とする者等は避難所内の一 

  般避難スペースでは健康の維持・確保が困難な要素が多いことから、地区 

  ごとの福祉避難所の指定を進める。 

ア～エ（略） 

（新設） 

 

また、受入れを想定していない避難者が避難してくることがないよう、必 

要に応じて、福祉避難所を指定する際に、受入れ対象者を特定して公示する 

ほか、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前に調整の上、個別避難計 

画等により、要配慮者が、避難が必要となった際に福祉避難所へ直接避難す 

ることができるよう努める。 

（８）～（９）（略） 

３～４（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

第１２節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 カ 県は、市町における個別避難計画に係る取組に関して、事例や留意点な 

  どの提示、研修会の実施等の取組を通じた支援に努める。 

（３）～（６）（略） 

（７）福祉避難所の指定 

   市町は、高齢者や障害者、医療的ケアを必要とする者等は避難所内の一 

  般避難スペースでは健康の維持・確保が困難な要素が多いことから、地区 

  ごとの福祉避難所の指定を進める。 

ア～エ（略） 

オ 要配慮者に対して円滑な情報伝達ができるよう、多様な情報伝達手段の 

  確保に努めるものとする。 

また、受入れを想定していない避難者が避難してくることがないよう、必 

要に応じて、福祉避難所を指定する際に、受入れ対象者を特定して公示する 

ほか、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前に調整の上、個別避難計 

画等により、要配慮者が、避難が必要となった際に福祉避難所へ直接避難す 

ることができるよう努める。 

（８）～（９）（略） 

３～４（略） 

５ 障害者に対する情報伝達等 

  県及び市町は、障害の種類及び程度に応じて障害者が防災及び防犯に関する

情報を迅速かつ確実に取得することができるようにするため、体制の整備充

実、設備又は機器の設置の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。 

  また、障害の種類及び程度に応じて障害者が緊急の通報を円滑な意思疎通に

より迅速かつ確実に行うことができるようにするため、多様な手段による緊急

の通報の仕組みの整備の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 

第１２節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第１３節 医療体制の整備 

１ 基本方針 

（略） 

体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 医療救護体制の整備 

（１）県 

ア～オ（略） 

カ 県は、医療救護活動に関する次の調整組織の設置について定めておく。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ～サ（略） 

 

 

第１３節 医療体制の整備 

１ 基本方針 

（略） 

体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 医療救護体制の整備 

（１）県  

ア～オ（略） 

カ 県は、医療救護活動に関する次の調整組織の設置について定めておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ～サ（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

（２）市町 

 ア～ウ（略） 

 エ 市町は、円滑な医療救護活動を実施するため、あらかじめ責任者を定める

とともに、県が設置する地域医療救護活動支援室への当該責任者の参加及び

連携について定めておく。 

 オ～ク（略） 

（３）～（７）（略） 

３ 情報連絡体制 

（１）医療救護活動に係る情報連絡体制  

 ア 県は、災害医療支援室、ＤＭＡＴ活動支援室、地域医療救護活動支援室、

ＤＭＡＴ活動拠点連絡会、医療救護班等連絡会相互の情報連絡体制を整備し

ておく。 

 イ 県は、医療救護班間の情報共有ルールを整備しておく。 

 ウ～エ（略） 

（２）～（３）（略） 

４ 災害医療支援室等の設置及び運営に関する訓練等 

  県は、関係機関の協力を得ながら、災害時において医療救護活動が円滑に行 

われるよう、平常時から、災害医療支援室、ＤＭＡＴ活動支援室、地域医療 

救護活動支援室、ＤＭＡＴ活動拠点連絡会及び医療救護班等連絡会の設置、 

運営等に関する研修や訓練の実施に努める。 

５（略） 

 

第１４～第１７節（略） 

 

第１８節 建築物等災害予防 

１～６（略） 

（新設） 

 

 

 

 

第１９節 公共施設災害予防 

１～９（略） 

 

 

（２）市町 

 ア～ウ（略） 

 エ 市町は、円滑な医療救護活動を実施するため、あらかじめ責任者を定める

とともに、県が設置する地域保健医療福祉調整本部への当該責任者の参加及

び連携について定めておく。 

オ～ク（略） 

（３）～（７）（略） 

３ 情報連絡体制 

（１）医療救護活動に係る情報連絡体制  

 ア 県は、保健医療福祉調整本部、ＤＭＡＴ調整本部、地域保健医療福祉調整

本部、ＤＭＡＴ活動拠点本部相互の情報連絡体制を整備しておく。 

 イ 県は、ＤＭＡＴ、医療救護班間の情報共有ルールを整備しておく。 

 

ウ～エ（略） 

（２）～（３）（略） 

４ 保健医療福祉調整本部等の設置及び運営に関する訓練等 

 県は、関係機関の協力を得ながら、災害時において医療救護活動が円滑に行

われるよう、平常時から、保健医療福祉調整本部、ＤＭＡＴ調整本部、地域保

健医療福祉調整本部、ＤＭＡＴ活動拠点本部の設置、運営等に関する研修や訓

練の実施に努める。 

５（略） 

 

第１４～第１７節（略） 

 

第１８節 建築物等災害予防 

１～６（略） 

７ 県及び市町は、所有者不明土地を活用した防災空地、備蓄倉庫等の整備、 

 災害発生のおそれのある所有者不明土地の管理不全状態の解消等、所有者不 

 明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づく措置を活用した防災対 

 策を推進するものとする。 

 

第１９節 公共施設災害予防 

１～９（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

１０ 農地、農業用施設整備対策 

農地及び排水機、樋門、ため池、水路等の農業用施設の災害は、一般公共用

施設等にも広く被害を及ぼすおそれがあるため、平素から適切な管理を実施す

るとともに、施設の耐震化、老朽化施設等の改修、整備に努める。また、農業

上の利用がなくなり、適切な管理が困難なため池については、廃止を進める。 

 

１１（略） 

 

第２０節（略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１０ 農地、農業用施設整備対策 

農地及び排水機、樋門、ため池、水路等の農業用施設の災害は、一般公共用

施設等にも広く被害を及ぼすおそれがあるため、流域治水の取組と連携しつ

つ、平素から適切な管理を実施するとともに、施設の耐震化、老朽化施設等の

改修、整備に努める。また、農業上の利用がなくなり、適切な管理が困難なた

め池については、廃止を進める。 

１１（略） 

 

第２０節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

 
 

第３章 津波災害応急対策計画 
 

第１節 初動体制の確立 

１～８（略） 

９ 受援体制の確立 

（１）～（５）（略） 

（６）各種団体に対する応援要請 

知事は、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、次の応

援協定に基づき、各種団体に対して、応援を要請する。 

（新設） 

 

 

 

 

ア～イ（略） 

ウ 災害時の医療救護に関する協定 

（本章第 11 節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

 

 

 

 

エ～オ(略) 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第３章 津波災害応急対策計画 
 

第１節 初動体制の確立 

１～８（略） 

９ 受援体制の確立 

（１）～（５）（略） 

（６）各種団体に対する応援要請 

知事は、災害応急対策を実施するため必要があると認めるとき、次の応援

協定に基づき、各種団体に対して、応援を要請する。 

 ア 災害時等における無人航空機による情報収集等に関する協定 

（本章第３節「災害情報の収集・伝達」参照） 

 

 

 

イ～ウ（略） 

エ 災害時の医療救護に関する協定 

（本章第 11 節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

 

 

 

 

 オ～カ(略) 

キ 災害時における救護活動に関する協定 

（本章第 11 節「災害医療及び救急医療」参照） 
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現       行 修   正   案 備 考 

(新設) 

 

 

 

 

 

カ～ス（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

セ 災害時における応急対策工事に関する基本協定 

（本章第 20 節「公共土木施設等の応急対策」参照） 

 

 

 

 

 

ソ（略） 

（新設） 

 

 

 

 

タ～メ（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ク 災害時のリハビリテーション支援活動に関する協定 

（本章第 11 節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

 

 

ケ～チ（略） 

ツ 災害時における上下水道施設等の技術支援協力に関する協定 

（本章第 19 節「ライフライン施設の応急対策」参照） 

 

 

 

 

テ 災害時における応急対策工事に関する基本協定 

（本章第 20 節「公共土木施設等の応急対策」参照） 

 

 

 

 

 

ト（略） 

ナ 災害時の応援業務に関する協定 

（本章第 20 節「公共土木施設等の応急対策」参照） 

 

 

 

ニ～ワ（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

モ 災害時における応急仮設住宅の建設に関する基本協定 

（本章第 30 節「住宅の応急対策」参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヤ（略） 

 

（７）～（８）（略） 

１０～１１（略） 

 

第２節 大津波警報・津波警報・注意報の発表 

１～４（略 

５ 津波災害発生直前の対策 

（１）安全な避難誘導 

市町は、大津波警報、津波警報、避難指示等を住民に周知し、迅速・的確

な避難行動に結びつけるよう、状況に応じたその伝達内容等についてあらか

じめ定めておく。 

また、市町は、大津波警報・津波警報・注意報が発表された場合又は津波

による浸水が発生すると判断した場合は、速やかに的確な避難指示を行い、

安全かつ効率的な避難誘導を行う。その際、対象者にもれなく実施し、要配

慮者にも配慮したわかりやすい伝達に心がける。さらに、強い揺れを伴わな

いいわゆる津波地震や遠地地震に関しては、住民の避難意識がない状態で突

然津波が押し寄せることのないよう、津波警報等や避難指示の発表・発令・

伝達体制を整える。 

なお、発令基準の策定・見直しに当たっては、災害の危険度を表す情報等

の活用について、それらの情報を取り扱う県や金沢地方気象台等との連携に

努める。 

（２）～（３）（略） 

６～７（略） 

ヲ 災害時における応急仮設住宅の建設に関する基本協定 

（本章第 30 節「住宅の応急対策」参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ン（略） 

 

（７）～（８）（略） 

１０～１１（略） 

 

第２節 大津波警報・津波警報・注意報の発表 

１～４（略） 

５ 津波災害発生直前の対策 

（１）安全な避難誘導 

市町は、大津波警報、津波警報、避難指示等を住民に周知し、迅速・的確

な避難行動に結びつけるよう、状況に応じたその伝達内容等についてあらか

じめ定めておく。 

また、市町は、大津波警報・津波警報・注意報が発表された場合又は津波

による浸水が発生すると判断した場合は、速やかに的確な避難指示を行い、

安全かつ効率的な避難誘導を行う。その際、対象者にもれなく実施し、要配

慮者にも配慮したわかりやすい伝達に心がける。さらに、強い揺れを伴わな

いいわゆる津波地震や遠地地震、火山噴火等による津波に関しては、住民の

避難意識がない状態で突然津波が押し寄せることのないよう、津波警報等や

避難指示の発表・発令・伝達体制を整える。 

なお、発令基準の策定・見直しに当たっては、災害の危険度を表す情報等

の活用について、それらの情報を取り扱う県や金沢地方気象台等との連携に

努める。 

（２）～（３）（略） 

６～７（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第３節 災害情報の収集・伝達 

１～２（略） 

３ 情報収集体制及び伝達系統の確立 

（１）被害規模に関する概括的情報の収集、連絡 

ア 

（ア）市町からの情報収集及び 119 番通報に係る状況の情報 

県は、市町等から情報を収集するとともに、119 番通報に係る状況等の

情報を含めて、災害規模に関する概括的情報を把握し、特に、市町が報告

を行うことができなくなったときは、被災地への職員派遣、ヘリコプター、

無人航空機等の機材や各種通信手段の効果的活用等により、あらゆる手段

を尽くして積極的に情報収集を行い、これらの情報を消防庁に報告する。

また、必要に応じ、関係省庁及び関係地方公共団体に連絡する。 

（新設） 

 

 

（イ）（略） 

イ～ウ（略） 

（２）～（８）（略） 

４（略） 

第４節 通信手段の確保 

１ 基本方針 

県、市町及び防災関係機関は、災害時において応急対策に必要な指示、命令、

報告等の災害情報の迅速かつ的確な収集、伝達を行うため、通信施設の適切な

利用を図る。 

 

 

 

 

 

２ 通信手段の利用方法等 

（１）～（２）（略） 

（３）非常通信 

ア 専用通信施設の利用 

県、市町及び防災関係機関は、電気通信事業用設備の利用が不可能となり、

かつ、通信が緊急を要する場合は、災害対策基本法第 57 条及び第 79 条、

第３節 災害情報の収集・伝達 

１～２（略） 

３ 情報収集体制及び伝達系統の確立 

（１）被害規模に関する概括的情報の収集、連絡 

ア 県 

（ア）市町からの情報収集及び 119 番通報に係る状況の情報 

県は、市町等から情報を収集するとともに、119 番通報に係る状況等 

の情報を含めて、災害規模に関する概括的情報を把握し、特に、市町が報

告を行うことができなくなったときは、被災地への職員派遣、ヘリコプタ

ー、無人航空機等の機材や各種通信手段の効果的活用等により、あらゆる

手段を尽くして積極的に情報収集を行い、これらの情報を消防庁に報告す

る。また、必要に応じ、関係省庁及び関係地方公共団体に連絡する。 

 

 

 

（イ）（略） 

イ～ウ（略） 

（２）～（８）（略） 

４（略） 

第４節 通信手段の確保 

１ 基本方針 

県、市町及び防災関係機関は、災害時において応急対策に必要な指示、命令、

報告等の災害情報の迅速かつ的確な収集、伝達を行うため、通信施設の適切な

利用を図る。 

  また、情報通信施設の災害に対する安全性の確保及び停電対策、情報通信施

設の危険分散、通信路の多ルート化、通信ケーブル・ＣＡＴＶケーブルの地中

化の促進、無線を活用したバックアップ対策、デジタル化の促進、定期的な訓

練等を通じた平常時からの連携体制の構築等による防災対策の推進並びに災

害時通信技術及び周波数有効利用技術の研究開発の推進等を図る。 

２ 通信手段の利用方法等 

（１）～（２）（略） 

（３）非常通信 

ア 専用通信施設の利用 

県、市町及び防災関係機関は、電気通信事業用設備の利用が不可能となり、

かつ、通信が緊急を要する場合は、災害対策基本法第 57 条及び第 79 条、



 - 17 - 

現       行 修   正   案 備 考 

災害救助法第 28 条、水防法第 27 条、消防組織法第 41 条の規定により、

他の機関が設備する有線電気通信設備又は無線通信設備を利用することが

できる。 

通信施設が優先利用できる機関及び優先利用する者は、次の協定及び北陸

地方非常通信協議会を構成する石川県に所在する機関とする。 

（ア）（略） 

（イ）北陸地方非常通信協議会を構成する石川県に所在する機関名 

（略） 

 

 

 

 

（略） 

 イ～エ（略） 

（４）～（９）（略） 

３（略） 

 

第５節 消防防災ヘリコプターの活用等 

１～５（略） 

６ 航空機の運用調整 

  県は、航空機を最も有効適切に活用するため、情報収集、救助・救急、消火、

医療等の各種活動のための航空機の運用に関し、災害対策本部内に航空機の運

用を調整する部署（航空運用調整班）を設置し、現地対策本部と連携して必要

な調整を行う。 

  航空運用調整班は、防災関係機関の航空機運用関係者などの参画を得て、各

機関の航空機の安全・円滑な運用を図るため、活動エリアや任務の調整などを

行う。 

  また、災害応急対策に従事する航空機の安全確保を図るため、必要に応じて、

国土交通省に対して緊急用務空域の指定を依頼する。なお、同空域が指定され

た際には、指定公共機関、報道機関等からの無人航空機の飛行許可申請に係る

調整を行う。 

 

 

 

第６節～第８節（略） 

災害救助法第 28 条、水防法第 27 条、消防組織法第 41 条の規定により、

他の機関が設備する有線電気通信設備又は無線通信設備を利用することが

できる。 

通信施設が優先利用できる機関及び優先利用する者は、次の協定及び北陸

地方非常通信協議会を構成する石川県に所在する機関とする。 

（ア）（略） 

（イ）北陸地方非常通信協議会を構成する石川県に所在する機関名 

（略） 

 

 

 

 

（略） 

 イ～エ（略） 

（４）～（９）（略） 

３（略） 

 

第５節 消防防災ヘリコプターの活用等 

１～５（略） 

６ 航空機の運用調整 

県は、航空機を最も有効適切に活用するため、情報収集、救助・救急、消火、

医療等の各種活動のための航空機及び無人航空機の運用に関し、災害対策本部

内に航空機の運用を調整する部署（航空運用調整班）を設置し、現地対策本部

と連携して必要な調整を行う。 

  航空運用調整班は、輻輳する航空機の安全確保及び航空機による災害応急対

策活動の円滑化を図るため、必要に応じて、国土交通省に対して航空情報（ノ

ータム）の発行を依頼するとともに、防災関係機関の航空機運用関係者などの

参画を得て、無人航空機等の飛行から各機関の航空機の安全・円滑な運用を図

るため、活動エリアや任務の調整などを行う。 

  また、災害応急対策に従事する航空機の安全確保を図るため、必要に応じて、

国土交通省に対して緊急用務空域の指定を依頼する。なお、同空域が指定され

た際には、指定公共機関、報道機関等からの無人航空機の飛行許可申請に係る

調整を行う。 

 

第６節～第８節（略） 
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第９節 避難誘導等 

１～６（略） 

７ 避難所の開設及び運営 

（１）市町 

ア～エ（略） 

オ 避難所の運営 

〇 市町は、自主防災組織の会長や地域住民及び避難所となった学校等施設の 

管理者、ボランティア、避難所運営について専門性を有した外部支援者等の

協力を得て避難所を管理運営する。運営に当たっては各主体の役割分担を明

確化し、避難者に過度の負担がかからないよう配慮しつつ、避難者が相互に

助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移行できるよう、そ

の立ち上げを支援する。 

 

 

 

（略） 

○ 市町及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保 

 のために、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換に努 

める。 

 

（略） 

 

カ～サ（略） 

（新設） 

 

 

 

シ～セ（略） 

（２）（略） 

８～１０（略） 

 

第１０節（略） 

 

 

 

第９節 避難誘導等 

１～６（略） 

７ 避難所の開設及び運営 

（１）市町 

 ア～エ（略）  

オ 避難所の運営 

○ 市町は、自主防災組織の会長や地域住民及び避難所となった学校等施設の 

管理者、ボランティア、避難所運営について専門性を有した外部支援者等の

協力を得て避難所を管理運営する。運営に当たっては各主体の役割分担を明

確化し、避難者に過度の負担がかからないよう配慮しつつ、避難者が相互に

助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移行できるよう、そ

の立ち上げを支援する。 

この際、避難生活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材に 

対して協力を求めるなど、地域全体で避難者を支えることができるよう 

留意する。 

（略） 

○ 市町及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保 

 のために、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換や避難 

生活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材の確保・育成に努 

める。 

（略） 

 

カ～サ（略） 

シ 性的マイノリティへの配慮 

  男女別だけでなく、性的マイノリティへの配慮も必要であることに留意 

し、トイレや着替えスペースでのプライバシーの保護などに努めるものと 

する。また、当事者への相談窓口情報の提供を行うよう努める。 

ス～ソ（略） 

（２）（略） 

８～１０（略） 

 

第１０節（略） 
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第１１節 災害医療及び救急医療 

災害医療の開始から救急医療までのフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１～２（略） 

３ ＤＭＡＴ・医療救護班派遣・受入体制 

（１）（略） 

（２）県 

ア 災害医療支援室の設置 

（ア）県は、必要に応じて、県災害対策本部の下に、災害医療支援室を設置

し、的確な医療救護活動を行うため、被災地内の病院の被害状況等を広

域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）及び市町等から把握する。 

 

第１１節 災害医療及び救急医療 

災害医療の開始から救急医療までのフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１～２（略） 

３ ＤＭＡＴ・医療救護班派遣・受入体制 

（１）（略） 

（２）県 

  ア 保健医療福祉調整本部の設置 

  （ア）県は、必要に応じて、県災害対策本部の下に、保健医療福祉調整本部

を設置し、的確な医療救護活動を行うため、被災地内の病院の被害状況

等を広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）及び市町等から把握

する。 
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  （イ）（略） 

  イ（略） 

  ウ ＤＭＡＴの派遣 

  （ア）～（イ）（略） 

  （ウ）県は、必要に応じて、災害医療支援室の下にＤＭＡＴ活動支援室を設

置する。 

  （エ）県は、必要に応じて、ＤＭＡＴの活動拠点（災害拠点病院・ＳＣＵ等）

ごとにＤＭＡＴ活動拠点連絡会を設置する。 

 エ 医療救護班の派遣 

  （ア）災害医療支援室は、地域の医療ニーズを的確に把握し、医療救護班の

受入れ・派遣について、派遣元の医療関係団体と被災地域等との調整を

行う。その際、災害医療コーディネーター及び災害時小児周産期リエゾ

ンから、適宜助言及び支援を受ける。 

  （イ）災害医療支援室は、地域医療救護活動支援室からの要請に基づき、公

益社団法人石川県医師会等の医療関係団体、大学病院、独立行政法人国

立病院機構、公的病院及び日本赤十字社石川県支部等へ医療救護班の派

遣を要請する。 

（ウ）医療救護活動に関して、県のみでは十分な対応ができない場合、県は、

広域応援県市に応援を要請するほか、必要に応じ、他の都道府県、日本

医師会（ＪＭＡＴ）、日本赤十字社、独立行政法人地域医療機能推進機

構、国立病院機構、大学病院、日本病院会、全日本病院協会、日本歯科

医師会、日本薬剤師会、日本看護協会等の医療関係団体に、医療救護班

の派遣を要請する。 

（エ）県は、必要に応じて、地域別に、地域医療救護活動支援室を設置し、

災害医療支援室や市町から派遣された医療救護班、自主的に集合した医

療救護班等の配置調整等を行う。 

 

（オ）県は、必要に応じて、医療救護班や石川ＤＰＡＴ等の医療救護活動に

当たるチーム間で情報を共有し、円滑な医療救護活動を実施するため、

医療救護班等連絡会を設置する。 

オ～カ（略） 

（３）石川ＤＭＡＴ指定病院 

  ア～ウ（略） 

  エ ＤＭＡＴの業務内容 

 

  （イ）（略） 

  イ（略） 

ウ ＤＭＡＴの派遣 

（ア）～(イ)(略)  

(ウ)県は、必要に応じて、保健医療福祉調整本部の下にＤＭＡＴ調整本部

を設置する。 

  （エ）県は、必要に応じて、ＤＭＡＴの活動拠点（災害拠点病院等）ごとに

ＤＭＡＴ活動拠点本部を設置する。 

  エ 医療救護班の派遣 

  （ア）保健医療福祉調整本部は、地域の医療ニーズを的確に把握し、医療救

護班の受入れ・派遣について、派遣元の医療関係団体と被災地域等との

調整を行う。その際、災害医療コーディネーター及び災害時小児周産期

リエゾンから、適宜助言及び支援を受ける。 

  （イ）保健医療福祉調整本部は、地域保健医療福祉調整本部からの要請に基

づき、公益社団法人石川県医師会等の医療関係団体、大学病院、独立行

政法人国立病院機構、公的病院及び日本赤十字社石川県支部等へ医療救

護班の派遣を要請する。 

（ウ）医療救護活動に関して、県のみでは十分な対応ができない場合、県は、

広域応援県市に応援を要請するほか、必要に応じ、他の都道府県、日本

医師会（ＪＭＡＴ）、日本赤十字社、独立行政法人地域医療機能推進機

構、国立病院機構、大学病院、日本病院会、全日本病院協会、日本災害

歯科支援チーム（ＪＤＡＴ）、日本薬剤師会、日本看護協会等の医療関

係団体に、医療救護班の派遣を要請する。 

（エ）県は、必要に応じて、地域別に、地域保健医療福祉調整本部を設置し、

保健医療福祉調整本部や市町から派遣された医療救護班、自主的に集合

した医療救護班等の配置調整等を行う。 

 

（オ）地域保健医療福祉調整本部は、円滑な医療救護活動を実施するため、

医療救護班や石川ＤＰＡＴ等の医療救護活動に当たるチーム間で情報

を共有できる体制を構築する。 

オ～カ（略） 

（３）石川ＤＭＡＴ指定病院 

  ア～ウ（略） 

  エ ＤＭＡＴの業務内容 
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（新設） 

 

    （ア）～（エ）（略） 

  オ（略） 

（４）～（１０）（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４～５（略） 

６ 重症患者等の搬送体制 

（１）（略） 

（２）搬送の実施 

  ア（略） 

 

 

  （ア）保健医療福祉調整本部やＤＭＡＴ活動拠点本部等での活動（本部 

活動） 

    （イ）～（オ）（略） 

  オ（略） 

（４）～（１０）（略） 

（１１）公益社団法人石川県柔道整復師会、公益社団法人石川県鍼灸マッサージ

師会、公益社団法人石川県鍼灸師会 

公益社団法人石川県柔道整復師会、公益社団法人石川県鍼灸マッサージ

師会、公益社団法人石川県鍼灸師会は、県から「災害時における救護活動

に関する協定書」に基づく救護活動員の派遣要請があったときは、救護活

動員を派遣し、軽症患者への応急処置や避難者へのマッサージ、はり、き

ゅう等の施術提供などを実施する。 

 

災害時における救護活動に関する協定 

 

 

 

 

（１２）石川県災害リハビリテーション支援関連団体協議会 

石川県災害リハビリテーション支援関連団体協議会は、県から「災害時

のリハビリテーション支援活動に関する協定書」に基づく支援チームの派

遣要請があったときは、支援チームを派遣し、被災者、要支援者等の生活

不活性化等を防ぐため、避難所等の生活環境の改善などを実施する。 

 

   災害時のリハビリテーション支援活動に関する協定 

 

 

 

４～５（略） 

６ 重症患者等の搬送体制 

（１）（略） 

（２）搬送の実施 

  ア（略） 
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  イ 重症患者が多数発生するなどヘリコプター等による患者等の搬送が必

要となった場合は、ＳＣＵを設置するものとし、地域医療救護活動支援室

は、航空機等の運用を調整する部門に必要な搬送手段の確保等を要請す

る。 

    ただし、患者搬送において、ドクターヘリ以外のヘリコプター使用につ

いては、「第５節 消防防災ヘリコプターの活用等」及び「第８節 自衛

隊の災害派遣」に準ずる。 

７～１２（略） 

 

第１２節 健康管理活動 

１～３（略） 

４ 健康管理活動 

（１）～（２）（略） 

（３） 健康管理活動にあたっては、各地域に設置された地域医療救護活動支援室

内に設置する医療救護班等連絡会に参画し、連携協力して実施するととも

に、活動により把握した健康情報は医療救護班等連絡会に集約する。 

 

第１３節～第１８節（略） 

 

第１９節 ライフライン施設の応急対策 

１～４（略） 

５ 下水道施設 

  下水道事業者は、次の措置を講ずる。 

（１）～（７）（略） 

（８）応援体制 

被害が甚大で応援が必要な場合は、次による。 

◯「下水道事業における災害時支援に関するルール（平成 8 年 1 月）」 

◯「下水道事業災害時中部ブロック支援に関するルール 

（平成 20 年 7 月 15 日）」 

◯「石川県下水道等災害時における相互支援ルール（平成 9 年 4 月）」 

（新設） 

 

 

 

 

  イ 重症患者が多数発生するなどヘリコプター等による患者等の搬送が必

要となった場合は、ＳＣＵを設置するものとし、保健医療福祉調整本部等

は、航空機等の運用を調整する部門に必要な搬送手段の確保等を要請す

る。 

    ただし、患者搬送において、ドクターヘリ以外のヘリコプター使用につ

いては、「第５節 消防防災ヘリコプターの活用等」及び「第８節 自衛

隊の災害派遣」に準ずる。 

７～１２（略） 

 

第１２節 健康管理活動 

１～３（略） 

４ 健康管理活動  

（１）～（２）（略） 

（３）健康管理活動にあたっては、各地域に設置された地域保健医療福祉調整本

部内に参画し、連携協力して実施するとともに、活動により把握した健康情

報を集約する。 

 

第１３節～第１８節（略） 

 

第１９節 ライフライン施設の応急対策 

１～４（略） 

５ 下水道施設 

  下水道事業者は、次の措置を講ずる。 

（１）～（７）（略） 

（８）応援体制 

被害が甚大で応援が必要な場合は、次による。 

◯「下水道事業における災害時支援に関するルール（平成 8 年 1 月）」 

◯「下水道事業災害時中部ブロック支援に関するルール 

（平成 20 年 7 月 15 日）」 

◯「石川県下水道等災害時における相互支援ルール（平成 9 年 4 月）」 

◯「災害時における上下水道施設等の技術支援協力に関する協定 

     （令和 6 年 1 月 1 日）」 
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第２０節 公共土木施設等の応急対策 

１（略） 

２ 道路施設 

（１）（略） 

（２）応急復旧 

ア 被災した道路等が、食料、物資、復旧資材の運搬等に重要な緊急輸送道路 

ネットワーク等の路線で緊急に交通を確保しなければならないものについ

ては、次の協定等による協力を得て応急工事を施工する。 

また、必要に応じて無人建設機械の導入・活用を図り、安全かつ迅速な 

応急復旧に努める。 

①（略） 

 ②災害時における応急対策工事に関する基本協定 

 

 

 

 

③（略） 

（新設） 

 

 

 

 ④（略） 

（３）（略） 

３ 河川、海岸、港湾、漁港等施設 

（１）（略） 

（２）応急復旧 

 ア（略） 

 イ 港湾等施設の管理者及び海上保安部等は、次の応急対策を実施すると 

ともに、必要に応じて航行規制等の処置をとる。 

（ア）港内等における航路標識の復旧、水路の検測・啓開等の実施 

（イ）緊急海上輸送の支援 

また、必要に応じて協定により（一社）石川県建設業協会等の協力を 

得る。 

 ①（略） 

 ②（略） 

第２０節 公共土木施設等の応急対策 

１（略） 

２ 道路施設 

（１）（略） 

（２）応急復旧 

ア 被災した道路等が、食料、物資、復旧資材の運搬等に重要な緊急輸送道路

ネットワーク等の路線で緊急に交通を確保しなければならないものについ

ては、次の協定等による協力を得て応急工事を施工する。 

また、必要に応じて無人建設機械の導入・活用を図り、安全かつ迅速な 

応急復旧に努める。 

①（略） 

 ②災害時における応急対策工事に関する基本協定 

 

 

 

 

③（略） 

 ④災害時の応援業務に関する協定 

 

 

 

 ⑤（略） 

（３）（略） 

３ 河川、海岸、港湾、漁港等施設 

（１）（略） 

（２）応急復旧 

 ア（略） 

 イ 港湾等施設の管理者及び海上保安部等は、次の応急対策を実施すると 

ともに、必要に応じて航行規制等の処置をとる。 

（ア）港内等における航路標識の復旧、水路の検測・啓開等の実施 

（イ）緊急海上輸送の支援 

また、必要に応じて協定により（一社）石川県建設業協会等の協力を 

得る。 

 ①（略） 

 ②（略） 
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（新設） 

 

 

 

 ③（略） 

４～９（略） 

 

第２１節～第２２節（略） 

 

第２３節 生活必需品の供給 

１～２（略） 

３ 生活必需品等の確保 

（１）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③災害時の応援業務に関する協定 

 

 

 

 ④（略） 

４～９（略） 

 

第２１節～第２２節（略） 

 

第２３節 生活必需品の供給 

１～２（略） 

３ 生活必需品等の確保 

（１）（略） 
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（２）情報の提供 

   県及び市町は、必要に応じて被災者に対し確保状況等の情報を提供する。 

 生活必需品の確保に関する協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

（２）情報の提供 

   県及び市町は、必要に応じて被災者に対し確保状況等の情報を提供する。 

 生活必需品の確保に関する協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 
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４～５（略） 

 

第２４節～第２７節（略） 

 

第２８節 ボランティア活動の支援 

１（略） 

２ ボランティアの受け入れ 

（１）～（２）（略） 

（３）ボランティアとの連携・協働 

ボランティア本部及びボランティア現地本部が設置されたときは、県及び

市町は、社会福祉協議会、地元や外部から被災地入りしている NPO 等との連

携を図るとともに、中間支援組織（NPO・ボランティア等の活動支援や活動

調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図り、情報を共有する場を設置

するなどし、被災者のニーズや支援活動の全体像を把握するものとする。ま

た、市町は災害の状況及びボランティアの活動予定を踏まえ、片付けごみな

どの収集運搬を行うよう努める。これらの取組により、連携のとれた支援活

動を展開するよう努めるとともに、ボランティアの生活環境について配慮す

る。 

 

（４）（略） 

３～６（略） 

 

第２９節（略） 

 

第３０節 住宅の応急対策 

１（略） 

２ 実施体制 

（１）～（４）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

４～５（略） 

 

第２４節～第２７節（略） 

 

第２８節 ボランティア活動の支援 

１（略） 

２ ボランティアの受け入れ 

（１）～（２）（略） 

（３）ボランティアとの連携・協働 

   ボランティア本部及びボランティア現地本部が設置されたときは、県及び

市町は、社会福祉協議会、地元や外部から被災地入りしている NPO 等との連

携を図るとともに、災害中間支援組織（NPO・ボランティア等の活動支援や

活動調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図り、災害の状況やボラン

ティアの活動状況等に関する最新の情報を共有する場を設置するなどし、被

災者のニーズや支援活動の全体像を関係者と積極的に共有するものとする。

また、市町は災害の状況及びボランティアの活動予定を踏まえ、片付けごみ

などの収集運搬を行うよう努める。これらの取組により、連携のとれた支援

活動を展開するよう努めるとともに、ボランティアの活動環境について配慮

する。 

（４）（略） 

３～６（略） 

 

第２９節（略） 

 

第３０節 住宅の応急対策 

１（略） 

２ 実施体制 

（１）～（４）（略） 
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（５）当該市町のみでは対応できない場合は、近隣市町、県、国その他の関係 

  機関の応援や民間関係団体の協力を得て実施する。 

  

  災害時における応急仮設住宅の建設に関する基本協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

３～５（略） 

 

第３１節～第３２節（略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（５）当該市町のみでは対応できない場合は、近隣市町、県、国その他の関係 

  機関の応援や民間関係団体の協力を得て実施する。 

 

  災害時における応急仮設住宅の建設に関する基本協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

３～５（略） 

 

第３１節～第３２節（略） 
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第４章 復旧・復興計画編 
 

第１節～第３節（略） 

 

第４節 被災者への支援 

１ 基本方針 

県、市町及び防災関係機関は、災害発生後の住民の生活の安定を図るため、 

平常時から、被災者支援の仕組みを担当する部局を明確化し、被災者支援の仕

組みの整備等に努める。 

 また、災害復旧事業の融資制度等の広報に努めるとともに、相談窓口を設置

するなど迅速な復興援助の措置を講ずる。 

加えて、各種支援制度の窓口を一元化するとともに、申請窓口での混雑が予

想される場合は、各地区の申請受付日を設定するなど、被災者の負担軽減に努

める。 

 

 

 

１１ 制度の周知 

県及び市町は、被災者の早期生活再建を図るため、見守り・相談の機会や

被災者台帳等を活用したきめ細やかな支援を行うとともに、被災者が容易に

支援制度を知ることができる環境の整備に努める。 

 

 
第５節 被災者の生活確保のための緊急措置 

１（略） 

２ 被災者台帳の作成 

  市町は、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施 

状況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者の 

援護の総合的かつ効率的な実施に努める。 

県は、災害救助法に基づき被災者の救助を行ったときは、被災者台帳を作成

する市町からの要請に応じて、被災者に関する情報を提供する。 
 
 

 
 

第４章 復旧・復興計画編 
 

第１節～第３節（略） 

 

第４節 被災者への支援 

１ 基本方針 

県、市町及び防災関係機関は、災害発生後の住民の生活の安定を図るため、

平常時から、被災者支援の仕組みを担当する部局を明確化し、地域の実情に応

じ、災害ケースマネジメント（一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関

係者が連携して、被災者に対するきめ細やかな支援を継続的に実施する取組）

などの被災者支援の仕組みの整備等に努める。 

また、災害復旧事業の融資制度等の広報に努めるとともに、相談窓口を設置

するなど迅速な復興援助の措置を講ずる。 

加えて、各種支援制度の窓口を一元化するとともに、申請窓口での混雑が予

想される場合は、各地区の申請受付日を設定するなど、被災者の負担軽減に努

める。 

２～１０（略） 

１１ 制度の周知 

   県及び市町は、被災者の早期生活再建を図るため、災害ケースマネジメン

トの実施等により、見守り・相談の機会や被災者台帳等を活用したきめ細や

かな支援を行うとともに、被災者が容易に支援制度を知ることができる環境

の整備に努める。 

 

第５節 被災者の生活確保のための緊急措置 

１（略） 

２ 被災者台帳の作成 

市町は、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施

状況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者の

援護の総合的かつ効率的な実施に努める。 

また、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、被災者台帳の作成にデジタ

ル技術を活用するよう積極的に検討する。 

県は、災害救助法に基づき被災者の救助を行ったときは、被災者台帳を作成

する市町からの要請に応じて、被災者に関する情報を提供する。 
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３～１０（略） 

 

第６節～第７節（略） 

 
 
 

第５章（略） 

３～１０（略） 

 

第６節～第７節（略） 

 

 

 
第５章（略） 
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参考１－３ 

石川県地域防災計画（一般災害対策編）修正（案） 新旧対照表 

現       行 修   正   案 備 考 

 

 
 
 
                                

石川県地域防災計画 
 

一般災害対策編 
 
 

（令和５年修正） 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                       
                                                                
 
                                                                       

石川県地域防災計画 
 

一般災害対策編 
                  
 

（令和６年修正） 
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第１章 総則 
 

第１節（略） 

 

第２節 性格及び基本理念 

１（略） 

２ 基本理念等 

（１）用語 

この計画において掲げる防災関係機関等の用語は、次に示すところによ 

る。 

ア～ウ（略） 

エ 指定地方公共機関 

  災害対策基本法第２条第６号に定める公共機関で、この計画では、次に 

定める機関とする。 

  北陸鉄道株式会社、のと鉄道株式会社、ＩＲいしかわ鉄道株式会社、 

株式会社北國新聞社、株式会社中日新聞北陸本社、北陸放送株式会社、 

石川テレビ放送株式会社、株式会社テレビ金沢、株式会社エフエム石川、 

北陸朝日放送株式会社、公益社団法人石川県医師会、公益社団法人石川県 

看護協会、石川県治水協会、一般社団法人石川県エルピーガス協会、一般 

社団法人石川県歯科医師会、公益社団法人石川県薬剤師会、公益社団法人 

石川県栄養士会 

 オ（略） 

（２）（略） 

 

第３節（略） 

 

第４節 県、市町及び防災関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱 

県、市町及び防災関係機関は、それぞれの所掌事務又は業務を通じて石

川県の地域に係る防災に寄与すべきものである。それぞれが防災に関して

処理すべき事務又は業務の大綱は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

第１章 総則 
 

第１節（略） 

 

第２節 性格及び基本理念 

１（略） 

２ 基本理念等 

（１）用語 

この計画において掲げる防災関係機関等の用語は、次に示すところによ 

る。 

ア～ウ（略） 

エ 指定地方公共機関 

  災害対策基本法第２条第６号に定める公共機関で、この計画では、次に 

定める機関とする。 

  北陸鉄道株式会社、のと鉄道株式会社、ＩＲいしかわ鉄道株式会社、 

株式会社北國新聞社、株式会社中日新聞北陸本社、北陸放送株式会社、 

石川テレビ放送株式会社、株式会社テレビ金沢、株式会社エフエム石川、 

北陸朝日放送株式会社、公益社団法人石川県医師会、公益社団法人石川県 

看護協会、石川県治水協会、一般社団法人石川県エルピーガス協会、一般 

社団法人石川県歯科医師会、公益社団法人石川県薬剤師会、公益社団法人 

石川県栄養士会、一般社団法人石川県建設業協会 

 オ（略） 

（２）（略） 

 

第３節（略） 

 

第４節 県、市町及び防災関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱 

県、市町及び防災関係機関は、それぞれの所掌事務又は業務を通じて石

川県の地域に係る防災に寄与すべきものである。それぞれが防災に関して

処理すべき事務又は業務の大綱は、次のとおりとする。 
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第５節 本県の特質と既往の災害 

１～２（略） 

３ 気候 

（１）春 

冬の西高東低の気圧配置は２月の終わり頃から次第に崩れ始め、北西の季

節風も弱まり気温は上昇しやすくなりやがて春を迎える。 

春は低気圧と高気圧が交互に本州付近を通過する為、天候は周期的に変化

し、次第に晴れの日が多くなる。４月中旬までは高気圧が本州付近を覆うと、

晴れて夜間の放射冷却によって気温が下がり、「晩霜」が降りる。また、低

気圧が発達しながら日本海を進むと、「フェーン現象」で気温が急上昇し寒

暖の変動が大きい時期でもある。 

（２）～（４）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 本県の特質と既往の災害 

１～２（略） 

３ 気候 

（１）春 

冬の西高東低の気圧配置は２月の終わり頃から次第に崩れ始め、北西の季

節風も弱まり気温は上昇しやすくなりやがて春を迎える。 

春は低気圧と高気圧が交互に本州付近を通過する為、天候は周期的に変化

し、次第に晴れの日が多くなる。主に４月までは高気圧が本州付近を覆うと、

晴れて夜間の放射冷却によって気温が下がり、「晩霜」が降りる。また、低

気圧が発達しながら日本海を進むと、「フェーン現象」で気温が急上昇し寒

暖の変動が大きい時期でもある。 

（２）～（４）（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

４（略） 

５ 過去に災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）が適用された風水害等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４（略） 

５ 過去に災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）が適用された風水害等 
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現       行 修   正   案 備 考 

 
 

第２章 災害予防計画 
 

第１節（略） 

 

第２節県民及び事業者等のとるべき措置 

１（略） 

２ 県民のとるべき措置 

（１）平素から次のことに留意し、災害時に備えておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（略） 

３～４（略） 

 

第３節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
第２章 災害予防計画 

 

第１節（略） 

 

第２節 県民及び事業者等のとるべき措置 

１（略） 

２ 県民のとるべき措置 

（１）平素から次のことに留意し、災害時に備えておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（略） 

３～４（略） 

 

第３節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第４節 防災ボランティアの活動環境の整備 

１ 基本方針 

（１）災害による被害の拡大を防止するため、県、市町及び関係機関の迅速かつ

的確な対応にあわせ、住民による自主的かつきめ細やかな対応も必要であ

る。 

このため、県、市町及び関係機関は、ボランティアの防災活動が安全かつ

円滑に行われるよう活動環境の整備を図るとともに、ボランティアの自主性

を尊重しつつ、日本赤十字社、社会福祉協議会、NPO、町会（自治会）、民

生委員、防災士、災害ボランティアコーディネーターなどとの連携強化を図

るとともに、中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動調整

を行う組織）を含めた連携体制の構築を図る。 

また、大規模・広域災害発生時においても、ボランティア活動が円滑かつ

効果的に行われるようコーディネート機能の強化を図るとともに、防災ボラ

ンティア活動に対する県民の理解促進のための広報活動に努める。 

（２）県及び市町は、防災ボランティアの活動環境として、行政・NPO・ボラン

ティア等の三者で連携し、平常時の登録、ボランティア活動や避難所運営等

に関する研修や訓練の制度、災害時における防災ボランティア活動の受入れ

や調整を行う体制、防災ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、

被災者ニーズ等の情報提供方策等について整備を推進するとともに、そのた

めの意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓練を通じて推進

する。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

２～４（略） 

 

第５節～第１１節（略） 

 

第１２節 避難体制の整備 

１（略） 

第４節 防災ボランティアの活動環境の整備 

１ 基本方針 

（１）災害による被害の拡大を防止するため、県、市町及び関係機関の迅速かつ

的確な対応にあわせ、住民による自主的かつきめ細やかな対応も必要であ

る。 

このため、県、市町及び関係機関は、ボランティアの防災活動が安全かつ

円滑に行われるよう活動環境の整備を図るとともに、ボランティアの自主性

を尊重しつつ、日本赤十字社、社会福祉協議会、NPO、町会（自治会）、民

生委員、防災士、災害ボランティアコーディネーターなどとの連携強化を図

るとともに、災害中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動

調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図る。 

また、大規模・広域災害発生時においても、ボランティア活動が円滑かつ

効果的に行われるようコーディネート機能の強化を図るとともに、防災ボラ

ンティア活動に対する県民の理解促進のための広報活動に努める。 

（２）県及び市町は、防災ボランティアの活動環境として、行政・NPO・ボラン

ティア等の三者で連携し、平常時の登録、ボランティア活動や避難所運営等

に関する研修や訓練の制度、災害時における防災ボランティア活動の受入れ

や調整を行う体制、防災ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、

被災者ニーズ等の情報提供方策等について整備を推進するとともに、そのた

めの意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓練を通じて推進

する。 

また、県は、災害発生時における官民連携体制の強化を図るため、県域に 

おいて活動を行う災害中間支援組織の育成・機能強化に努める。 

（３）市町は、災害発生時における官民連携体制の強化を図るため、市町地域防

災計画等において、災害ボランティアセンターを運営する者（市町社会福祉

協議会等）との役割分担等を定めるよう努めるものとする。特に災害ボラン

ティアセンターの設置予定場所については、市町地域防災計画に明記する、

相互に協定を締結する等により、あらかじめ明確化しておくよう努めるもの

とする。 

２～４（略） 

 

第５節～第１１節（略） 

 

第１２節 避難体制の整備 

１（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

２ 指定緊急避難場所、指定避難所、避難路の指定等 

（１）略 

（２）指定避難所 

ア～オ（略） 

カ 生活必需品等の供給 

避難所には長時間滞在することも予想されるので、指定された避難所又は 

その近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、飲料水、携帯トイレ、簡

易トイレ、医薬品、マスク、消毒液、段ボールベッド、パーティション等避

難生活に必要な物資や新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策に必要

な物資等の備蓄に努めること。備蓄品の調達にあたっては、要配慮者、女性、

子供にも配慮する。 

また、避難所において、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、

マット、備蓄倉庫、非常用電源（再生可能エネルギーによる発電や蓄電池の

活用を含む。）、衛星携帯電話等の通信機器等のほか、空調、洋式トイレな

ど高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等の要配慮者にも配慮した施設・設備や

相談等の支援を受けることができる体制を整備し、必要に応じ指定避難所の

電力容量の拡大に努めること。 

（略） 

（新設） 

 

 

 

キ～セ（略） 

（３）～（５）（略） 

３～８（略） 

 

第１３節 要配慮者対策 

１（略） 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定緊急避難場所、指定避難所、避難路の指定等 

（１）略 

（２）指定避難所 

ア～オ（略） 

カ 生活必需品等の供給 

  避難所には長時間滞在することも予想されるので、指定された避難所又は

その近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、飲料水、携帯トイレ、簡

易トイレ、医薬品、マスク、消毒液、段ボールベッド、パーティション等避

難生活に必要な物資や新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策に必要

な物資等の備蓄に努めること。備蓄品の調達にあたっては、要配慮者、女性、

子供にも配慮する。 

また、避難所において、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、

マット、ガス設備、備蓄倉庫、非常用電源（再生可能エネルギーによる発電

や蓄電池の活用を含む。）、衛星携帯電話等の通信機器等のほか、空調、洋

式トイレなど高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等の要配慮者にも配慮した施

設・設備や相談等の支援を受けることができる体制を整備し、必要に応じ指

定避難所の電力容量の拡大に努めること。 

（略） 

  災害時におけるウォーターサーバー機器設置等の応急対策の協力に関する協定 

   

 

 

キ～セ（略） 

（３）～（５）（略） 

３～８（略） 

 

第１３節 要配慮者対策 

１（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

２ 在宅の要配慮者への配慮 

（１）（略） 

（２）避難行動要支援者の個別避難計画の策定 

ア  市町は、市町地域防災計画に基づき、防災担当部局や福祉担当部局など関

係部局の連携の下、福祉専門職、社会福祉協議会、民生委員、地域住民等の

避難支援等に携わる関係者と連携して、避難行動要支援者名簿の情報に係る

避難行動要支援者ごとに、作成の同意を得て、個別避難計画を作成するよう

努める。特に、市町レベルでの避難支援の対象者の範囲、避難行動要支援者

情報の収集・共有の方法、避難支援体制など避難行動要支援者対策の取り組

み方針を明らかにした個別避難計画の全体計画を早期に作成する。 

また、個別避難計画については、避難行動要支援者の状況の変化、ハザー

ドマップの見直しや更新、災害時の避難方法等の変更等を適切に反映したも

のとなるよう、必要に応じて更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生じ

た場合においても、計画の活用に支障が生じないよう、個別避難計画情報の

適切な管理に努める。 

 

 

（新設） 

 

 

 イ（略） 

 ウ 市町は、市町村地域防災計画に定めるところにより、消防機関、都道府県

警察、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織など避難支援等

に携わる関係者に対し、避難行動要支援者本人及び避難支援等実施者の同

意、または、当該市町村の条例の定めがある場合には、あらかじめ個別避難

計画を提供する。 

また、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達

体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図る。

その際、個別避難計画情報の漏えいの防止等必要な措置を講じる。 

 

 エ（略） 

（新設） 

 

（３）～（５）（略） 

 

２ 在宅の要配慮者への配慮 

（１）（略） 

（２）避難行動要支援者の個別避難計画の策定 

 ア 市町は、市町地域防災計画に基づき、防災担当部局や福祉担当部局など関

係部局の連携の下、福祉専門職、社会福祉協議会、民生委員、地域住民、Ｎ

ＰＯ等の避難支援等に携わる関係者と連携して、避難行動要支援者名簿の情

報に係る避難行動要支援者ごとに、作成の同意を得て、個別避難計画を作成

するよう努める。特に、市町レベルでの避難支援の対象者の範囲、避難行動

要支援者情報の収集・共有の方法、避難支援体制など避難行動要支援者対策

の取り組み方針を明らかにした個別避難計画の全体計画を早期に作成する。

この場合、例えば積雪寒冷地における積雪や凍結といった地域特有の課題に

留意するものとする。 

また、個別避難計画については、避難行動要支援者の状況の変化、ハザー

ドマップの見直しや更新、災害時の避難方法等の変更等を適切に反映したも

のとなるよう、必要に応じて更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生じ

た場合においても、計画の活用に支障が生じないよう、個別避難計画情報の

適切な管理に努める。 

 イ 市町は、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、避難行動要支援者名簿

及び個別避難計画の作成等にデジタル技術を活用するよう積極的に検討す

るものとする。 

ウ（略） 

エ 市町は、市町村地域防災計画に定めるところにより、消防機関、都道府県

警察、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織など避難支援等

に携わる関係者に対し、避難行動要支援者本人及び避難支援等実施者の同

意、または、当該市町村の条例の定めがある場合には、あらかじめ個別避難

計画を提供する。 

また、個別避難計画の実効性を確保する観点等から、多様な主体の協力を

得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否

確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図る。その際、個別避難計画情報

の漏えいの防止等必要な措置を講じる。 

 オ（略） 

 カ 県は、市町における個別避難計画に係る取組に関して、事例や留意点など 

の提示、研修会の実施等の取組を通じた支援に努める。 

（３）～（５）（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

（６）福祉避難所の指定 

市町は、高齢者や障害者、医療的ケアを必要とする者等は避難所内の一般 

避難スペースでは健康の維持・確保が困難な要素が多いことから、地区ごと 

の福祉避難所の指定を進める。 

ア～エ（略） 

（新設） 

 

また、受入れを想定していない避難者が避難してくることがないよう、必 

要に応じて、福祉避難所を指定する際に、受入れ対象者を特定して公示する 

ほか、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前に調整の上、個別避難計 

画等により、要配慮者が、避難が必要となった際に福祉避難所へ直接避難す 

ることができるよう努める。 

（７）（略） 

３～４（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

第１４節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）福祉避難所の指定 

   市町は、高齢者や障害者、医療的ケアを必要とする者等は避難所内の一般 

避難スペースでは健康の維持・確保が困難な要素が多いことから、地区ごと 

の福祉避難所の指定を進める。 

ア～エ（略） 

オ 要配慮者に対して円滑な情報伝達ができるよう、多様な情報伝達手段の確 

保に努めるものとする。 

また、受入れを想定していない避難者が避難してくることがないよう、必 

要に応じて、福祉避難所を指定する際に、受入れ対象者を特定して公示する 

ほか、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前に調整の上、個別避難計 

画等により、要配慮者が、避難が必要となった際に福祉避難所へ直接避難す 

ることができるよう努める。 

（７）（略） 

３～４（略） 

５ 障害者に対する情報伝達等 

  県及び市町は、障害の種類及び程度に応じて障害者が防災及び防犯に関する

情報を迅速かつ確実に取得することができるようにするため、体制の整備充

実、設備又は機器の設置の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。 

  また、障害の種類及び程度に応じて障害者が緊急の通報を円滑な意思疎通に

より迅速かつ確実に行うことができるようにするため、多様な手段による緊急

の通報の仕組みの整備の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 

第１４節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第１５節 医療体制の整備 

１ 基本方針 

（略） 

体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 医療救護体制の整備 

（１）県 

ア～オ（略） 

カ 県は、医療救護活動に関する次の調整組織の設置について定めておく。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ～サ（略） 

 

 

第１５節 医療体制の整備 

１ 基本方針 

（略） 

体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 医療救護体制の整備 

（１）県  

ア～オ（略） 

カ 県は、医療救護活動に関する次の調整組織の設置について定めておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ～サ（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

（２）市町 

 ア～ウ 

 エ 市町は、円滑な医療救護活動を実施するため、あらかじめ責任者を定める

とともに、県が設置する地域医療救護活動支援室への当該責任者の参加及び

連携について定めておく。 

 オ～ク（略） 

（３）～（７）略 

３ 情報連絡体制 

（１）医療救護活動に係る情報連絡体制  

 ア 県は、災害医療支援室、ＤＭＡＴ活動支援室、地域医療救護活動支援室、

ＤＭＡＴ活動拠点連絡会、医療救護班等連絡会相互の情報連絡体制を整備し

ておく。 

 イ 県は、医療救護班間の情報共有ルールを整備しておく。 

 ウ～エ（略） 

（２）～（３）（略） 

４ 災害医療支援室等の設置及び運営に関する訓練等 

 県は、関係機関の協力を得ながら、災害時において医療救護活動が円滑に行わ 

れるよう、平常時から、災害医療支援室、ＤＭＡＴ活動支援室、地域医療救護活 

動支援室、ＤＭＡＴ活動拠点連絡会及び医療救護班等連絡会の設置、運営等に関 

する研修や訓練の実施に努める。 

５（略） 

 

第１６節～第１７節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）市町 

 ア～ウ 

 エ 市町は、円滑な医療救護活動を実施するため、あらかじめ責任者を定める

とともに、県が設置する地域保健医療福祉調整本部への当該責任者の参加及

び連携について定めておく。 

オ～ク（略） 

（３）～（７）略 

３ 情報連絡体制 

（１）医療救護活動に係る情報連絡体制  

 ア 県は、保健医療福祉調整本部、ＤＭＡＴ調整本部、地域保健医療福祉調整

本部、ＤＭＡＴ活動拠点本部相互の情報連絡体制を整備しておく。 

 イ 県は、ＤＭＡＴ、医療救護班間の情報共有ルールを整備しておく。 

 

ウ～エ（略） 

（２）～（３）（略） 

４ 保健医療福祉調整本部等の設置及び運営に関する訓練等 

  県は、関係機関の協力を得ながら、災害時において医療救護活動が円滑に行

われるよう、平常時から、保健医療福祉調整本部、ＤＭＡＴ調整本部、地域保

健医療福祉調整本部、ＤＭＡＴ活動拠点本部の設置、運営等に関する研修や訓

練の実施に努める。 

５（略） 

 

第１６節～第１７節（略） 
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第１８節～第２２節（略） 

 

第２３節 建築物等災害予防 

１～４（略） 

（新設） 

 

 

 

 

第２４節 公共施設災害予防 

１～７（略） 

８ 農地、農業用施設整備対策 

農地及び排水機、樋門、ため池、水路等の農業用施設の災害は、一般公共用

施設等にも広く被害を及ぼすおそれがあるため、平素から適切な管理を実施す

るとともに、施設の耐震化、老朽化施設等の改修、整備に努める。また、農業

上の利用がなくなり、適切な管理が困難なため池については、廃止を進める。 

防災重点ため池をはじめ、災害による破損等で決壊した場合に大きな被害をもた

らすおそれのあるため池について、関係者で緊急連絡体制等を整備するととも

に、市町はハザードマップの作成・周知等により、関係住民に適切な情報提供を

図ることで、防災・減災対策を推進する 

 

９（略） 

 

第２５節 地盤災害予防 

１～７（略） 

８ 宅地造成地等災害予防 

県及び市町は、宅地の造成に伴うがけ崩れ又は土砂の流失等崩壊の発生を防

止するため、次のとおり災害予防措置を講ずる。 

（１）宅地造成地域の規制 

   宅地造成により、がけ崩れ又は土砂の流失による災害の発生のおそれのあ

る区域に対して宅地造成等規制法（昭和 36 年法律第 191 号）に基づき宅地

造成工事規制区域を指定し、宅地造成に関する工事の適切な規制を行い、が

け崩れ又は土砂の流失の防止を図る。 

 

 

第１８節～２２節（略） 

 

第２３節 建築物等災害予防 

１～４（略） 

５ 県及び市町は、所有者不明土地を活用した防災空地、備蓄倉庫等の整備、災 

害発生のおそれのある所有者不明土地の管理不全状態の解消等、所有者不明土

地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づく措置を活用した防災対策を

推進するものとする。 

 

第２４節 公共施設災害予防 

１～７（略） 

８ 農地、農業用施設整備対策 

農地及び排水機、樋門、ため池、水路等の農業用施設の災害は、一般公共用

施設等にも広く被害を及ぼすおそれがあるため、流域治水の取組と連携しつ

つ、平素から適切な管理を実施するとともに、施設の耐震化、老朽化施設等の

改修、整備に努める。また、農業上の利用がなくなり、適切な管理が困難なた

め池については、廃止を進める。 

防災重点ため池をはじめ、災害による破損等で決壊した場合に大きな被害を

もたらすおそれのあるため池について、関係者で緊急連絡体制等を整備すると

ともに、市町はハザードマップの作成・周知等により、関係住民に適切な情報

提供を図ることで、防災・減災対策を推進する。 

９（略） 

 

第２５節 地盤災害予防 

１～７（略） 

８ 宅地造成地等災害予防 

  県及び市町は、宅地の造成や盛土・切土等に伴うがけ崩れ又は土砂の流失等

崩壊の発生を防止するため、次のとおり災害予防措置を講ずる。 

（１）宅地造成地域等の規制 

   宅地造成盛土等に伴う災害により、人家等に被害を及ぼしうる区域に対し

て、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 36 年法律第 191 号）に基づき宅

地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を指定し、宅地造成に関する

工事だけでなく、農地･森林等における盛土･切土や、単なる土捨て行為･一

時的な堆積についても適切な規制を行い、盛土等に伴う災害の防止を図る。 
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現       行 修   正   案 備 考 

   また、都市計画区域においては、都市計画法の開発許可制度の適用により、

安全かつ良好な宅地の造成を行うよう規制する。なお、必要があると認める

ときは、勧告又は改善命令を発して、宅地の安全確保に努める。 

  

（２）指定区域内における措置等 

   宅地造成工事規制指定区域内における宅地造成に関する許可申請に際し

ては、必要な検査、防災工事の勧告、改善命令等を行う。 

 

 また、必要に応じて、指定区域のパトロールを実施し、違反工事、危険な

宅地の発見に努め、災害の未然防止に適切な指導を行う。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

第２６節～第２７節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   また、都市計画法の開発許可制度も宅地造成及び特定盛土等規制法のみな

し許可となることから、安全かつ良好な宅地の造成を行うよう規制する。な

お、必要があると認めるときは、勧告又は改善命令を発して、宅地の安全確

保に努める。 

（２）指定区域内における措置等 

   宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域内における宅地造成や

盛土･切土等に関する許可申請に際しては、必要な検査、防災工事の勧告、

改善命令等を行う。 

 また、必要に応じて、指定区域のパトロールを実施し、違反工事、危険な

盛土等の発見に努め、災害の未然防止に適切な指導を行う。 

(３)危険盛土等に対する措置 

  盛土による災害防止に向けた総点検等を踏まえ、危険が確認された盛土につ

いては、宅地造成及び特定盛土等規制法などの各法令に基づき、速やかに撤去

命令等の是正指導を行う。 

 なお、当該盛土について、対策が完了するまでの間に、市町において地域防

災計画や避難情報の発令基準等の見直しが必要になった場合には、適切な助言

や支援を行う。 

 

第２６節～第２７節（略） 
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第３章 災害応急対策計画 
 

第１節 初動体制の確立 

１～８（略） 

９ 受援体制の確立 

（１）～（５）（略） 

（６）各種団体に対する応援要請 

知事は、災害応急対策を実施するため、必要があると認めるときは、次の

応援協定に基づき、各種団体に対して、応援を要請する。 

（新設） 

 

 

 

 

ア～イ（略） 

ウ 災害時の医療救護に関する協定 

（本章第 14 節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

 

 

 

 

エ～オ(略) 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第３章 災害応急対策計画 

 

第１節 初動体制の確立 

１～８（略） 

９ 受援体制の確立 

（１）～（５）（略） 

（６）各種団体に対する応援要請 

知事は、災害応急対策を実施するため、必要があると認めるときは、次の

応援協定に基づき、各種団体に対して、応援を要請する。 

 ア 災害時等における無人航空機による情報収集等に関する協定 

（本章第６節「災害情報の収集・伝達」参照） 

 

 

 

イ～ウ（略） 

エ 災害時の医療救護に関する協定 

（本章第 14 節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

 

 

 

 

 オ～カ(略) 

キ 災害時における救護活動に関する協定 

（本章第 14 節「災害医療及び救急医療」参照） 
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(新設) 

 

 

 

 

 

カ～ス（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

セ 災害時における応急対策工事に関する基本協定 

（本章第 22 節「公共土木施設等の応急対策」参照） 

 

 

 

 

 

ソ（略） 

（新設） 

 

 

 

 

タ～メ（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ク 災害時のリハビリテーション支援活動に関する協定 

（本章第 14 節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

 

 

ケ～チ（略） 

ツ 災害時における上下水道施設等の技術支援協力に関する協定 

（本章第 21 節「ライフライン施設の応急対策」参照） 

 

 

 

 

テ 災害時における応急対策工事に関する基本協定 

（本章第 22 節「公共土木施設等の応急対策」参照） 

 

 

 

 

 

ト（略） 

ナ 災害時の応援業務に関する協定 

（本章第 22 節「公共土木施設等の応急対策」参照） 

 

 

 

ニ～ワ（略） 
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モ 災害時における応急仮設住宅の建設に関する基本協定 

（本章第 32 節「住宅の応急対策」参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヤ（略） 

（７）～（８）（略） 

１０～１１（略） 

 

第２節（略） 

 

第３節 気象業務法に定める予報・注意報・警報等の細分区域及び種類並びに発

表基準 

１～４（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヲ 災害時における応急仮設住宅の建設に関する基本協定 

（本章第 32 節「住宅の応急対策」参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ン（略） 

（７）～（８）（略） 

１０～１１（略） 

 

第２節（略） 

 

第３節 気象業務法に定める予報・注意報・警報等の細分区域及び種類並びに発

表基準 

１～４（略） 
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５ 水位情報の通知及び周知 

知事が指定した次の河川（水位周知河川）については、それぞれ水位情報の

通知及び周知を行うものとし、河川ごとにそれぞれ定められた土木総合事務所

長又は土木事務所長が直接これを発表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（略） 

５ 水位情報の通知及び周知 

知事が指定した次の河川（水位周知河川）については、それぞれ水位情報の

通知及び周知を行うものとし、河川ごとにそれぞれ定められた土木総合事務所

長又は土木事務所長が直接これを発表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（略） 
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６～１１（略） 

第４節（略） 

第５節 災害予警報別の伝達 

１～２（略） 

３ 水防警報及び避難判断水位到達情報等の伝達 

  水防警報等の伝達については、次のとおりとする。 

（１）～（４）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６～１１（略） 

第４節（略） 

第５節 災害予警報別の伝達 

１～２（略） 

３ 水防警報及び避難判断水位到達情報等の伝達 

  水防警報等の伝達については、次のとおりとする。 

（１）～（４）（略） 
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（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 
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５～１１（略） 

第６節 災害情報の収集・伝達 

１（略） 

２ 情報収集体制及び伝達系統の確立 

（１）被害規模に関する概括的情報の収集、伝達 

ア 県 

市町からの情報収集及び 119 番通報に係る状況の情報は、市町等から情 

  報を収集するとともに、119 番通報に係る状況等の情報を含めて、被害規模

に関する概括的情報を把握し、特に、市町が報告を行うことができなくなっ

たときは、被災地への職員派遣、ヘリコプター、無人航空機等の機材や各種

通信手段の効果的活用等により、あらゆる手段を尽くして積極的に情報収集

を行い、これらの情報を消防庁に報告する。また、必要に応じ、関係省庁及

び関係地方公共団体に報告する。 

（新設） 

 

 

イ～ウ（略） 

（２）～（８）（略） 

３（略） 

 

第７節 通信手段の確保 

１ 基本方針 

県、市町及び防災関係機関は、災害時において応急対策に必要な指示、命令、

報告等の災害情報の迅速かつ的確な収集、伝達を行うため、通信施設の適切な

利用を図る。 

 

 

 

 

 

２ 通信手段の利用方法等 

（１）～（２）（略） 

 

 

 

５～１１（略） 

第６節 災害情報の収集・伝達 

１（略） 

２ 情報収集体制及び伝達系統の確立 

（１）被害規模に関する概括的情報の収集、伝達 

ア 県 

市町からの情報収集及び 119 番通報に係る状況の情報は、市町等から情 

  報を収集するとともに、119 番通報に係る状況等の情報を含めて、被害規模

に関する概括的情報を把握し、特に、市町が報告を行うことができなくなっ

たときは、被災地への職員派遣、ヘリコプター、無人航空機等の機材や各種

通信手段の効果的活用等により、あらゆる手段を尽くして積極的に情報収集

を行い、これらの情報を消防庁に報告する。また、必要に応じ、関係省庁及

び関係地方公共団体に報告する。 

 

 

 

イ～ウ（略） 

（２）～（８）（略） 

３（略） 

 

第７節 通信手段の確保 

１ 基本方針 

県、市町及び防災関係機関は、災害時において応急対策に必要な指示、命令、

報告等の災害情報の迅速かつ的確な収集、伝達を行うため、通信施設の適切な

利用を図る。 

  また、情報通信施設の災害に対する安全性の確保及び停電対策、情報通信施

設の危険分散、通信路の多ルート化、通信ケーブル・ＣＡＴＶケーブルの地中

化の促進、無線を活用したバックアップ対策、デジタル化の促進、定期的な訓

練等を通じた平常時からの連携体制の構築等による防災対策の推進並びに災

害時通信技術及び周波数有効利用技術の研究開発の推進等を図る。 

２ 通信手段の利用方法等 

（１）～（２）（略） 
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（３）非常通信 

ア 専用通信施設の利用 

県、市町及び防災関係機関は、電気通信事業用設備の利用が不可能となり、

かつ、通信が緊急を要する場合は、災害対策基本法第 57 条及び第 79 条、

災害救助法第 28 条、水防法第 27 条、消防組織法第 41 条の規定により、

他の機関が設備する有線電気通信設備又は無線通信設備を利用することが

できる。 

通信施設が優先利用できる機関及び優先利用する者は、次の協定及び北陸

地方非常通信協議会を構成する石川県に所在する機関とする。 

（ア）（略） 

（イ）北陸地方非常通信協議会を構成する石川県に所在する機関名 

（略） 

 

 

 

 

（略） 

 

第８節 消防防災ヘリコプターの活用等 

１～５（略） 

６ 航空機の運用調整 

  県は、航空機を最も有効適切に活用するため、情報収集、救助・救急、消火、

医療等の各種活動のための航空機の運用に関し、災害対策本部内に航空機の運

用を調整する部署（航空運用調整班）を設置し、現地対策本部と連携して必要

な調整を行う。 

  航空運用調整班は、防災関係機関の航空機運用関係者などの参画を得て、各

機関の航空機の安全・円滑な運用を図るため、活動エリアや任務の調整などを

行う。また、必要に応じ自衛隊による局地情報提供に関する調整を行う。 

  また、災害応急対策に従事する航空機の安全確保を図るため、必要に応じて、

国土交通省に対して緊急用務空域の指定を依頼する。なお、同空域が指定され

た際には、指定公共機関、報道機関等からの無人航空機の飛行許可申請に係る

調整を行う。 

 

 

 

（３）非常通信 

ア 専用通信施設の利用 

県、市町及び防災関係機関は、電気通信事業用設備の利用が不可能となり、

かつ、通信が緊急を要する場合は、災害対策基本法第 57 条及び第 79 条、

災害救助法第 28 条、水防法第 27 条、消防組織法第 41 条の規定により、

他の機関が設備する有線電気通信設備又は無線通信設備を利用することが

できる。 

通信施設が優先利用できる機関及び優先利用する者は、次の協定及び北陸

地方非常通信協議会を構成する石川県に所在する機関とする。 

（ア）（略） 

（イ）北陸地方非常通信協議会を構成する石川県に所在する機関名 

（略） 

 

 

 

 

（略） 

 

第８節 消防防災ヘリコプターの活用等 

１～５（略） 

６ 航空機の運用調整 

県は、航空機を最も有効適切に活用するため、情報収集、救助・救急、消火、

医療等の各種活動のための航空機及び無人航空機の運用に関し、災害対策本部

内に航空機の運用を調整する部署（航空運用調整班）を設置し、現地対策本部

と連携して必要な調整を行う。 

  航空運用調整班は、輻輳する航空機の安全確保及び航空機による災害応急対

策活動の円滑化を図るため、必要に応じて、国土交通省に対して航空情報（ノ

ータム）の発行を依頼するとともに、防災関係機関の航空機運用関係者などの

参画を得て、無人航空機等の飛行から各機関の航空機の安全・円滑な運用を図

るため、活動エリアや任務の調整などを行う。必要に応じ、自衛隊による局地

情報提供に関する調整を行う。 

  また、災害応急対策に従事する航空機の安全確保を図るため、必要に応じて、

国土交通省に対して緊急用務空域の指定を依頼する。なお、同空域が指定され

た際には、指定公共機関、報道機関等からの無人航空機の飛行許可申請に係る

調整を行う。 
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現       行 修   正   案 備 考 

第９節～第１１節（略） 

 

第１２節 避難誘導等 

１～７（略） 

８ 避難所の開設及び運営 

（１）市町 

 ア～エ 

オ 避難所の運営 

〇 市町は、自主防災組織の会長や地域住民及び避難所となった学校等施設 

の管理者、避難所運営について専門性を有したＮＰＯ・ボランティア等の 

外部支援者等の協力を得て避難所を管理運営する。運営に当たっては各 

主体の役割分担を明確化し、避難者に過度の負担がかからないよう配慮 

しつつ、避難者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に 

早期に移行できるよう、その立ち上げを支援する。 

 

 

 

（略） 

○ 市町及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保の 

ために、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換に努める。 

 

（略） 

 

 

カ～サ（略） 

（新設） 

 

 

 

シ～セ（略） 

（２）（略） 

９～１１（略） 

 

第１３節（略） 

 

第９節～第１１節（略） 

 

第１２節 避難誘導等 

１～７（略） 

８ 避難所の開設及び運営 

（１）市町 

ア～エ 

オ 避難所の運営 

○ 市町は、自主防災組織の会長や地域住民及び避難所となった学校等施設 

 の管理者、避難所運営について専門性を有したＮＰＯ・ボランティア等の 

外部支援者等の協力を得て避難所を管理運営する。運営に当たっては各 

主体の役割分担を明確化し、避難者に過度の負担がかからないよう配慮 

しつつ、避難者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に 

早期に移行できるよう、その立ち上げを支援する。 

この際、避難生活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材に 

対して協力を求めるなど、地域全体で避難者を支えることができるよう 

留意する。 

（略） 

○ 市町及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保 

 のために、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換や避難 

生活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材の確保・育成に努 

める。 

（略） 

 

カ～サ（略） 

シ 性的マイノリティへの配慮 

  男女別だけでなく、性的マイノリティへの配慮も必要であることに留意 

し、トイレや着替えスペースでのプライバシーの保護などに努めるものと 

する。また、当事者への相談窓口情報の提供を行うよう努める。 

ス～ソ（略） 

（２）（略） 

９～１１（略） 

 

第１３節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第１４節 災害医療及び救急医療 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１～２（略） 

３ ＤＭＡＴ・医療救護班派遣・受入体制 

（１）（略） 

（２）県 

ア 災害医療支援室の設置 

（ア）県は、必要に応じて、県災害対策本部の下に、災害医療支援室を設置 

し、的確な医療救護活動を行うため、被災地内の病院の被害状況等を広 

域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）及び市町等から把握する。 

 

第１４節 災害医療及び救急医療 

災害医療の開始から救急医療までのフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１～２（略） 

３ ＤＭＡＴ・医療救護班派遣・受入体制 

（１）（略） 

（２）県 

  ア 保健医療福祉調整本部の設置 

  （ア）県は、必要に応じて、県災害対策本部の下に、保健医療福祉調整本部 

を設置し、的確な医療救護活動を行うため、被災地内の病院の被害状況

等を広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）及び市町等から把握

する。 
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現       行 修   正   案 備 考 

  （イ）（略） 

  イ（略） 

  ウ ＤＭＡＴの派遣 

  （ア）～（イ）（略） 

  （ウ）県は、必要に応じて、災害医療支援室の下にＤＭＡＴ活動支援室を設

置する。 

  （エ）県は、必要に応じて、ＤＭＡＴの活動拠点（災害拠点病院・ＳＣＵ等）

ごとにＤＭＡＴ活動拠点連絡会を設置する。 

 エ 医療救護班の派遣 

  （ア）災害医療支援室は、地域の医療ニーズを的確に把握し、医療救護班の

受入れ・派遣について、派遣元の医療関係団体と被災地域等との調整を

行う。その際、災害医療コーディネーター及び災害時小児周産期リエゾ

ンから、適宜助言及び支援を受ける。 

  （イ）災害医療支援室は、地域医療救護活動支援室からの要請に基づき、公

益社団法人石川県医師会等の医療 関係団体、大学病院、独立行政法人

国立病院機構、公的病院及び日本赤十字社石川県支部等へ医療救護班の

派遣を要請する。 

（ウ）医療救護活動に関して、県のみでは十分な対応ができない場合、県は、

広域応援県市に応援を要請するほか、必要に応じ、他の都道府県、日本

医師会（ＪＭＡＴ）、日本赤十字社、独立行政法人地域医療機能推進機

構、国立病院機構、大学病院、日本病院会、全日本病院協会、日本歯科

医師会、日本薬剤師会、日本看護協会等の医療関係団体に、医療救護班

の派遣を要請する。 

（エ）県は、必要に応じて、地域別に、地域医療救護活動支援室を設置し、

災害医療支援室や市町から派遣された医療救護班、自主的に集合した医

療救護班等の配置調整等を行う。 

（オ）県は、必要に応じて、医療救護班や石川ＤＰＡＴ等の医療救護活動に

当たるチーム間で情報を共有し、円滑な医療救護活動を実施するため、

医療救護班等連絡会を設置する。 

オ～カ（略） 

（３）石川ＤＭＡＴ指定病院 

  ア～ウ（略） 

  エ ＤＭＡＴの業務内容 

（新設） 

 

  （イ）（略） 

  イ（略） 

ウ ＤＭＡＴの派遣 

（ア）～(イ)(略)  

(ウ)県は、必要に応じて、保健医療福祉調整本部の下にＤＭＡＴ調整本部

を設置する。 

  （エ）県は、必要に応じて、ＤＭＡＴの活動拠点（災害拠点病院等）ごとに

ＤＭＡＴ活動拠点本部を設置する。 

  エ 医療救護班の派遣 

  （ア）保健医療福祉調整本部は、地域の医療ニーズを的確に把握し、医療救

護班の受入れ・派遣について、派遣元の医療関係団体と被災地域等との

調整を行う。その際、災害医療コーディネーター及び災害時小児周産期

リエゾンから、適宜助言及び支援を受ける。 

  （イ）保健医療福祉調整本部は、地域保健医療福祉調整本部からの要請に基

づき、公益社団法人石川県医師会等の医療 関係団体、大学病院、独立

行政法人国立病院機構、公的病院及び日本赤十字社石川県支部等へ医療

救護班の派遣を要請する。 

（ウ）医療救護活動に関して、県のみでは十分な対応ができない場合、県は、

広域応援県市に応援を要請するほか、必要に応じ、他の都道府県、日本

医師会（ＪＭＡＴ）、日本赤十字社、独立行政法人地域医療機能推進機

構、国立病院機構、大学病院、日本病院会、全日本病院協会、日本災害

歯科支援チーム（ＪＤＡＴ）、日本薬剤師会、日本看護協会等の医療関

係団体に、医療救護班の派遣を要請する。 

（エ）県は、必要に応じて、地域別に、地域保健医療福祉調整本部を設置し、

保健医療福祉調整本部や市町から派遣された医療救護班、自主的に集合

した医療救護班等の配置調整等を行う。 

（オ）地域保健医療福祉調整本部は、円滑な医療救護活動を実施するため、

医療救護班や石川ＤＰＡＴ等の医療救護活動に当たるチーム間で情報

を共有できる体制を構築する。 

オ～カ（略） 

（３）石川ＤＭＡＴ指定病院 

  ア～ウ（略） 

  エ ＤＭＡＴの業務内容 

  （ア）保健医療福祉調整本部やＤＭＡＴ活動拠点本部等での活動（本部 

活動） 
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    （ア）～（エ）（略） 

  オ（略） 

（４）～（１０）（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４～５（略） 

６ 重症患者等の搬送体制 

（１）（略） 

（２）搬送の実施 

  ア（略） 

 

 

    （イ）～（オ）（略） 

  オ（略） 

（４）～（１０）（略） 

（１１）公益社団法人石川県柔道整復師会、公益社団法人石川県鍼灸マッサージ

師会、公益社団法人石川県鍼灸師会 

公益社団法人石川県柔道整復師会、公益社団法人石川県鍼灸マッサージ 

師会、公益社団法人石川県鍼灸師会は、県から「災害時における救護活動

に関する協定書」に基づく救護活動員の派遣要請があったときは、救護活

動員を派遣し、軽症患者への応急処置や避難者へのマッサージ、はり、 

きゅう等の施術提供などを実施する。 

 

災害時における救護活動に関する協定 

 

 

 

 

 

（１２）石川県災害リハビリテーション支援関連団体協議会 

石川県災害リハビリテーション支援関連団体協議会は、県から「災害時

のリハビリテーション支援活動に関する協定書」に基づく支援チームの派

遣要請があったときは、支援チームを派遣し、被災者、要支援者等の生活

不活性化等を防ぐため、避難所等の生活環境の改善などを実施する。 

 

   災害時のリハビリテーション支援活動に関する協定 

 

 

 

 

４～５（略） 

６ 重症患者等の搬送体制 

（１）（略） 

（２）搬送の実施 

  ア（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

  イ 重症患者が多数発生するなどヘリコプター等による患者等の搬送が必

要となった場合は、ＳＣＵを設置するものとし、地域医療救護活動支援室

は、航空機等の運用を調整する部門に必要な搬送手段の確保等を要請す

る。 

    ただし、患者搬送において、ドクターヘリ以外のヘリコプター使用につ

いては、「第８節 消防防災ヘリコプターの活用等」及び「第１１節 自

衛隊の災害派遣」に準ずる。 

７～１２（略） 

 

第１５節 健康管理活動 

１～３（略） 

４ 健康管理活動 

（１）～（２）（略） 

（３） 健康管理活動にあたっては、各地域に設置された地域医療救護活動支援室

内に設置する医療救護班等連絡会に参画し、連携協力して実施するととも

に、活動により把握した健康情報は医療救護班等連絡会に集約する。 

 

第１６節～第２０節（略） 

 

第２１節 ライフライン施設の応急対策 

１～４（略） 

５ 下水道施設 

  下水道事業者は、次の措置を講ずる。 

（１）～（７）（略） 

（８）応援体制 

被害が甚大で応援が必要な場合は、次による。 

◯「下水道事業における災害時支援に関するルール（平成 8 年 1 月）」  

◯「下水道事業災害時中部ブロック支援に関するルール（平成 20 年 

7 月 15 日）」 

◯「石川県下水道等災害時における相互支援ルール（平成 9 年 4 月）」 

   （新設） 

 

 

 

 

  イ 重症患者が多数発生するなどヘリコプター等による患者等の搬送が必

要となった場合は、ＳＣＵを設置するものとし、保健医療福祉調整本部等

は、航空機等の運用を調整する部門に必要な搬送手段の確保等を要請す

る。 

    ただし、患者搬送において、ドクターヘリ以外のヘリコプター使用につ

いては、「第８節 消防防災ヘリコプターの活用等」及び「第１１節 自

衛隊の災害派遣」に準ずる。 

７～１２（略） 

 

第１５節 健康管理活動 

１～３（略） 

４ 健康管理活動  

（１）～（２）（略） 

（３）健康管理活動にあたっては、各地域に設置された地域保健医療福祉調整本

部内に参画し、連携協力して実施するとともに、活動により把握した健康情

報を集約する。 

 

第１６節～第２０節（略） 

 

第２１節 ライフライン施設の応急対策 

１～４（略） 

５ 下水道施設 

  下水道事業者は、次の措置を講ずる。 

（１）～（７）（略） 

（８）応援体制 

被害が甚大で応援が必要な場合は、次による。 

◯「下水道事業における災害時支援に関するルール（平成 8 年 1 月）」  

◯「下水道事業災害時中部ブロック支援に関するルール（平成 20 年 

7 月 15 日）」 

◯「石川県下水道等災害時における相互支援ルール（平成 9 年 4 月）」 

   ◯「災害時における上下水道施設等の技術支援協力に関する協定 

     （令和 6 年 1 月 1 日）」 
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第２２節 公共土木施設等の応急対策 

１（略） 

２ 道路施設 

（１）（略） 

（２）応急復旧 

ア 被災した道路等が、食料、物資、復旧資材の運搬等に重要な緊急輸送道路 

ネットワーク等の路線で緊急に交通を確保しなければならないものについ 

ては、下記の協定等による協力を得て応急工事を施工する。 

また、必要に応じて無人建設機械の導入・活用を図り、安全かつ迅速な応 

急復旧に努める。 

（ア）（略） 

 （イ）災害時における応急対策工事に関する基本協定 

 

 

 

 

（ウ）（略） 

 （新設） 

 

 

 

 （エ）（略） 

（３）（略） 

３ 河川、海岸、港湾、漁港等施設 

（１）（略） 

（２）応急復旧 

施設の管理者及び海上保安部等は、次の災害応急対策等を実施するととも 

に、必要に応じて航行規制等の処置をとる。 

 ア（略） 

 イ（略） 

 ウ 水防上危険であると思われる個所の水防活動の実施 

また、必要に応じて協定により協力を得る。 

 （ア）（略） 

 （イ）（略） 

 

第２２節 公共土木施設等の応急対策 

１（略） 

２ 道路施設 

（１）（略） 

（２）応急復旧 

ア 被災した道路等が、食料、物資、復旧資材の運搬等に重要な緊急輸送道路 

ネットワーク等の路線で緊急に交通を確保しなければならないものについ 

ては、下記の協定等による協力を得て応急工事を施工する。 

また、必要に応じて無人建設機械の導入・活用を図り、安全かつ迅速な応 

急復旧に努める。 

（ア）（略） 

 （イ）災害時における応急対策工事に関する基本協定 

 

 

 

 

（ウ）（略） 

 （エ）災害時の応援業務に関する協定 

 

 

 

 （オ）（略） 

（３）（略） 

３ 河川、海岸、港湾、漁港等施設 

（１）（略） 

（２）応急復旧 

施設の管理者及び海上保安部等は、次の災害応急対策等を実施するととも 

に、必要に応じて航行規制等の処置をとる。 

 ア（略） 

 イ（略） 

 ウ 水防上危険であると思われる個所の水防活動の実施 

また、必要に応じて協定により協力を得る。 

 （ア）（略） 

 （イ）（略） 

 



 - 31 - 
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 （新設） 

 

 

 

 （エ）（略） 

４～９（略） 

 

第２３節～第２４節（略） 

 

第２５節 生活必需品の供給 

１～２（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （ウ）災害時の応援業務に関する協定 

 

 

 

 （エ）（略） 

４～９（略） 

 

第２３節～第２４節（略） 

 

第２５節 生活必需品の供給 

１～２（略） 
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３ 生活必需品等の確保 

（１）（略） 

（２）情報の提供 

   県及び市町は、必要に応じて被災者に対し確保状況等の情報を提供する。 

生活必需品の確保に関する協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 生活必需品等の確保 

（１）（略） 

（２）情報の提供 

   県及び市町は、必要に応じて被災者に対し確保状況等の情報を提供する。 

生活必需品の確保に関する協定 
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（略） 

４～５（略） 

 

第２６節～第２９節（略） 

 

第３０節 ボランティア活動の支援 

１（略） 

２ ボランティアの受け入れ 

（１）～（２）（略） 

（３）ボランティアとの連携・協働 

ボランティア本部及びボランティア現地本部が設置されたときは、県及び

市町は、社会福祉協議会、地元や外部から被災地入りしている NPO 等との連

携を図るとともに、中間支援組織（NPO・ボランティア等の活動支援や活動

調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図り、情報を共有する場を設置

するなどし、被災者のニーズや支援活動の全体像を把握するものとする。ま

た、市町は災害の状況及びボランティアの活動予定を踏まえ、片付けごみな

どの収集運搬を行うよう努める。これらの取組により、連携のとれた支援活

動を展開するよう努めるとともに、ボランティアの生活環境について配慮す

る。 

 

（４）（略） 

３～６（略） 

 

第３１節（略） 

 

第３２節 住宅の応急対策 

１（略） 

２ 実施体制 

（１）～（３）（略） 

 

 

 

 

 

 

（略） 

４～５（略） 

 

第２６節～第２９節（略） 

 

第３０節 ボランティア活動の支援 

１（略） 

２ ボランティアの受け入れ 

（１）～（２）（略） 

（３）ボランティアとの連携・協働 

   ボランティア本部及びボランティア現地本部が設置されたときは、県及び

市町は、社会福祉協議会、地元や外部から被災地入りしている NPO 等との連

携を図るとともに、災害中間支援組織（NPO・ボランティア等の活動支援や

活動調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図り、災害の状況やボラン

ティアの活動状況等に関する最新の情報を共有する場を設置するなどし、被

災者のニーズや支援活動の全体像を関係者と積極的に共有するものとする。

また、市町は災害の状況及びボランティアの活動予定を踏まえ、片付けごみ

などの収集運搬を行うよう努める。これらの取組により、連携のとれた支援

活動を展開するよう努めるとともに、ボランティアの活動環境について配慮

する。 

（４）（略） 

３～６（略） 

 

第３１節（略） 

 

第３２節 住宅の応急対策 

１（略） 

２ 実施体制 

（１）～（３）（略） 
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（４）当該市町のみでは対応できない場合は、近隣市町、県、国その他の関係機 

関の応援や民間関係団体の協力を得て実施する。 

  

  災害時における応急仮設住宅の建設に関する基本協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

３～４（略） 

 

第３３節～第３６節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）当該市町のみでは対応できない場合は、近隣市町、県、国その他の関係機 

関の応援や民間関係団体の協力を得て実施する。 

  

  災害時における応急仮設住宅の建設に関する基本協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

３～４（略） 

 

第３３節～第３６節（略） 
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第４章 復旧・復興計画 
 

第１節～第３節（略） 

 

第４節 被災者への支援 

１ 基本方針 

県、市町及び防災関係機関は、災害発生後の住民の生活の安定を図るため、 

平常時から、被災者支援の仕組みを担当する部局を明確化し、被災者支援の仕

組みの整備等に努める。 

 また、災害復旧事業の融資制度等の広報に努めるとともに、相談窓口を設置

するなど迅速な復興援助の措置を講ずる。 

加えて、各種支援制度の窓口を一元化するとともに、申請窓口での混雑が予

想される場合は、各地区の申請受付日を設定するなど、被災者の負担軽減に努

める。 

 

 

２～１０（略） 

１１ 制度の周知 

県及び市町は、被災者の早期生活再建を図るため、見守り・相談の機会や

被災者台帳等を活用したきめ細やかな支援を行うとともに、被災者が容易に

支援制度を知ることができる環境の整備に努める。 

 

 
第５節 被災者の生活確保のための緊急措置 

１（略） 

２ 被災者台帳の作成 

  市町は、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施 

状況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者の 

援護の総合的かつ効率的な実施に努める。 

県は、災害救助法に基づき被災者の救助を行ったときは、被災者台帳を作成

する市町からの要請に応じて、被災者に関する情報を提供する。 
 
 

 

 

第４章 復旧・復興計画 
 

第１節～第３節（略） 

 

第４節 被災者への支援 

１ 基本方針 

県、市町及び防災関係機関は、災害発生後の住民の生活の安定を図るため、

平常時から、被災者支援の仕組みを担当する部局を明確化し、地域の実情に応

じ、災害ケースマネジメント（一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関

係者が連携して、被災者に対するきめ細やかな支援を継続的に実施する取組）

などの被災者支援の仕組みの整備等に努める。 

また、災害復旧事業の融資制度等の広報に努めるとともに、相談窓口を設置

するなど迅速な復興援助の措置を講ずる。 

加えて、各種支援制度の窓口を一元化するとともに、申請窓口での混雑が予

想される場合は、各地区の申請受付日を設定するなど、被災者の負担軽減に努

める。 

２～１０（略） 

１１ 制度の周知 

   県及び市町は、被災者の早期生活再建を図るため、災害ケースマネジメン

トの実施等により、見守り・相談の機会や被災者台帳等を活用したきめ細や

かな支援を行うとともに、被災者が容易に支援制度を知ることができる環境

の整備に努める。 

 

第５節 被災者の生活確保のための緊急措置 

１（略） 

２ 被災者台帳の作成 

市町は、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施

状況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者の

援護の総合的かつ効率的な実施に努める。 

また、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、被災者台帳の作成にデジタ

ル技術を活用するよう積極的に検討する。 

県は、災害救助法に基づき被災者の救助を行ったときは、被災者台帳を作成

する市町からの要請に応じて、被災者に関する情報を提供する。 
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３～１０（略） 

第６節～第７節（略） 

 
 

 
第５章（略） 

３～１０（略） 

第６節～第７節（略） 

 

 

 
第５章（略） 
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参考１－４ 

石川県地域防災計画（雪害対策編）修正（案） 新旧対照表 

現       行 修   正   案 備 考 

 

 
 
 
                                

石川県地域防災計画 
 

雪害対策編 
 
 

（令和５年修正） 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                       
                                                                
 
                                                                       

石川県地域防災計画 
 

雪害対策編 
                  
 

（令和６年修正） 
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現       行 修   正   案 備 考 

 
 

第 1 章 総則 
 

第１節（略） 

 

第２節 性格及び基本理念 

１（略） 

２ 基本理念等 

（１）用語 

この計画において掲げる防災関係機関等の用語は、次に示すところによ 

る。 

ア～ウ（略） 

エ 指定地方公共機関 

  災害対策基本法第２条第６号に定める公共機関で、この計画では、次に 

定める機関とする。 

  北陸鉄道株式会社、のと鉄道株式会社、ＩＲいしかわ鉄道株式会社、 

株式会社北國新聞社、株式会社中日新聞北陸本社、北陸放送株式会社、 

石川テレビ放送株式会社、株式会社テレビ金沢、株式会社エフエム石川、 

北陸朝日放送株式会社、公益社団法人石川県医師会、公益社団法人石川県 

看護協会、石川県治水協会、一般社団法人石川県エルピーガス協会、一般 

社団法人石川県歯科医師会、公益社団法人石川県薬剤師会、公益社団法人 

石川県栄養士会 

 オ（略） 

（２）（略） 

 

第３節 県、市町及び防災関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱 

県、市町及び防災関係機関は、それぞれの所掌事務又は業務を通じて石

川県の地域に係る雪害に対する防災に寄与すべきものである。それぞれが

雪害に関して処理すべき事務又は業務の大綱は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 
 

第 1 章 総則 
 

第１節（略） 

 

第２節 性格及び基本理念 

１（略） 

２ 基本理念等 

（１）用語 

この計画において掲げる防災関係機関等の用語は、次に示すところによ 

る。 

ア～ウ（略） 

エ 指定地方公共機関 

  災害対策基本法第２条第６号に定める公共機関で、この計画では、次に 

定める機関とする。 

  北陸鉄道株式会社、のと鉄道株式会社、ＩＲいしかわ鉄道株式会社、 

株式会社北國新聞社、株式会社中日新聞北陸本社、北陸放送株式会社、 

石川テレビ放送株式会社、株式会社テレビ金沢、株式会社エフエム石川、 

北陸朝日放送株式会社、公益社団法人石川県医師会、公益社団法人石川県 

看護協会、石川県治水協会、一般社団法人石川県エルピーガス協会、一般 

社団法人石川県歯科医師会、公益社団法人石川県薬剤師会、公益社団法人 

石川県栄養士会、一般社団法人石川県建設業協会 

 オ（略） 

（２）（略） 

 

第３節 県、市町及び防災関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱 

県、市町及び防災関係機関は、それぞれの所掌事務又は業務を通じて石

川県の地域に係る雪害に対する防災に寄与すべきものである。それぞれが

雪害に関して処理すべき事務又は業務の大綱は、次のとおりとする。 
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第４節 本県の特質と既往の雪害 

１～５（略） 

６ 既往の主な雪害とその被害 

県内に特に大きな被害をもたらした豪雪・大雪として、「３８豪雪」、「５

２豪雪」、「５６豪雪」、「５９豪雪」、「６１豪雪」、「平成１３年大雪」、

「平成１８年豪雪」、「平成３０年大雪」がある。 

 

（１）～（８）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 本県の特質と既往の雪害 

１～５（略） 

６ 既往の主な雪害とその被害 

県内に特に大きな被害をもたらした豪雪・大雪として、「３８豪雪」、「５

２豪雪」、「５６豪雪」、「５９豪雪」、「６１豪雪」、「平成１３年大雪」、

「平成１８年豪雪」、「平成３０年大雪」、「令和５年大雪」、「令和５年 

１２月大雪」がある。 

（１）～（８）（略） 

 

 

 

 

 



 - 4 - 

現       行 修   正   案 備 考 

（９）令和５年大雪（令和４年１２月～２月：２０２３年） 

 ア 気象の状況 

12 月 18 日から 19 日にかけて、北陸地方の上空約 1500ｍに氷点下 9.0℃

以下の寒気が流れ込んだため、強い冬型の気圧配置となった。このため、県

内では能登を中心に大雪となり、19 日には珠洲市、穴水町、能登町に大雪

警報が発表された。19 日の最深積雪は、珠洲で 44cm、輪島で 30cm を観測し

た。樹木等への着雪により雪の重みで樹木が倒れ、電線を切断するなど停電

が発生した。また、倒れた樹木が道路をふさいで孤立集落が発生した。 

 

12 月 23 日から 25 日にかけて、北陸地方の上空約 5000 メートルには氷点

下 39 度以下の寒気が流れ込んだため、強い冬型の気圧配置となった。県内

では大雪となり、23 日には金沢市を対象に「顕著な大雪に関する気象情報」

が発表された。 

1 月 24 日から 26 日にかけて、北陸地方の上空約 5000 メートルには氷点

下 42 度以下の非常に強い寒気が流れ込んだため、強い冬型の気圧配置とな

った。県内では、冷え込みが厳しく、25 日の最低気温は、金沢で氷点下 5.1

度、輪島市三井では氷点下 8.1 度を観測した。水道管の凍結や破裂が相次ぎ、

各地で断水が発生した。 

 イ（略） 

 ウ 被害の状況【資料：危機対策課調べ】 

 

 

 

 

  死者の内訳：除雪作業中（２名） 

エ 主な雪害対策の状況【資料：前同】 

（ア）対策組織 

県：災害対策本部（12/22～12/28） 

市町：災害対策本部（3 市 1 町）  

   輪島市(12/20～12/24、1/27～1/30)、羽咋市(1/27～1/29)、 

かほく市(1/27～2/2)、宝達志水町(1/26～1/30) 

   雪害対策本部 

   金沢市(12/23～12/28) 

（イ）自衛隊の活動状況 

水道管凍結による断水のため、給水活動を実施(輪島市：1/28～1/30)  

（９）令和５年大雪（令和４年１２月～２月：２０２３年） 

 ア 気象の状況 

12 月 18 日から 19 日にかけて、北陸地方の上空約 5000m に氷点下 39.0℃

以下、1500ｍに氷点下 9.0℃以下の寒気が流れ込んだため、強い冬型の気圧

配置となった。このため、県内では能登を中心に大雪となり、19 日には珠

洲市、穴水町、能登町に大雪警報が発表された。19 日の最深積雪は、珠洲

で 44cm、輪島で 30cm を観測した。樹木等への着雪により雪の重みで樹木が

倒れ、電線を切断するなど停電が発生した。また、倒れた樹木が道路をふさ

いで孤立集落が発生した。 

12 月 23 日から 25 日にかけて、北陸地方の上空約 5000 メートルには氷点

下 39 度以下の寒気が流れ込んだため、強い冬型の気圧配置となった。県内

では大雪となり、23 日には金沢市を対象に「顕著な大雪に関する気象情報」

が発表された。 

1 月 24 日から 26 日にかけて、北陸地方の上空約 5000 メートルには氷点

下 42 度以下の非常に強い寒気が流れ込んだため、強い冬型の気圧配置とな

った。県内では、冷え込みが厳しく、25 日の最低気温は、金沢で氷点下 5.1

度、輪島市三井では氷点下 8.1 度を観測した。水道管の凍結や破裂が相次ぎ、

各地で断水が発生した。 

 イ（略） 

 ウ 被害の状況【資料：危機対策課調べ】 

 

 

 

 

  死者の内訳：除雪作業中（２名） 

エ 主な雪害対策の状況【資料：前同】 

（ウ）対策組織 

県：災害対策本部（12/22～12/28） 

市町：災害対策本部（3 市 1 町）  

   輪島市(12/20～12/24、1/27～1/30)、羽咋市(1/27～1/29)、 

かほく市(1/27～2/2)、宝達志水町(1/26～1/30) 

   雪害対策本部 

   金沢市(12/23～12/28) 

（エ）自衛隊の活動状況 

水道管凍結による断水のため、給水活動を実施(輪島市：1/28～1/30) 
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現       行 修   正   案 備 考 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７（略） 

８ 既往の主な雪害と県、市町の対策組織 

 
 
 
 
 
 

（１０）令和５年大雪（令和５年１２月：２０２３年） 

 ア 気象の状況 

12 月 22 日、日本付近は強い冬型の気圧配置となった。このため、県内で

は能登・加賀ともに大雪となり、県内全市町を対象に大雪警報が発表され、

金沢市、輪島市、七尾市、志賀町を対象に「顕著な大雪に関する気象情報」

が発表された。22 日から 23 日にかけての最深積雪は、珠洲で 59cm、輪島で

60cm、七尾 32cm、金沢 39cm、白山河内で 79cm、加賀中津原で 54cm を観測

した。樹木等への着雪により雪の重みで樹木が倒れ、電線を切断するなど停

電が発生した。また、倒れた樹木が道路をふさいで孤立集落が発生した。 

 イ 降雪量の状況【資料：金沢地方気象台調べ】 

 

 

 

 

 

 

ウ 被害の状況【資料：危機対策課調べ】 

 

 

 

 

 

エ 主な雪害対策の状況【資料：前同】 

（オ）対策組織 

県：災害対策本部（12/22～12/25） 

市町：災害対策本部（2 市町）  

   輪島市(12/22～12/25)、志賀町(12/22～12/23)  

７（略） 

８ 既往の主な雪害と県、市町の対策組織 
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現       行 修   正   案 備 考 

 
 

第２章 雪害予防計画 
 

第１節 防災知識の普及 

１～４（略） 

５ 住民の雪害に対する心構え 

（１）（略） 

（２）雪道を運転する場合は、気象状況や路面状況の急変があることも踏まえ、

車両の運転者は車内にスコップやスクレーパー、飲食料、毛布及び携帯トイ

レ等を備えておくよう心がけるものとする。 

６～７（略） 

第２節県民及び事業者等のとるべき措置 

１（略） 

２ 県民のとるべき措置 

（１）平素から次のことに留意し、災害時に備えておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（略） 

３～４（略） 

 

第３節（略） 

 

 

 
 

第２章 雪害予防計画 
 

第１節 防災知識の普及 

１～４（略） 

５ 住民の雪害に対する心構え 

（１）（略） 

（２）雪道を運転する場合は、気象状況や路面状況の急変があることも踏まえ、

車両の運転者はスタッドレスタイヤ・タイヤチェーンの装着、車内にスコッ

プ、砂、飲食料及び毛布等を備えておくよう心がけるものとする。 

６～７（略） 

第２節 県民及び事業者等のとるべき措置 

１（略） 

２ 県民のとるべき措置 

（１）平素から次のことに留意し、災害時に備えておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（略） 

３～４（略） 

 

第３節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第４節 防災ボランティアの活動環境の整備 

１ 基本方針 

（１）雪害による被害の拡大を防止するため、県、市町及び関係機関の迅速かつ

的確な対応にあわせ、住民による自主的かつきめ細やかな対応も必要であ

る。 

このため、県、市町及び関係機関は、ボランティアの防災活動が安全かつ

円滑に行われるよう活動環境の整備を図るとともに、ボランティアの自主性

を尊重しつつ、日本赤十字社、社会福祉協議会、NPO、町会（自治会）、民

生委員、防災士、災害ボランティアコーディネーターなどとの連携強化を図

るとともに、中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動調整

を行う組織）を含めた連携体制の構築を図る。 

また、大規模・広域災害発生時においても、ボランティア活動が円滑かつ

効果的に行われるようコーディネート機能の強化を図るとともに、防災ボラ

ンティア活動に対する県民の理解促進のための広報活動に努める。 

（２）県及び市町は、防災ボランティアの活動環境として、行政・NPO・ボラン

ティア等の三者で連携し、平常時の登録、、ボランティア活動や避難所運営

等に関する研修や訓練の制度、、災害時における防災ボランティア活動の受

入れや調整を行う体制、防災ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安全

確保、被災者ニーズ等の情報提供方策等について整備を推進するとともに、

そのための意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓練を通じ

て推進する。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

２～４（略） 

 

第５節～第１０節（略） 

 

第１１節 避難体制の整備 

１（略） 

第４節 防災ボランティアの活動環境の整備 

１ 基本方針 

（１）雪害による被害の拡大を防止するため、県、市町及び関係機関の迅速かつ

的確な対応にあわせ、住民による自主的かつきめ細やかな対応も必要であ

る。 

このため、県、市町及び関係機関は、ボランティアの防災活動が安全かつ

円滑に行われるよう活動環境の整備を図るとともに、ボランティアの自主性

を尊重しつつ、日本赤十字社、社会福祉協議会、NPO、町会（自治会）、民

生委員、防災士、災害ボランティアコーディネーターなどとの連携強化を図

るとともに、災害中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動

調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図る。 

また、大規模・広域災害発生時においても、ボランティア活動が円滑かつ

効果的に行われるようコーディネート機能の強化を図るとともに、防災ボラ

ンティア活動に対する県民の理解促進のための広報活動に努める。 

（２）県及び市町は、防災ボランティアの活動環境として、行政・NPO・ボラン

ティア等の三者で連携し、平常時の登録、、ボランティア活動や避難所運営

等に関する研修や訓練の制度、災害時における防災ボランティア活動の受入

れや調整を行う体制、防災ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安全確

保、被災者ニーズ等の情報提供方策等について整備を推進するとともに、そ

のための意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓練を通じて

推進する。 

また、県は、災害発生時における官民連携体制の強化を図るため、県域に 

おいて活動を行う災害中間支援組織の育成・機能強化に努める。 

（３）市町は、災害発生時における官民連携体制の強化を図るため、市町地域防

災計画等において、災害ボランティアセンターを運営する者（市町社会福祉

協議会等）との役割分担等を定めるよう努めるものとする。特に災害ボラン

ティアセンターの設置予定場所については、市町地域防災計画に明記する、

相互に協定を締結する等により、あらかじめ明確化しておくよう努めるもの

とする。 

２～４（略） 

 

第５節～第１０節（略） 

 

第１１節 避難体制の整備 

１（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

２ 指定避難所、避難路の指定等 

（１）指定避難所 

ア～カ（略） 

キ 生活必需品等の供給 

避難所には長時間滞在することも予想されるので、指定された避難所又は 

その近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、飲料水、携帯トイレ、簡

易トイレ、医薬品、マスク、消毒液、段ボールベッド、パーティション等避

難生活に必要な物資や新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策に必要

な物資等の備蓄に努めること。備蓄品の調達にあたっては、要配慮者、女性、

子供にも配慮する。 

また、避難所において、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、

マット、備蓄倉庫、非常用電源（再生可能エネルギーによる発電や蓄電池の

活用を含む。）、衛星携帯電話等の通信機器等のほか、空調、洋式トイレな

ど高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等の要配慮者にも配慮した施設・設備や

相談等の支援を受けることができる体制の整備し、必要に応じ指定避難所の

電力容量の拡大に努めること。 

（略） 

（新設） 

 

 

 

ク～ソ（略） 

（２）（略） 

３～８（略） 

 

第１２節 要配慮者対策 

１（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定避難所、避難路の指定等 

（１）指定避難所 

ア～カ（略） 

キ 生活必需品等の供給 

  避難所には長時間滞在することも予想されるので、指定された避難所又は

その近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、飲料水、携帯トイレ、簡

易トイレ、医薬品、マスク、消毒液、段ボールベッド、パーティション等避

難生活に必要な物資や新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策に必要

な物資等の備蓄に努めること。備蓄品の調達にあたっては、要配慮者、女性、

子供にも配慮する。 

また、避難所において、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、

マット、ガス設備、備蓄倉庫、非常用電源（再生可能エネルギーによる発電

や蓄電池の活用を含む。）、衛星携帯電話等の通信機器等のほか、空調、洋

式トイレなど高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等の要配慮者にも配慮した施

設・設備や相談等の支援を受けることができる体制の整備し、必要に応じ指

定避難所の電力容量の拡大に努めること。 

（略） 

  災害時におけるウォーターサーバー機器設置等の応急対策の協力に関する協定 

   

 

 

ク～ソ（略） 

（２）（略） 

３～８（略） 

 

第１２節 要配慮者対策 

１（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

２ 在宅の要配慮者への配慮 

（１）（略） 

（２）避難行動要支援者の個別避難計画の策定等 

 ア 市町は、市町地域防災計画に基づき、防災担当部局や福祉担当部局など

関係部局の連携の下、福祉専門職、社会福祉協議会、民生委員、地域住民等

の避難支援等に携わる関係者と連携して、避難行動要支援者名簿の情報に係

る避難行動要支援者ごとに、作成の同意を得て、個別避難計画を作成するよ

う努める。 

特に、市町レベルでの避難支援の対象者の範囲、避難行動要支援者情報の

収集・共有の方法、避難支援体制など避難行動要支援者対策の取り組み方針

を明らかにした個別避難計画の全体計画を早期に作成する。 

また、個別避難計画については、避難行動要支援者の状況の変化、ハザー

ドマップの見直しや更新、災害時の避難方法等の変更等を適切に反映したも

のとなるよう、必要に応じて更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生じ

た場合においても、計画の活用に支障が生じないよう、個別避難計画情報の

適切な管理に努める。 

 

 

（新設） 

 

 

 イ（略） 

 ウ 市町は、市町村地域防災計画に定めるところにより、消防機関、都道府県

警察、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織など避難支援等

に携わる関係者に対し、避難行動要支援者本人及び避難支援等実施者の同

意、または、当該市町村の条例の定めがある場合には、あらかじめ個別避難

計画を提供する。 

また、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達

体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図る。

その際、個別避難計画情報の漏えいの防止等必要な措置を講じる。 

 

 エ（略） 

（新設） 

 

（３）～（８）（略） 

２ 在宅の要配慮者への配慮 

（１）（略） 

（２）避難行動要支援者の個別避難計画の策定等 

 ア 市町は、市町地域防災計画に基づき、防災担当部局や福祉担当部局など関

係部局の連携の下、福祉専門職、社会福祉協議会、民生委員、地域住民、Ｎ

ＰＯ等の避難支援等に携わる関係者と連携して、避難行動要支援者名簿の情

報に係る避難行動要支援者ごとに、作成の同意を得て、個別避難計画を作成

するよう努める。 

特に、市町レベルでの避難支援の対象者の範囲、避難行動要支援者情報の

収集・共有の方法、避難支援体制など避難行動要支援者対策の取り組み方針

を明らかにした個別避難計画の全体計画を早期に作成する。この場合、例え

ば積雪寒冷地における積雪や凍結といった地域特有の課題に留意するもの

とする。 

また、個別避難計画については、避難行動要支援者の状況の変化、ハザー

ドマップの見直しや更新、災害時の避難方法等の変更等を適切に反映したも

のとなるよう、必要に応じて更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生じ

た場合においても、計画の活用に支障が生じないよう、個別避難計画情報の

適切な管理に努める。 

 イ 市町は、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、避難行動要支援者名簿

及び個別避難計画の作成等にデジタル技術を活用するよう積極的に検討するも

のとする。 

ウ（略） 

エ 市町は、市町村地域防災計画に定めるところにより、消防機関、都道府県

警察、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織など避難支援等

に携わる関係者に対し、避難行動要支援者本人及び避難支援等実施者の同

意、または、当該市町村の条例の定めがある場合には、あらかじめ個別避難

計画を提供する。 

また、個別避難計画の実効性を確保する観点等から、多様な主体の協力を

得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否

確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図る。その際、個別避難計画情報

の漏えいの防止等必要な措置を講じる。 

 オ（略） 

 カ 県は、市町における個別避難計画に係る取組に関して、事例や留意点など 

の提示、研修会の実施等の取組を通じた支援に努める。 

（３）～（８）（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

（９）福祉避難所の指定 

市町は、高齢者や障害者、医療的ケアを必要とする者等は避難所内の一般 

避難スペースでは健康の維持・確保が困難な要素が多いことから、地区ごと 

の福祉避難所の指定を進める。 

ア～エ（略） 

（新設） 

 

また、受入れを想定していない避難者が避難してくることがないよう、必 

要に応じて、福祉避難所を指定する際に、受入れ対象者を特定して公示する 

ほか、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前に調整の上、個別避難計 

画等により、要配慮者が、避難が必要となった際に福祉避難所へ直接避難す 

ることができるよう努める。 

（１０）～（１１） 

３～４（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

第１３節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

（９）福祉避難所の指定 

   市町は、高齢者や障害者、医療的ケアを必要とする者等は避難所内の一般 

避難スペースでは健康の維持・確保が困難な要素が多いことから、地区ごと 

の福祉避難所の指定を進める。 

ア～エ（略） 

オ 要配慮者に対して円滑な情報伝達ができるよう、多様な情報伝達手段の確 

保に努めるものとする。 

また、受入れを想定していない避難者が避難してくることがないよう、必 

要に応じて、福祉避難所を指定する際に、受入れ対象者を特定して公示する 

ほか、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前に調整の上、個別避難計 

画等により、要配慮者が、避難が必要となった際に福祉避難所へ直接避難す 

ることができるよう努める。 

（１０）～（１１） 

３～４（略） 

５ 障害者に対する情報伝達等 

  県及び市町は、障害の種類及び程度に応じて障害者が防災及び防犯に関する

情報を迅速かつ確実に取得することができるようにするため、体制の整備充

実、設備又は機器の設置の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。 

  また、障害の種類及び程度に応じて障害者が緊急の通報を円滑な意思疎通に

より迅速かつ確実に行うことができるようにするため、多様な手段による緊急

の通報の仕組みの整備の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 

第１３節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

第１４節 医療体制の整備 

１ 基本方針 

（略） 

体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 医療救護体制の整備 

（１）県 

ア～オ（略） 

カ 県は、医療救護活動に関する次の調整組織の設置について定めておく。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ～サ（略） 

（２）市町 

 ア～ウ 

第１４節 医療体制の整備 

１ 基本方針 

（略） 

体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 医療救護体制の整備 

（１）県  

ア～オ（略） 

カ 県は、医療救護活動に関する次の調整組織の設置について定めておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ～サ（略） 

（２）市町 

 ア～ウ 
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現       行 修   正   案 備 考 

 エ 市町は、円滑な医療救護活動を実施するため、あらかじめ責任者を定める

とともに、県が設置する地域医療救護活動支援室への当該責任者の参加及び

連携について定めておく。 

 オ～ク（略） 

（３）～（７）（略） 

３ 情報連絡体制 

（１）医療救護活動に係る情報連絡体制  

 ア 県は、災害医療支援室、ＤＭＡＴ活動支援室、地域医療救護活動支援室、

ＤＭＡＴ活動拠点連絡会、医療救護班等連絡会相互の情報連絡体制を整備し

ておく。 

 イ 県は、医療救護班間の情報共有ルールを整備しておく。 

 ウ～エ（略） 

（２）～（３） 

４ 災害医療支援室等の設置及び運営に関する訓練等 

 県は、関係機関の協力を得ながら、災害時において医療救護活動が円滑に行わ 

れるよう、平常時から、災害医療支援室、ＤＭＡＴ活動支援室、地域医療救護活 

動支援室、ＤＭＡＴ活動拠点連絡会及び医療救護班等連絡会の設置、運営等に関 

する研修や訓練の実施に努める。 

５（略） 

 

第１５節～第２１節（略） 

 

第２２節 建築物等災害予防 

１～４（略） 

（新設） 

 

 

 

 

第２３節～第２７節（略） 

 
 
 
 
 

 エ 市町は、円滑な医療救護活動を実施するため、あらかじめ責任者を定める

とともに、県が設置する地域保健医療福祉調整本部への当該責任者の参加及

び連携について定めておく。 

オ～ク（略） 

（３）～（７）（略） 

３ 情報連絡体制 

（１）医療救護活動に係る情報連絡体制  

 ア 県は、保健医療福祉調整本部、ＤＭＡＴ調整本部、地域保健医療福祉調整

本部、ＤＭＡＴ活動拠点本部相互の情報連絡体制を整備しておく。 

 イ 県は、ＤＭＡＴ、医療救護班間の情報共有ルールを整備しておく。 

 

ウ～エ（略） 

（２）～（３） 

４ 保健医療福祉調整本部等の設置及び運営に関する訓練等 

  県は、関係機関の協力を得ながら、災害時において医療救護活動が円滑に行

われるよう、平常時から、保健医療福祉調整本部、ＤＭＡＴ調整本部、地域保

健医療福祉調整本部、ＤＭＡＴ活動拠点本部の設置、運営等に関する研修や訓

練の実施に努める。 

５（略） 

 

第１５節～～２１節（略） 

 

第２２節 建築物等災害予防 

１～４（略） 

５ 県及び市町は、所有者不明土地を活用した防災空地、備蓄倉庫等の整備、災 

害発生のおそれのある所有者不明土地の管理不全状態の解消等、所有者不明土

地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づく措置を活用した防災対策を

推進するものとする。 

 

第２３節～第２４節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

 
 

第３章 雪害応急対策計画 
 

第１節 初動体制の確立 

１～９（略） 

１０ 受援体制の確立 

（１）～（５）（略） 

（６）各種団体に対する応援要請 

知事は、災害応急対策を実施するため、必要があると認めるときは、次の

応援協定に基づき、各種団体に対して、応援を要請する。 

（新設） 

 

 

 

 

ア～イ（略） 

ウ 災害時の医療救護に関する協定 

（本章第 15 節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

 

 

 

 

エ～オ(略) 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第３章 雪害応急対策計画 
 

第１節 初動体制の確立 

１～９（略） 

１０ 受援体制の確立 

（１）～（５）（略） 

（６）各種団体に対する応援要請 

知事は、災害応急対策を実施するため、必要があると認めるときは、次の

応援協定に基づき、各種団体に対して、応援を要請する。 

 ア 災害時等における無人航空機による情報収集等に関する協定 

（本章第６節「雪害情報の収集・伝達」参照） 

 

 

 

イ～ウ（略） 

エ 災害時の医療救護に関する協定 

（本章第 15 節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

 

 

 

 

 オ～カ(略) 

キ 災害時における救護活動に関する協定 

（本章第 15 節「災害医療及び救急医療」参照） 
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現       行 修   正   案 備 考 

(新設) 

 

 

 

 

 

カ～サ（略） 

シ 災害時における応急対策工事に関する基本協定 

 

 

 

 

 

ス（略） 

（新設） 

 

 

セ～ヘ 

（新設） 

 

 

 

 

ホ～ミ 

ム 災害時における応急仮設住宅の建設に関する基本協定 

（本章第 27 節「住宅の応急対策」参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ク 災害時のリハビリテーション支援活動に関する協定 

（本章第 15 節「災害医療及び救急医療」参照） 

 

 

 

 

ケ～セ（略） 

ソ 災害時における応急対策工事に関する基本協定 

 

 

 

 

 

タ（略） 

チ 災害時の応援業務に関する協定 

 

 

ツ～ム 

メ 災害時における上下水道施設等の技術支援協力に関する協定 

（本章第 28 節「ライフライン施設の応急対策」参照） 

 

 

 

 モ～ユ 

ヨ 災害時における応急仮設住宅の建設に関する基本協定 

（本章第 27 節「住宅の応急対策」参照） 
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現       行 修   正   案 備 考 

メ～ヤ（略） 

（７）～（８）（略） 

１１～１２（略） 

 

第２節～第５節（略） 

 

第６節 雪害情報の収集・伝達 

１（略） 

２ 情報収集体制及び伝達系統の確立 

（１）被害規模に関する概括的情報の収集、連絡 

ア 県 

県は、市町等から情報を収集するとともに、119 番通報に係る状況等の

情報を含めて、災害規模に関する概括的情報を把握し、特に、市町が報告

を行うことができなくなったときは、被災地への職員派遣、ヘリコプター、

無人航空機等の機材や各種通信手段の効果的活用等により、あらゆる手段

を尽くして積極的に情報収集を行い、次の被害規模の雪害については、消

防庁に報告する。また、必要に応じ、関係省庁及び関係地方公共団体に報

告する。 

（ア）～（イ）（略） 

（新設） 

 

 イ～ウ（略） 

（２）～（８）（略） 

３（略） 

 

第７節 通信手段の確保 

１ 基本方針 

県、市町及び防災関係機関は、雪害時において応急対策に必要な指示、命令、

報告等の災害情報の迅速かつ的確な収集、伝達を行うため、通信施設の適切な

利用を図る。 

 

 

 

 

 

ワ～ン（略） 

（７）～（８）（略） 

１１～１２（略） 

 

第２節～第５節（略） 

 

第６節 雪害情報の収集・伝達 

１（略） 

２ 情報収集体制及び伝達系統の確立 

（１）被害規模に関する概括的情報の収集、連絡 

ア 県 

県は、市町等から情報を収集するとともに、119 番通報に係る状況等の

情報を含めて、災害規模に関する概括的情報を把握し、特に、市町が報告

を行うことができなくなったときは、被災地への職員派遣、ヘリコプター、

無人航空機等の機材や各種通信手段の効果的活用等により、あらゆる手段

を尽くして積極的に情報収集を行い、次の被害規模の雪害については、消

防庁に報告する。また、必要に応じ、関係省庁及び関係地方公共団体に報

告する。 

（ア）～（イ）（略） 

 

 

 イ～ウ（略） 

（２）～（８）（略） 

３（略） 

 

第７節 通信手段の確保 

１ 基本方針 

県、市町及び防災関係機関は、雪害時において応急対策に必要な指示、命令、

報告等の災害情報の迅速かつ的確な収集、伝達を行うため、通信施設の適切な

利用を図る。 

  また、情報通信施設の災害に対する安全性の確保及び停電対策、情報通信施

設の危険分散、通信路の多ルート化、通信ケーブル・ＣＡＴＶケーブルの地中

化の促進、無線を活用したバックアップ対策、デジタル化の促進、定期的な訓

練等を通じた平常時からの連携体制の構築等による防災対策の推進並びに災

害時通信技術及び周波数有効利用技術の研究開発の推進等を図る。 
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現       行 修   正   案 備 考 

２ 通信手段の利用方法等 

（１）（略） 

（２）非常通信 

ア 専用通信施設の利用 

県、市町及び防災関係機関は、電気通信事業用設備の利用が不可能となり、

かつ、通信が緊急を要する場合は、災害対策基本法第 57 条及び第 79 条、

災害救助法第 28 条、水防法第 27 条、消防組織法第 41 条の規定により、

他の機関が設備する有線電気通信設備又は無線通信設備を利用することが

できる。 

通信施設が優先利用できる機関及び優先利用する者は、次の協定及び北陸

地方非常通信協議会を構成する石川県に所在する機関とする。 

（ア）（略） 

（イ）北陸地方非常通信協議会を構成する石川県に所在する機関名 

（略） 

 

 

 

 

（略） 

 イ～エ（略） 

（３）～（８）（略） 

３（略） 

 

第８節 消防防災ヘリコプターの活用等 

１～５（略） 

６ 航空機の運用調整 

  県は、航空機を最も有効適切に活用するため、情報収集、救助・救急、消火、

医療等の各種活動のための航空機の運用に関し、災害対策本部内に航空機の運

用を調整する部署（航空運用調整班）を設置し、現地対策本部と連携して必要

な調整を行う。 

  航空運用調整班は、防災関係機関の航空機運用関係者などの参画を得て、各

機関の航空機の安全・円滑な運用を図るため、活動エリアや任務の調整などを

行う。また、必要に応じ自衛隊による局地情報提供に関する調整を行う。 

 

 

２ 通信手段の利用方法等 

（１）（略） 

（２）非常通信 

ア 専用通信施設の利用 

県、市町及び防災関係機関は、電気通信事業用設備の利用が不可能となり、

かつ、通信が緊急を要する場合は、災害対策基本法第 57 条及び第 79 条、

災害救助法第 28 条、水防法第 27 条、消防組織法第 41 条の規定により、

他の機関が設備する有線電気通信設備又は無線通信設備を利用することが

できる。 

通信施設が優先利用できる機関及び優先利用する者は、次の協定及び北陸

地方非常通信協議会を構成する石川県に所在する機関とする。 

（ア）（略） 

（イ）北陸地方非常通信協議会を構成する石川県に所在する機関名 

（略） 

 

 

 

 

（略） 

 イ～エ（略） 

（３）～（８）（略） 

３（略） 

 

第８節 消防防災ヘリコプターの活用等 

１～５（略） 

６ 航空機の運用調整 

県は、航空機を最も有効適切に活用するため、情報収集、救助・救急、消火、

医療等の各種活動のための航空機及び無人航空機の運用に関し、災害対策本部

内に航空機の運用を調整する部署（航空運用調整班）を設置し、現地対策本部

と連携して必要な調整を行う。 

  航空運用調整班は、輻輳する航空機の安全確保及び航空機による災害応急対

策活動の円滑化を図るため、必要に応じて、国土交通省に対して航空情報（ノ

ータム）の発行を依頼するとともに、防災関係機関の航空機運用関係者などの

参画を得て、無人航空機等の飛行から各機関の航空機の安全・円滑な運用を図

るため、活動エリアや任務の調整などを行う。必要に応じ、自衛隊による局地
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現       行 修   正   案 備 考 

 

  また、災害応急対策に従事する航空機の安全確保を図るため、必要に応じて、

国土交通省に対して緊急用務空域の指定を依頼する。なお、同空域が指定され

た際には、指定公共機関、報道機関等からの無人航空機の飛行許可申請に係る

調整を行う。 

 

第９節～第１２節（略） 

 

第１３節 避難誘導等 

１～６（略） 

７ 避難所の開設及び運営 

（１）市町 

 ア～エ 

オ 避難所の運営 

〇 市町は、自主防災組織の会長や地域住民及び避難所となった学校等施設 

の管理者、避難所運営について専門性を有したＮＰＯ・ボランティア等の 

外部支援者等の協力を得て避難所を管理運営する。運営に当たっては各 

主体の役割分担を明確化し、避難者に過度の負担がかからないよう配慮 

しつつ、避難者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に 

早期に移行できるよう、その立ち上げを支援する。 

 

 

 

（略） 

○ 市町及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保 

 のために、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換に努 

める。 

 

（略） 

 

カ～サ（略） 

（新設） 

 

 

 

情報提供に関する調整を行う。 

  また、災害応急対策に従事する航空機の安全確保を図るため、必要に応じて、

国土交通省に対して緊急用務空域の指定を依頼する。なお、同空域が指定され

た際には、指定公共機関、報道機関等からの無人航空機の飛行許可申請に係る

調整を行う。 

 

第９節～第１２節（略） 

 

第１３節 避難誘導等 

１～６（略） 

７ 避難所の開設及び運営 

（１）市町 

 ア～エ 

オ 避難所の運営 

○ 市町は、自主防災組織の会長や地域住民及び避難所となった学校等施設 

 の管理者、避難所運営について専門性を有したＮＰＯ・ボランティア等の 

外部支援者等の協力を得て避難所を管理運営する。運営に当たっては各 

主体の役割分担を明確化し、避難者に過度の負担がかからないよう配慮 

しつつ、避難者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に 

早期に移行できるよう、その立ち上げを支援する。 

この際、避難生活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材に 

対して協力を求めるなど、地域全体で避難者を支えることができるよう 

留意する。 

（略） 

○ 市町及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保 

 のために、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換や避難 

生活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材の確保・育成に努 

める。 

（略） 

 

カ～サ（略） 

シ 性的マイノリティへの配慮 

  男女別だけでなく、性的マイノリティへの配慮も必要であることに留意 

し、トイレや着替えスペースでのプライバシーの保護などに努めるものと 

する。また、当事者への相談窓口情報の提供を行うよう努める。 
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シ～セ（略） 

（２）（略） 

８～１０（略） 

  

第１４節（略） 

 

第１５節 災害医療及び救急医療 

１～２（略） 

３ ＤＭＡＴ・医療救護班派遣・受入体制 

（１）（略） 

（２）県 

ア 災害医療支援室の設置 

（ア）県は、必要に応じて、県災害対策本部の下に、災害医療支援室を設置

し、的確な医療救護活動を行うため、被災地内の病院の被害状況等を広

域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）及び市町等から把握する。 

  

 （イ）（略） 

  イ（略） 

  ウ ＤＭＡＴの派遣 

  （ア）～（イ）（略） 

  （ウ）県は、必要に応じて、災害医療支援室の下にＤＭＡＴ活動支援室を設

置する。 

  （エ）県は、必要に応じて、ＤＭＡＴの活動拠点（災害拠点病院・ＳＣＵ等）

ごとにＤＭＡＴ活動拠点連絡会を設置する。 

 エ 医療救護班の派遣 

  （ア）災害医療支援室は、地域の医療ニーズを的確に把握し、医療救護班の

受入れ・派遣について、派遣元の医療関係団体と被災地域等との調整を

行う。その際、災害医療コーディネーター及び災害時小児周産期リエゾ

ンから、適宜助言及び支援を受ける。 

  （イ）災害医療支援室は、地域医療救護活動支援室からの要請に基づき、公

益社団法人石川県医師会等の医療関係団体、大学病院、独立行政法人国

立病院機構、公的病院及び日本赤十字社石川県支部等へ医療救護班の派

遣を要請する。 

 

 

ス～ソ（略） 

（２）（略） 

８～１０（略） 

 

第１４節（略） 

 

第１５節 災害医療及び救急医療 

１～２（略） 

３ ＤＭＡＴ・医療救護班派遣・受入体制 

（１）（略） 

（２）県 

  ア 保健医療福祉調整本部の設置 

  （ア）県は、必要に応じて、県災害対策本部の下に、保健医療福祉調整本部

を設置し、的確な医療救護活動を行うため、被災地内の病院の被害状況

等を広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）及び市町等から把握

する。 

  （イ）（略） 

  イ（略） 

ウ ＤＭＡＴの派遣 

（ア）～(イ)(略)  

(ウ)県は、必要に応じて、保健医療福祉調整本部の下にＤＭＡＴ調整本部

を設置する。 

  （エ）県は、必要に応じて、ＤＭＡＴの活動拠点（災害拠点病院等）ごとに

ＤＭＡＴ活動拠点本部を設置する。 

  エ 医療救護班の派遣 

  （ア）保健医療福祉調整本部は、地域の医療ニーズを的確に把握し、医療救

護班の受入れ・派遣について、派遣元の医療関係団体と被災地域等との

調整を行う。その際、災害医療コーディネーター及び災害時小児周産期

リエゾンから、適宜助言及び支援を受ける。 

  （イ）保健医療福祉調整本部は、地域保健医療福祉調整本部からの要請に基

づき、公益社団法人石川県医師会等の医療関係団体、大学病院、独立行

政法人国立病院機構、公的病院及び日本赤十字社石川県支部等へ医療救

護班の派遣を要請する。 
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（ウ）医療救護活動に関して、県のみでは十分な対応ができない場合、県は、

広域応援県市に応援を要請するほか、必要に応じ、他の都道府県、日本

医師会（ＪＭＡＴ）、日本赤十字社、独立行政法人地域医療機能推進機

構、国立病院機構、大学病院、日本病院会、全日本病院協会、日本歯科

医師会、日本薬剤師会、日本看護協会等の医療関係団体に、医療救護班

の派遣を要請する。 

（エ）県は、必要に応じて、地域別に、地域医療救護活動支援室を設置し、

災害医療支援室や市町から派遣された医療救護班、自主的に集合した医

療救護班等の配置調整等を行う。 

（オ）県は、必要に応じて、医療救護班や石川ＤＰＡＴ等の医療救護活動に

当たるチーム間で情報を共有し、円滑な医療救護活動を実施するため、

医療救護班等連絡会を設置する。 

オ～カ（略） 

（３）石川ＤＭＡＴ指定病院 

  ア～ウ（略） 

  エ ＤＭＡＴの業務内容 

（新設） 

 

    （ア）～（エ）（略） 

  オ（略） 

（４）～（１０）（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）医療救護活動に関して、県のみでは十分な対応ができない場合、県は、

広域応援県市に応援を要請するほか、必要に応じ、他の都道府県、日本

医師会（ＪＭＡＴ）、日本赤十字社、独立行政法人地域医療機能推進機

構、国立病院機構、大学病院、日本病院会、全日本病院協会、日本災害

歯科支援チーム（ＪＤＡＴ）、日本薬剤師会、日本看護協会等の医療関

係団体に、医療救護班の派遣を要請する。 

（エ）県は、必要に応じて、地域別に、地域保健医療福祉調整本部を設置し、

保健医療福祉調整本部や市町から派遣された医療救護班、自主的に集合

した医療救護班等の配置調整等を行う。 

（オ）地域保健医療福祉調整本部は、円滑な医療救護活動を実施するため、

医療救護班や石川ＤＰＡＴ等の医療救護活動に当たるチーム間で情報

を共有できる体制を構築する。 

オ～カ（略） 

（３）石川ＤＭＡＴ指定病院 

  ア～ウ（略） 

  エ ＤＭＡＴの業務内容 

  （ア）保健医療福祉調整本部やＤＭＡＴ活動拠点本部等での活動（本部 

活動） 

    （イ）～（オ）（略） 

  オ（略） 

（４）～（１０）（略） 

（１１）公益社団法人石川県柔道整復師会、公益社団法人石川県鍼灸マッサージ

師会、公益社団法人石川県鍼灸師会 

公益社団法人石川県柔道整復師会、公益社団法人石川県鍼灸マッサージ

師会、公益社団法人石川県鍼灸師会は、県から「災害時における救護活動

に関する協定書」に基づく救護活動員の派遣要請があったときは、救護活

動員を派遣し、軽症患者への応急処置や避難者へのマッサージ、はり、き

ゅう等の施術提供などを実施する。 

 

災害時における救護活動に関する協定 
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４～５（略） 

６ 重症患者等の搬送体制 

（１）（略） 

（２）搬送の実施 

  ア（略） 

  イ 重症患者が多数発生するなどヘリコプター等による患者等の搬送が必

要となった場合は、ＳＣＵを設置するものとし、地域医療救護活動支援室

は、航空機等の運用を調整する部門に必要な搬送手段の確保等を要請す

る。 

    ただし、患者搬送において、ドクターヘリ以外のヘリコプター使用につ

いては、「第８節 消防防災ヘリコプターの活用等」及び「第１２節 自

衛隊の災害派遣」に準ずる。 

７～１２（略） 

 

第１６節 健康管理活動 

１～３（略） 

４ 健康管理活動 

（１）～（２）（略） 

（３） 健康管理活動にあたっては、各地域に設置された地域医療救護活動支援室

内に設置する医療救護班等連絡会に参画し、連携協力して実施するととも

に、活動により把握した健康情報は医療救護班等連絡会に集約する。 

 

第１７節～第２１節（略） 

 

 

（１２）石川県災害リハビリテーション支援関連団体協議会 

石川県災害リハビリテーション支援関連団体協議会は、県から「災害時

のリハビリテーション支援活動に関する協定書」に基づく支援チームの派

遣要請があったときは、支援チームを派遣し、被災者、要支援者等の生活

不活性化等を防ぐため、避難所等の生活環境の改善などを実施する。 

 

   災害時のリハビリテーション支援活動に関する協定 

 

 

 

４～５（略） 

６ 重症患者等の搬送体制 

（１）（略） 

（２）搬送の実施 

  ア（略） 

  イ 重症患者が多数発生するなどヘリコプター等による患者等の搬送が必

要となった場合は、ＳＣＵを設置するものとし、保健医療福祉調整本部等

は、航空機等の運用を調整する部門に必要な搬送手段の確保等を要請す

る。 

    ただし、患者搬送において、ドクターヘリ以外のヘリコプター使用につ

いては、「第８節 消防防災ヘリコプターの活用等」及び「第１２節 自

衛隊の災害派遣」に準ずる。 

７～１２（略） 

 

第１６節 健康管理活動 

１～３（略） 

４ 健康管理活動  

（１）～（２）（略） 

（３）健康管理活動にあたっては、各地域に設置された地域保健医療福祉調整本

部内に参画し、連携協力して実施するとともに、活動により把握した健康情

報を集約する。 

 

第１７節～第２１節（略） 
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第２２節 生活必需品の供給 

１～２（略） 

３ 生活必需品等の確保 

（１）必要量の把握 

 ア（略） 

 イ 被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、

時宜を得た物資の調達に留意する。また、避難所における感染症拡大防止に

必要な物資をはじめ、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど被災地の実情

を考慮するとともに、要配慮者等のニーズや、男女のニーズの違いに配慮す

る。 

 ウ（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２２節 生活必需品の供給 

１～２（略） 

３ 生活必需品等の確保 

（１）必要量の把握 

 ア（略） 

 イ 被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、

時宜を得た物資の調達に留意する。また、避難所における感染症拡大防止に

必要な物資をはじめ、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど被災地の実情

を考慮するとともに、要配慮者等のニーズや、男女のニーズの違いに配慮す

る。 

 ウ（略） 
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（２）情報の提供 

   県及び市町は、必要に応じて被災者に対し確保状況等の情報を提供する。 

 生活必需品の確保に関する協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

４～５（略） 

（２）情報の提供 

   県及び市町は、必要に応じて被災者に対し確保状況等の情報を提供する。 

 生活必需品の確保に関する協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

４～５（略） 



 - 23 - 

現       行 修   正   案 備 考 

第２３節～第２４節（略） 

 

第２５節 ボランティア活動の支援 

１（略） 

２ ボランティアの受け入れ 

（１）～（２）（略） 

（３）ボランティアとの連携・協働 

ボランティア本部及びボランティア現地本部が設置されたときは、県及び

市町は、社会福祉協議会、地元や外部から被災地入りしている NPO 等との連

携を図るとともに、中間支援組織（NPO・ボランティア等の活動支援や活動

調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図り、情報を共有する場を設置

するなどし、被災者のニーズや支援活動の全体像を把握するものとする。ま

た、市町は災害の状況及びボランティアの活動予定を踏まえ、片付けごみな

どの収集運搬を行うよう努める。これらの取組により、連携のとれた支援活

動を展開するよう努めるとともに、ボランティアの生活環境について配慮す

る。 

 

（４）（略） 

３～６（略） 

 

第２６節 

 

第２７節 住宅の応急対策 

１（略） 

２ 実施体制 

（１）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２３節～第２４節（略） 

 

第２５節 ボランティア活動の支援 

１（略） 

２ ボランティアの受け入れ 

（１）～（２）（略） 

（３）ボランティアとの連携・協働 

   ボランティア本部及びボランティア現地本部が設置されたときは、県及び

市町は、社会福祉協議会、地元や外部から被災地入りしている NPO 等との連

携を図るとともに、災害中間支援組織（NPO・ボランティア等の活動支援や

活動調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図り、災害の状況やボラン

ティアの活動状況等に関する最新の情報を共有する場を設置するなどし、被

災者のニーズや支援活動の全体像を関係者と積極的に共有するものとする。

また、市町は災害の状況及びボランティアの活動予定を踏まえ、片付けごみ

などの収集運搬を行うよう努める。これらの取組により、連携のとれた支援

活動を展開するよう努めるとともに、ボランティアの活動環境について配慮

する。 

（４）（略） 

３～６（略） 

 

第２６節（略） 

 

第２７節 住宅の応急対策 

１（略） 

２ 実施体制 

（１）（略） 
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（２）当該市町のみでは対応できない場合は、近隣市町、県、国その他の関係 

  機関の応援や民間関係団体の協力を得て実施する。 

  

  災害時における応急仮設住宅の建設に関する基本協定 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

（略） 

３～４（略） 

 

第２８節 ライフライン施設の応急対策 

１～４（略） 

５ 水道施設 

  水道事業者は、水道に被害が生じた場合は、次の措置を講ずる。 

（１）～（５）（略） 

（６）応援体制 

大規模な雪害により、事業者単独で復旧が困難な場合は、他事業者の応援 

を求める。 

（新設） 

 

 

 

 

 

６ 下水道施設 

  下水道事業者は、次の措置を講ずる。 

（１）～（７）（略） 

 

（２）当該市町のみでは対応できない場合は、近隣市町、県、国その他の関係 

  機関の応援や民間関係団体の協力を得て実施する。 

 

  災害時における応急仮設住宅の建設に関する基本協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

３～４（略） 

 

第２８節 ライフライン施設の応急対策 

１～４（略） 

５ 水道施設 

  水道事業者は、水道に被害が生じた場合は、次の措置を講ずる。 

（１）～（５）（略） 

（６）応援体制 

大規模な雪害により、事業者単独で復旧が困難な場合は、他事業者の応援 

を求める。 

◯「災害時における上下水道施設等の技術支援協力に関する協定 

     （令和 6 年 1 月 1 日）」 

 

 

 

 

６ 下水道施設 

  下水道事業者は、次の措置を講ずる。 

（１）～（７）（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

（８）応援体制 

被害が甚大で応援が必要な場合は、次による。 

◯「下水道事業における災害時支援に関するルール（平成 8 年 1 月）」 

◯「下水道事業災害時中部ブロック支援に関するルール 

（平成 20 年 7 月 15 日）」 

◯「石川県下水道等災害時における相互支援ルール（平成 9 年 4 月）」 

（新設） 

 

 

 

 

 

第２９節～第３２節（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）応援体制 

被害が甚大で応援が必要な場合は、次による。 

◯「下水道事業における災害時支援に関するルール（平成 8 年 1 月）」 

◯「下水道事業災害時中部ブロック支援に関するルール 

（平成 20 年 7 月 15 日）」 

◯「石川県下水道等災害時における相互支援ルール（平成 9 年 4 月）」 

◯「災害時における上下水道施設等の技術支援協力に関する協定 

     （令和 6 年 1 月 1 日）」 

 

 

 

 

第２９節～第３２節（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

 

 

第４章 復旧・復興計画 
 

第１節～第４節（略） 

 

第５節 被災者への支援 

１ 基本方針 

県、市町及び防災関係機関は、災害発生後の住民の生活の安定を図るため、 

平常時から、被災者支援の仕組みを担当する部局を明確化し、被災者支援の仕

組みの整備等に努める。 

 また、災害復旧事業の融資制度等の広報に努めるとともに、相談窓口を設置

するなど迅速な復興援助の措置を講ずる。 

加えて、各種支援制度の窓口を一元化するとともに、申請窓口での混雑が予

想される場合は、各地区の申請受付日を設定するなど、被災者の負担軽減に努

める。 

 

 

２～９（略） 

１０ 制度の周知 

県及び市町は、被災者の早期生活再建を図るため、見守り・相談の機会や

被災者台帳等を活用したきめ細やかな支援を行うとともに、被災者が容易に

支援制度を知ることができる環境の整備に努める。 

 

 

第６節（略） 

 
第７節 被災者の生活確保のための緊急措置 

１（略） 

 

 

 

 

 

 

 
 

第４章 復旧・復興計画 
 

第１節～第４節（略） 

 

第５節 被災者への支援 

１ 基本方針 

県、市町及び防災関係機関は、災害発生後の住民の生活の安定を図るため、

平常時から、被災者支援の仕組みを担当する部局を明確化し、地域の実情に応

じ、災害ケースマネジメント（一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関

係者が連携して、被災者に対するきめ細やかな支援を継続的に実施する取組）

などの被災者支援の仕組みの整備等に努める。 

また、災害復旧事業の融資制度等の広報に努めるとともに、相談窓口を設置

するなど迅速な復興援助の措置を講ずる。 

加えて、各種支援制度の窓口を一元化するとともに、申請窓口での混雑が予

想される場合は、各地区の申請受付日を設定するなど、被災者の負担軽減に努

める。 

２～９（略） 

１０ 制度の周知 

   県及び市町は、被災者の早期生活再建を図るため、災害ケースマネジメン

トの実施等により、見守り・相談の機会や被災者台帳等を活用したきめ細や

かな支援を行うとともに、被災者が容易に支援制度を知ることができる環境

の整備に努める。 

 

第６節（略） 

 

第７節 被災者の生活確保のための緊急措置 

１（略） 
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現       行 修   正   案 備 考 

２ 被災者台帳の作成 

  市町は、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施 

状況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者の 

援護の総合的かつ効率的な実施に努める。 

県は、災害救助法に基づき被災者の救助を行ったときは、被災者台帳を作成

する市町からの要請に応じて、被災者に関する情報を提供する。 

 

 

３～９（略） 

 

第８節～第９節（略） 

 
 

 
第５章（略） 

２ 被災者台帳の作成 

市町は、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施

状況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者の

援護の総合的かつ効率的な実施に努める。 

また、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、被災者台帳の作成にデジタ

ル技術を活用するよう積極的に検討する。 

県は、災害救助法に基づき被災者の救助を行ったときは、被災者台帳を作成

する市町からの要請に応じて、被災者に関する情報を提供する。 

３～９（略） 

 

第８節～第９節（略） 

 
 

第５章（略） 
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